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第1章 調査概要 

 

1-1 調査目的 

本業務は複数の基礎自治体によって共通化した DX（ICT 技術）によるネットワークを介

した情報共有、広域的な連携による維持管理体制の構築、長寿命化計画と道路リスクアセ

スメントを融合させた事業計画等を実現させ、周辺地域の利用者に対する安全・安心なイ

ンフラサービスの持続的な向上を図る橋梁、道路の維持管理モデルの構築を目的とする。 

 

 

(1) 調査業務名称      民間提案型官民連携モデリング事業（調査テーマ番号１-C） 

(2) タイトル      複数基礎自治体の広域連携によるネットワーク型インフラ      

包括的民間委託 

(3) 調査テーマ    分野：戦略的なインフラマネジメントを担う自治体の体制の確保 

①-1 インフラの予防保全・長寿命化、集約・再編 

   ①-2 DX、AI、新技術の活用 

   ①-3 分野横断型・広域型のスキームの導入 

(4) 履行期間   令和 7年 7月 8日～令和 8年 2月 19日 

(5) 調査委託先民間事業者  株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

(6) 導入検討先地方公共団体 奈良県田原本町、奈良県川西町、奈良県三宅町 

 

1-2 調査概要 

以下に本業務での検討概要を示す。 

 

（１）自治体間連携の枠組みと技術の共有 

橋梁や道路のインフラメンテナンスにおいては、様々な経験や知見が必要となる分野

であり、暗黙知を含め、いかに技術伝承を行いながら、インフラサービスを維持してい

くかが課題となる。各町がそれぞれ実施しているインフラメンテナンスにおける知見、

情報を共有するため、「(仮称)磯城郡インフラメンテナンス協議会」を設立し、ノウハウ

の共有（事務的処理含む）、連携上の相談・意思決定等のナレッジマネジメントを実践す

る。 

なお本調査業務では、これまで各町独自に運用してきた道路施設の維持管理に関する

予算計画、発注手続き、支払処理等の事務処理については、各町がこれまでのように個

別対応する場合（3 町個別）と１町が取りまとめて対応する場合（３町統合）を想定した

検討ケースを設定、各ケースでの得失を整理した上で制度検討会にて議論しながら実施

可能な案について合意形成を図る。 

 

（２）インフラ DXの共同活用による情報の共有化と有効活用 

インフラメンテナンスの効率化・高度化を進めるために、田原本町にて実践済みの日

常点検、定期点検、長寿命化計画での ICT 技術について適用、拡大を基本に検討する。

具体には下記のように ICT ツールの共同利用により手間やコストの削減を図る。 
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① 計画策定支援システムの共同利用による道路施設情報等の共有化 

② ECI 方式（基礎自治体仕様）の活用による事業実施時の三者間情報共有 

 

（３）長寿命化計画と道路リスクアセスメントの効果的な融合 

日常・定期点検の健全度判定から策定する長寿命化計画（個別施設計画）と自然災害

（地震、降雨、出水等）に対する道路リスクアセスメントを効果的に融合させ、短・中

期的な計画策定だけでなく、長期的リスクの最小化を図る戦略を検討する。 

1) DX（ICT 技術）を活用した各施設の日常点検、定期点検を実施し、その健全度判定

結果を計画策定システムへ反映。 

2) 地震動、降雨・出水等、地域のハザードを設定し、道路施設の損傷を踏まえた道

路機能への影響を評価する道路リスクマネジメントの検討を行う。 

3) 上記 1)2)より計画策定支援システムにて優先順位付けを行い、地域全体としての

計画を策定する。 

4) 短期的な視点として、地図上にプロットされた全施設の健全度を重ね合わせるこ

とで、通学路や事故危険個所等におけるモニタリング（安全性確認）を行い､優先

順位の調整を行う等、道路維持管理の最適化を図るための仕組みを構築する。 

 

（４）町職員、地域企業の育成、災害時の連携強化 

地域の道路施設に対し、持続性のある維持管理を実施する上で町職員の技術継承、担

い手（地域企業）の確保・育成は必須条件となる。また、災害時における基礎自治体―

地元企業間や地域企業間同士の相互連携も効率的、効果的な対応に欠かせない事項とな

る。このような点を踏まえ、本提案では下記事項のように育成する仕組みについても検

討する。 

① 町職員、地域企業を対象に技術研修会(座学・現地)実施 

② 現場活用が可能な「施工の手引き、事例集」の作成、周知 

③ 地域共通となる「災害対策時の行動マニュアル」作成､周知 

④ 上記②の充実により、地域企業による橋長５ｍ未満橋梁の将来的な簡易設計 

＋補修工事を実現させる育成を実施。 
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1-3 調査項目の概要 

本業務における事業スキーム検討に際して必要な検討項目を以下に示す。 

 

表 1-1 検討項目及び概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検　討　項　目 検討項目の概要

Ⅰ．広域連携による事業スキーム導入の目的（意義）           ・事業スキームを３町広域連携として導入することの目的（意義）を提示

Ⅱ．目　標 ・上記の目的達成のための目標を設定

Ⅲ．基本方針 ・事業スキームの設定、導入に際しての基本方針を提示

　　１． 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理

　　２． 災害に強い道路ネットワーク

    ３．基本方針に基づく連携イメージ

    ４．広域連携の基本計画に関する検討課題

Ⅳ．広域連携の基本計画に関する検討

　§１．広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネットワークを

　　　　　両立する仕組みの構築

　　１． 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理

　　　１.１ 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理

　　　１.２ DX（ICT技術）を活用した道路維持管理

　　２． 災害に強い道路ネットワーク

　　　２.１ 道路リスクアセスメントの検討

　　　２.２ 重要路線の設定と重要路線に対するリスク評価

　　３． 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネットワークを

　　　　　 両立する仕組みの構築

　　　３.１ 道路維持管理と道路リスクアセスメントの融合

　　　３.２ 道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化
・重要路線、対象施設（橋梁、舗装、道路附属物）、道路リスクアセスメントの各要素を踏

まえた内容を提示する

　§２． 同仕組みを運用する体制の構築 ・§１の結果を踏まえた資料を提示する

　§３． 橋梁・路線等の集約・撤去 ・橋梁・路線等の集約・撤去の考え方、手順、現地における試行等について提示する

　§４．市場調査（地元企業へのヒアリング） ・地元企業（施工業者）、県内コンサル等へのアンケートを実施内容を示す

　§５．地元企業の育成方法 ・３町における地元企業の育成方法について田原本町での実施例を踏まえて提案する

　§６．役割分担、リスク分担  ・３町広域連携における役割分担、リスク分担について表形式により取り纏める

　§７．事業スキームの設定および活用効果の推計（モニタリングの実施）

①事業スキームとして全体を取り纏めて提示する

②事業スキームの導入効果として定性的、定量的（コスト縮減）

　な内容を整理して提示する

　§８．施策導入のロードマップの策定
・３町連携の枠組み、道路リスクアセスメントとの融合、対象施設の拡大（橋梁⇒道路ストッ

ク）等を関連付けたロードマップを提示

Ⅴ．ガイドライン（案）の策定 ・本事業スキームをガイドライン（案）として取りまとめる（持続的な運用に向けた対応）

①道路リスクアセスメントにおけるハザードを橋梁：耐震、舗装：液状化、道路附属物：事

故多発地域等として想定し、リスク評価の考え方⇒長寿命化への反映方法等について検討

②各町における道路維持管理上の重要路線を想定し、重要路線におけるリスク評価について

検討した上で、上記①の具体的なロジックを提案する。

・本事業スキームの検討に際し、基本となる検討項目の基本方針案を提示

①３町広域連携の枠組みについて検討

②ｽﾓｰﾙｽﾀｰﾄとして１町が発注準備（積算⇒発注まで）を行い、契約以降は町毎に実施す

るような連携の枠組みについて検討

③発注方式は、田原本町での実施例を踏まえ、委託業務：プロポーザル方式、工事：競争

入札方式などについて検討

④橋梁に関するDX（ICT技術）を活用した維持管理について検討

⑤舗装、道路附属物に関するDX（ICT技術）を活用した維持管理について検討
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1-4 検討ステップ（検討フロー） 

官民連携モデリングの公募提案にて示した内容を基に、本制度検討会において事業スキ

ームの検討へ向けて設定した検討項目を以下に示す。 

 

 

図 1-1 検討フロー 

 

 

1-5 令和 7年度民間提案型官民連携モデリング事業 概要版 

次ページ以降に本事業の概要版を示す。 
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③自治体概要

①調査概要

【調査の目的・内容】
複数の基礎自治体によって共通化（共同利用）したDX（ICT技術）によるネットワークを介した情報共有、広域的な連携による維持管理体制の構築、長寿命化計画と道路リスクアセスメント
を融合させた事業計画等を実現させ、周辺地域の利用者に対する安全・安心なインフラサービスの持続的な向上を図る橋梁、道路の維持管理モデルを提案する。
【解決される課題】①高齢化橋梁（建設後50年超）が増加していく中でより良い維持管理体制の見直し、②人口減少、少子高齢化等により適切な維持管理費の確保が困難な中、３町の
連携によるスケールメリットを生かしたコスト縮減 ③発注時の事務処理や各種協議、現場監理等、町職員の負担軽減に繋がる事業スキームの構築 ④地域企業との連携を強化し、雇用創出に
貢献できる事業スキームの構築 ⑤磯城郡連携による災害時の迅速な対応

②実施方針・フロー ④スキームの概要

令和７年度 民間提案型官民連携モデリング事業

【実施方針】
❶計画準備：磯城郡３町における道路インフラの
現状を整理・把握する。

➋導入目的の設定：各町での課題の整理・把握、
本事業スキームの構築、導入目的の設定。

❸事業スキームの検討：年度予算、行動発注時
の取り決め、道路リスクアセスメントを検討する。

❹市場調査：地域企業へのアンケート・ヒアリング。
❺受注体制の検討計画準備：磯城郡３町にお
ける道路インフラの現状を整理・把握する。

❻導入効果の想定：定性的・低調的な導入効
果の推測・整理を実施する。

❼モニタリング方法の検討：PDCAを回す仕組み。
❽報告書作成

【実施主体】株式会社オリエンタルコンサルタンツ/田原本町、川西町、三宅町［奈良県磯城郡］

【調査名】複数基礎自治体の広域連携によるネットワーク型インフラ包括的民間委託

【調査テーマ】
1⁻①インフラの予防保全・長寿命化、集約・再編

1⁻②DX、AI、新技術の活用

1⁻③分野横断型・広域型のスキームの導入

1⁻④自治体職員の技術継承

【分野】戦略的なインフラマネジメントを担う自治体の体制の確保

□

報告書概要版

奈良県磯城郡は田原本町、川西町、三宅町の３町で構
成される奈良盆地の東南部に位置する地区。
①田原本町：人口31,083人（2026.1現在）

町面積：21.09㎦と磯城郡では一番広い地区
②川西町：人口7,944人（2026.2現在）

町面積：5.93㎦
③三宅町：人口6,367人（2026.2現在）

町面積：4.06㎦と県内で面積が狭い市町村であり、
全国的にも２番目に狭い町

・各町とも人口減少、少子高齢化の問題を抱えている。
・田原本町ではこれまで、産学官共同研究により道路ストッ
ク包括管理のガイドライン作成、同包括管理業務を発注

（5箇年業務）し、先行実施中。

◆期待される効果：①自治体：業務効率化、品質向上、戦略的な施設管理の
推進、コスト縮減、災害時の対応迅速化、②地域企業：技術力・経営力の向上、
地域貢献意識の醸成、③地域住民：インフラの安全性・快適性向上

◆提案する事業スキームの概要 （図１）

1) 基礎自治体間の連携を効率化するための体制構築とICT技術による情報共有

2) ECI方式（基礎自治体仕様）の活用による官民の三者連携

3) 道路施設（橋梁、舗装、道路附属物等）の健全度を踏まえた長寿命化計画と

道路リスクアセスメントの効果的な融合を図った事業計画の策定方法（図２）

4) 町職員、地域企業の育成、及び災害発生時の連携強化に関する仕組み検討

図１ ネットワーク型
インフラ包括管理

図2 長寿命化計画と
道路 ｽ   ｽ  ﾄの融合
（  ｰ  ）

●自治体間連携の枠組みと技術の共有：(共同研究の形式で本調査を実施する)

・3町で 「(仮称)磯城郡インフラメンテナンス協議会」を設立、相談・意思決定を行う

・予算、発注手続き、支払処理等について検討ケースを設定し、実施可能案を設定。

●インフラDXの共同活用による情報の共有化と有効活用：

・田原本町にて実践済みのDX(ICT技術)について適用、拡大を基本に検討する。

●長寿命化計画と道路リスクアセスメントの効果的な融合：

・日常・定期点検の健全度から策定する長寿命化計画と自然災害等に対する道路

リスクアセスメント融合させ、長期的リスクの最小化を図る戦略について検討する。

●町職員、地域企業の育成、災害時の連携強化

・ECI方式の活用、技術研修会等による育成、災害時連携強化策について検討する。

奈良県

磯城郡
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⑤調査結果

⑥事業化に向けた展望

1)広域連携での体制はスモールスタートとし
て連絡調整が可能な枠組み（連絡調整
協議会）を活用

2)業務発注時の事務処理は１町がまとめ
て実施する枠組み、体制を設定（事務
の代替え）

3)維持管理の対象施設は橋梁単体からス
タートし、道路ストック包括管理へと拡大

4)道路リスクアセスメントによる評価結果を
踏まえた優先順位付けの考え方を反映

5)各施設のデータベース、維持管理計画策
定が可能となる情報共有システムを３町
で共有しながらＤＸ化を推進させていく。

⑦自治体からのコメント

【本調査を通じて得られた示唆】

・各町で抱えている問題や維持管理の方

法等について共通認識が図れたことで、広

域連携への取り組みに対して、大きく前進

することができた。

【事業化に向けての取組の見通し】

・今後は、広域連携を運用・実用化する

中で様々な問題等が起こる可能性もある

ことから各町間で定期的に調整を図り、柔

軟に対応できる持続可能なスキームへと改

良を図っていきたい。

令和７年度 民間提案型官民連携モデリング事業 【調査テーマ】【分野】戦略的なインフラマネジメントを担う自治体の体制の確保

□

報告書概要版

1⁻①インフラの予防保全・長寿命化、集約・再編

1⁻②DX、AI、新技術の活用

1⁻③分野横断型・広域型のスキームの導入

1⁻④自治体職員の技術継承

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ～ 2040

R8年 R9年 R10年 R11年 R12年 R13年 R14年 R15年 R16年 ～

橋梁

舗装

道路付属物

道路施設

　道路リスクアセスメント

短期計画 中期計画 長期計画

　　広域連携体制 ≪連絡調整協議会≫ ≪ 協 議 会 ≫

【橋梁単体での広域連携】 【橋梁群での広域連携】

【全舗装での広域連携】

【全道路附属物での広域連携】

【橋梁、舗装に関する         実践】

【道路ストックに関する

         実践】

[システム導入の

橋梁補

修設計
の試行

発注

（準備） （検証）

（点検、長寿命化、補修、工事支援）

（点検、長寿命化、補修・工事の         ）

[定期点検] [定期点検]

【実施主体】株式会社オリエンタルコンサルタンツ/田原本町、川西町、三宅町［奈良県磯城郡］

【調査名】複数基礎自治体の広域連携によるネットワーク型インフラ包括的民間委託

【事業スキームの導入目的（意義）】
① 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理の構築（安全・安心な道路サービスの提供）
② 災害に強い道路ネットワークの構築（重要道路の設定と道路リスク評価を踏まえた維持管理計画）

【広域連携の枠組み、連携による契約・維持管理体制】
①業務発注に関しては「事務の代替執行」を活用し、１町がまとめて
積算・発注準備、発注を実施

②上記以外の協議事項等は、「連絡調整協議会」の枠組みを活用
⇒連携効果確認後、将来的には「協議会」へ移行

【道路リスクアセスメントを用いたリスク評価・維持管理計画】
・地震、液状化、その他のハザードに対する中・長期的な視点でのリス
ク評価（ハザードによる通行規制の程度で評価）を融合させた維持
管理計画の策定

【DXの共有による情報共有のネットワーク構築】

【橋梁等の集約・撤去に関する検討】

【広域連携の導入効果（コスト縮減率）】

３町連携広域重要道路の設定

「道路リスクマネジメント要領（案）」

を参考に道路リスク評価を実施

リスク評価を踏まえた維持管理方針の設定

A案（リスクの受容を基本）

B案（リスクの移転を基本）

C案（リスクの低減を基本）

ハザードの設定

対象施設の状態把握

通行機能の低下度合把握

道路のリスク評価

長寿命化計画への反映

道路維持管理での実践

３町広域連携におけるロードマップ

A  案（リスクの受容を基本） B　案（リスクの移転を基本） C　案（リスクの低減を基本）

Ⅰ
・健全度Ⅱa以上で対策を実施する
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）

Ⅱ
・健全度Ⅱa以上で対策を実施する
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）
・震災後は事後対応を実施する

・健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）

Ⅲ
・健全度Ⅱa以上で対策を実施する
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）
・震災後は事後対応を実施する

・健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）
・同時に迂回路を事前に設定し、う回路
に橋梁がある場合は、同様にⅡｂ以上
で対策を実施する。

・耐震補強計画（予算執行を含む）に基づ
いた年度で優先順位を上げる。
・上記耐震補強時期と現状の健全度を踏ま
え、補修対策時期を変動させる場合は現行
の優先順位を１ランク下げる。
・そのまま補修対策を講じる場合は現行ラ
ンクを据え置く。

【地域企業の育成】（R9年度試行）
・３町広域連携による技術研修会の
開催⇒連絡調整協議会にて試行予定

・ECI方式による施工時支援を試行予定

①各町による３町広域連携重要道路の設定

②リスク評価結果（A～C対応策を選定）を健全度判定結果へ反映

③優先順位付け
にリスク評価結
果を反映

実務における作業フロー

田原本町 川西町 三宅町

積算・発注準備

長寿命化計画 長寿命化計画 長寿命化計画

完了検査 （３町合同検査）

田原本町 三宅町

積算・発注準備

業務監理 業務監理 業務監理

≪情報共有：連絡調整協議会≫

長寿命化計画 長寿命化計画 長寿命化計画

契 約 （協議会として契約）契 約 契 約 契 約

完了検査 完了検査 完了検査

≪情報共有：協議会≫

発注資料
発注資料

発注資料 発注資料

≪情報共有≫ ≪情報共有≫

システム共有

（点検・設計・施工データのフィードバック） （点検・設計・施工データのフィードバック）

【スモールスタート時の広域連携】 【将来的な広域連携 （連携協議会へ）】

発 注

川西町

発 注 （協議会として審査）

業務監理 業務監理 業務監理

システム共有

DXを活用した道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）の維持管理

包括発注時の契約方法

委託業務（設計）、工事の発注方法

・集約・撤去検討の対象橋梁選定条件、
及び具体的な検討フローを設定

・簡易機器による交通量の把握を試行

橋　梁

包括発注

道路ストック

包括発注

１町単独

包括発注

委託費コスト縮減率

１４％

委託費コスト縮減率

１３％

３町連携

包括発注

委託費コスト縮減率

２６％

委託費コスト縮減率

３１％

効果大

効
果

大

委託費におけるコスト縮減推計（３町全体）

（試算上考慮した条件）
・包括発注による発注工数等の削減効果
・DX導入による計画策定の効率化
・ECI方式導入による施工時効率化
・包括発注における手続きの効率化
（事務の代替執行について考慮）



7 

 

第2章 導入検討先自治体の概況 

 

2-1 導入検討先自治体の基礎情報 

奈良県磯城郡は田原本町、川西町、三宅町の３町で構成される奈良盆地の東南部に位置

する地区。 

① 田原本町：人口 31,083 人（2026.1.31現在） 

   町面積：21.09km²(2021.4.1 時点)と磯城郡では一番広い地区 

② 川西町：人口 7,944 人（2026.2.1現在） 

   町面積：5.93km²(2024.7.1 時点) 

③ 三宅町：人口 6,367 人（2026.2.1現在） 

   町面積：4.06km²(2018.3時点)と県内で面積が狭い市町村であり、 

    全国的にも２番目に狭い町 

・各町とも人口減少、少子高齢化の問題を抱えている。 

 

 

 

 

 

 

2-2 対象施設（インフラ）の基礎情報 

３町における維持管理対象（橋梁、舗装、道路附属物）を下表にまとめて示す。 

表 2-1 ３町の維持管理対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 導入検討先自治体の現状 

３町における現状の道路施設維持管理体制を下表にまとめて示す。 

表 2-2 ３町の道路施設維持管理体制 

 

 

 

 

 

担当職員数および企業数一覧

課長 主幹 課長補佐 係長 担当者 その他 A B C D E

田原本町
9名

(14名)

1名

(2名)

1名

(1名)

1名

(2名)

2名

(3名)

4名

(4名)

0名

(2名)
49社 7社 3社 15社 8社 16社

5名

(7名)

1名

(1名)

0名

(0名)

0名

(0名)

1名

(1名)

3名

(4名)

0名

(1名)

5名

(8名)

1名

(1名)

0名

(0名)

0名

(0名)

1名

(1名)

3名

(5名)

0名

(1名)

川西町
3名

(6名)

0名

(1名)

0名

(0名)

1名

(1名)

0名

(0名)

2名

(3名)

0名

(1名)
12社程度 7社

※カッコ内は部署全体の人数

三宅町

対象施設

地元企業数

ランク

道路ストック維持管理　担当職員数

合わせて5社程度まちマネジメント課

4社

総数 総数

11社 0社 1社 2社 4社

担当課

まちづくり推進課

土木管理課

まちづくり建設課

役職

道路ストック管理数量

15m以上 15m未満 Ⅰ,Ⅱ Ⅲ,Ⅳ
幹線道路・

1級市町村道

生活道路・

2級市町村道

Ⅱ・

3<MCI≦4

Ⅲ・

MCI≦3

田原本町 363橋 40橋 323橋 303橋 60橋 265.2km
幹線道路

56.6km

生活道路

208.6km

Ⅱ:

8.9km

Ⅲ:

10.1km
1960基 55基 357基 1548基

三宅町 72橋 12橋 60橋 71橋 1橋 57.2km
1級市町村道

11.5km

2級市町村道

45.7km

3<MCI≦4:

10.2km※

MCI≦3:

5.0km※
― ― ― ―

川西町 65橋 12橋 53橋 65橋 0橋 72.2km
1級市町村道

5.4km

2級市町村道,その他

66.8km
― ― ― ―

※三宅町では舗装点検を実施中であり、上記数値は前回点検時のものである。

橋梁 道路附属物

対象施設

総数

橋長 健全度

舗装

総延長

診断区分

総数 照明柱 標識柱
カーブ

ミラー

道路区分

直近の点検結果なし

 面積 

（km²） 

人口推計 

（人） 

人口密度 

（人/km²） 

田原本町 21.09 31,083 1,474 

川西町 5.93 7,944 1,340 

三宅町 4.06 6,367 1,567 

 

※基礎情報の数値に関して以下を参照した。 

人口：各町の HP で公表されている人口統計より 

面積：田原本町、川西町は HP 上の町の概要より 

   三宅町は三宅町総合計画より 

人口密度：人口/面積とし小数点以下を四捨五入 
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H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

H
2
8 ECI方式※に関する制度の素案作成

橋梁に関する設計・工事での試行（単年度）

橋梁保全事業に関するECI方式※ の導入検討
『橋梁保全事業に関するECI 方式※ガイドライン H30.2』
『ECI方式※契約手順判定マニュアルH30.2』

橋梁に関する設計・工事での試行（単年度）

ECI方式※＋複数年包括的発注の導入検討
『橋梁の包括的発注事業に関する基本方針 R1.9』

・「改品確法（略称）H26.6」
・「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の

運用        H27.6」

「道路メンテナンス事業補助制度要綱R2.3」

「社会資本メンテナンス戦略小委員会 提言書（案）R4.1０
～地域インフラ群再生戦略マネジメント～

「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の
手引き」R5.3

≪田原本町における産学官共同研究≫ ≪国（国土交通省）の主な施策≫

≪道路ストックの包括的発注に関する産学官共同研究≫

『舗装の維持管理における基本方針（案）R4.4』
『道路付属物の維持管理における基本方針（案）R4.4』

『道路ストックの包括的発注に関するガイドラインR4.4』

橋梁に関する設計・工事での試行（複数年度）

R
6

H
2
7 橋梁定期点検（全３６３橋、１巡目）

道路ストック包括的発注（５箇年業務）・・・発注
・橋梁 （予防保全型維持管理へ移行）
・舗装、道路附属物

R
７

官民連携モデリング事業
・磯城郡（田原本町、川西町、三宅町の３町）におけ

る広域連携による群マネへの事業スキーム検討

「群マネの手引き Ver.1（群マネ入門超百科）」R7.10

第3章 導入検討先自治体での検討状況及び抱えている課題 

 

3-1 導入検討先自治体での検討状況 

導入検討先の３町においては、橋梁等について、これまでの事後保全から予防保全

型維持管理へ移行する過渡期であると言える。川西町、三宅町については、これまで

包括的民間委託の発注経験は無いが、田原本町では 10 年前より検討を進めてきた経

緯がある。下図に田原本町における検討の経緯（概要図）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 田原本町における橋梁包括的民間委託に関する検討経緯 
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3-2 導入検討先自治体で抱えている課題 

３町へのヒアリング及び本業務の提案時に確認した内容（ニーズ提案）等から主な

課題を以下に示す。 

① 高齢化橋梁（建設後 50 年超）が増加していく中で、より良い維持管理体

制の見直しが必要。 

② 橋梁の維持管理費が増加していく中、人口減少、少子高齢化等による税収

の低下により、適切な維持管理費の確保が困難となるため、広域連携によ

るスケールメリットを生かしたコスト縮減等が必要。 

③ 発注時の事務処理や各種協議、現場監理等に対する町職員の負担軽減に繋

がる事業スキームの構築 

④ 地域企業との連携を強化し、担い手不足を抱える地域の雇用創出に貢献で

きる事業スキームの構築 

表 3-1 事前ヒアリング結果の要約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治体へのヒアリング項目(1/2)

大項目 確認内容 田原本 三宅 川西

1. 管理されている橋梁数、道路延長、道路

附属物（照明柱、カーブミラー、標識）数

橋梁:363橋

道路延長:265.2km

道路附属物総数:1960基

(照明柱:55、標識柱:357、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ:1548)

橋梁:72橋

道路延長:57.2km

道路附属物総数:不明

橋梁:65橋

道路延長:72.2km

道路附属物総数:不明

2. 優先順位付けの有無（ex. 道路種別、路

線、地域等）

3. 各インフラの点検の種類（日常点検、定

期点検）・頻度

日常点検:

橋梁定期点検:5年に1度実施

舗装定期点検:5年に1度実施

道路附属物定期点検:10年に1度実施

日常点検:毎週月曜日朝に実施

橋梁定期点検:5年に1度実施

舗装定期点検:5年に1度実施

道路附属物定期点検:実施なし

日常点検:実施なし

橋梁定期点検:5年に1度実施

舗装定期点検:直近の実施なし

道路附属物定期点検:実施なし

予算
1. 各インフラ毎の予算の出所（補助、単

費）、各インフラ毎の年間の維持管理費用

橋梁:道路メンテナンス補助金

舗装:社会資本整備総合交付金＋緊急自然災害防

止対策事業債

道路附属物:単費

年間維持管理費用:約137,650千円(R6実績)

橋梁:道路メンテナンス補助金を活用

舗装:社会資本整備総合交付金＋単費

道路附属物:予算計上なし

年間維持管理費用:69,000千円

橋梁:道路メンテナンス補助金を活用

舗装:社会資本整備総合交付金＋緊急自然災害防

止対策事業債

道路附属物:単費

年間維持管理費用:約122,000千円(R6実績)

1. 部署内での体制（実働人数）、役割分担

内容

まちづくり建設課:9名

(課長:1、主幹:1、課長補佐:1、係長:2、担当

者:4)

まちづくり推進課:5名

(課長:1、係長:1、担当者:3)

道路舗装および橋梁の定期点検、補修工事を担

当

土木管理課:5名

(課長:1、係長:1、担当者:3)

簡易修繕（穴埋め等）を担当

まちマネジメント課:3名

(課長補佐:1、担当者:2)

2. 予算決定、執行部署の関わり（予算要求

から執行までの流れ）

予算要求：担当課

予算決定：企画財政課

入札：総務課契約管理係

契約：担当課

検査：指名

入札等は総務課、検査業務は持ち回り指名、審

査等も課長が対応

契約は各課で執行まで実施

入札等は担当課、検査業務は持ち回り指名、審

査等は審査会が対応

契約は各課で執行まで実施

自治体へのヒアリング項目(2/2)

大項目 確認内容 田原本 三宅 川西

1. 各インフラの維持管理データの管理方法

（紙、デジタルデータ）
ソフト使用してクラウド上で管理

写真や地図による記録は行っておらず、現場の

状況把握は基本的に職員の点検に基づ

いて実施。ただし、ポットホールが発生しやす

い箇所については、記録を残して管理。

データ管理は紙がメイン

2. 業務・工事の報告書の管理方法（紙、デ

ジタルデータ）

委託業務:紙と電子で納品

工事:紙と電子で納品するが、特記仕様書におい

ては電子納品を求めていない

紙と電子で納品

10 年保管後廃棄

保管スペースに余裕があるため、現状問題なし

CD はあるがキングファイル保管

1. 防災担当部署の有無とインフラ管理部署

との関わり
防災担当部署：防災課

防災対策本部：総務課

ハザードマップ作成：総務課（データ提供：土

木管理課）

防災担当部署：総務課

2. 対象としているリスク現象
地震による、落橋や道路付属物の倒壊。

大雨による道路冠水等。
地震、洪水、内水氾濫、河川決壊 地震、洪水、内水氾濫、河川決壊

1. インフラ管理に導入されているシステム

の有無（道路台帳システムなど）

道路附属物点検はSOCOCA、橋梁長寿命化計画

はIMSを利用。
道路台帳はGISにてデータ化 道路台帳はＧＩＳクラウドを利用

2. 町内サーバー、クラウドサーバーの活用

状況
インフラ管理はクラウドサーバーを使用

インフラ管理は町内のローカルのサーバーを使

用

クラウドサーバーは一部を住民公開（LG1 を一

部活用）

1. 各インフラの補修工事を実施する業者の

数
49社(A:7社、B:3社、C:15社、D:8社、E:16社) 11社(B:1社、C:2社、D:4社、E:4社) 12社(A～D:合わせて5社程度、E:7社)

2. 施工業者の評価方法の有無（品質確保の

方法）

工事品質評価制度はあるが、工事業者選定にお

いては運用されていない

工事品質評価制度あり（不良工事はランクダウ

ン）
工事業者の点数評価は行っていない

3. 工事の発注方法（指名、一般）

工事（舗装・橋梁）：一般競争入札（金額によ

りランク分け）

道路付属物：指名競争入札

大型:一般公募

小型:地元業者との競争入札
指名競争入札

その他課題 1. 特質すべき地域の課題の有無 職員不足 職員採用の応募数が少なく人材確保が課題 人材確保が課題

導入

システム

地元業者

町ごとに重要路線を設定する方針
インフラ

体制

データ管理

リスク管理
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第4章  調査内容 

 

4-1 実施内容 

調査は以下の通り実施した。実施内容を次ページ以降に示す。 

 

【実施項目】 

Ⅰ．広域連携による事業スキーム導入の目的（意義）            

Ⅱ．目 標 

Ⅲ．基本方針 

１．広域連携による効率的・効果的な道路維持管理 

   ２．災害に強い道路ネットワーク 

３．基本方針に基づく連携イメージ 

４．広域連携の基本計画に関する検討課題 

Ⅳ．広域連携の基本計画に関する検討 

§１．広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネットワ

ークを両立する仕組みの構築 

１．広域連携による効率的・効果的な道路維持管理 

    １.１ 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理 

    １.２ DX（ICT 技術）を活用した道路維持管理 

   ２．災害に強い道路ネットワーク 

    ２.１ 道路リスクアセスメントの検討 

    ２.２ 重要路線の設定と重要路線に対するリスク評価 

   ３．広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネット

ワークを両立する仕組みの構築 

    ３.１ 道路維持管理と道路リスクアセスメントの融合 

    ３.２ 道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化 

 §２．同仕組みを運用する体制の構築 

 §３．橋梁・路線等の集約・撤去 

 §４．市場調査（地元企業へのヒアリング） 

 §５．地元企業の育成方法 

 §６．役割分担、リスク分担   

 §７．モニタリングの実施 

 §８．事業スキームの設定および活用効果の推計 

 §９．施策導入のロードマップの策定 
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I. 広域連携による事業スキーム導入の目的（意義） 

【背景】 

近年、道路インフラの老朽化が急速に進み、点検・補修・更新の需要が増大する一

方で、自治体は人口減少や財政制約の下で従来の個別管理を続けることが困難にな

りつつある。特に地方部では技術系職員の減少や世代交代等により発注者の対応能

力が低下し、計画策定、点検・設計・工事、事業評価等の基幹的な業務が十分に機能

しない状況が生じている。 

また、建設業界においても技能者不足や施工会社の減少が進み、維持管理の担い手

確保や育成が困難な状況となっている。加えて、地震や豪雨等の災害リスクの増大に

より、道路ネットワークの維持は平時の維持管理だけでなく、災害時のレジリエンス

向上も求められるなど課題が複雑化している。 

上記のような社会的、業界的な厳しい現状を背景に本業務では提案する事業スキ

ームの導入目的を以下のように捉え、制度検討を行うものとした。 

 

【事業スキームの導入目的（意義）】 

① 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理の構築（安全・安心な道路サー

ビスの提供） 

② 災害に強い道路ネットワークの構築 

 

II. 目 標 

上記の導入目的を踏まえ、本業務における制度検討に際しての主な目標を以下に

示す。 

【目標】 

① 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネットワー

クを両立する仕組みの構築 

② 同仕組みを運用する体制の構築 

③ 同仕組みを支えるシステムの構築 

④ 上記①～③を導入するロードマップの策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 導入スキームの概略イメージ 

効率的・効果的な 

道路維持管理 

災害に強い 

道路ネットワーク 

維持管理を支えるシステム（DX（ICT 技術）） 

３町による広域連携 

融合 
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【本業務での自治体間における「連携」の定義】 

制度検討において自治体間の「連携」は重要なキーワードとなることから、本業務

では「連携」を以下のように定義付けた上で制度検討を行った。 

 

図 4-2 道路維持管理におけるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｲｸﾙ 

 

本業務では「連携」を以下のような“実務レベルでの行動”として定義付けた。 

１）情報を共有する行動  

①予算情報・維持管理計画の共有（中長期計画、集約・撤去・更新等の見通し） 

②台帳情報の共有（道路、橋梁、付属物等） 

③点検・診断結果の共有（健全度ランク、変状傾向、リスク情報等） 

④災害・異常時のリアルタイム情報共有（通行止め、被害状況、応急措置状況） 

 

２）知識や人材・ノウハウを融通し合う行動  

①点検、計画、設計、工事等における品質確保・向上 

②研修・講習会の共同実施 

③外部有識者の共同招聘 

 

３）広域的な計画をともに策定する行動  

①広域的なインフラ長寿命化計画の共同策定 

②道路ネットワークの機能分類の統一 

③防災計画の広域連携（重要路線に対するネットワークの整備） 

 

４）業務・契約を共同で進める行動  

①点検・設計・工事等を包括民間委託の枠組みの中で共同発注・業務監理・検査 

②維持管理システム等の共同導入 

③資材・補修用部材の共同調達 

 

５）災害等の危機対応を共同で行う行動  

①災害時の応急復旧支援（作業員・車両・機材の相互派遣） 

②広域的な迂回ルートの設定・交通確保 

③災害後の調査・復旧費用の相互支援 
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III. 基本方針 

１． 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理 

（１）広域連携の制度検討（事業の発注、予算執行、情報共有・計画策定等の枠組み） 

磯城郡における道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物等）の包括的発注、予算執

行の検討に際しては、下記に示す道路法の一部改正における「連携協力道路制度（下

記枠内の赤字）」を踏まえるとともに下記の資料を参考として適切な発注の制度を選

定した。 

 

資料①「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き R5 年 3 月国土

交通省」 

資料②「第 32 次地方制度調査会第 27 回専門小委員会資料 R1 年 12 月 総務省」 

資料③「広域行政の手引き R3 年 3 月改訂版 埼玉県」 

 

１）道路法の一部改正による連携協力道路制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路法等の一部を改正する法律案要綱 

第一 道路法の一部改正 

一 道路網の整備に関する基本理念の創設 

道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全か

つ安心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要

な役割を果たすものであることに鑑み、道路の整備及び管理の効率的かつ効果的

な実施、道路の適正かつ合理的な利用の促進、道路の防災に関する機能の確保、

道路の脱炭素化の推進等を通じ、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路

及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを基本理

念として行わなければならないものとすること。 

（第一条の二関係） 

二 連携協力道路の管理の特例制度の創設 

隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路（高速自動車国道及び

自動車専用道路を除く。）のうち、その維持、修繕等を関係道路管理者（国土交通

大臣である道路管理者を除く。）間における連携及び協力によって効率的かつ効

果的に行う必要があるもの（以下「連携協力道路」という。）について、関係道路

管理者は、協議によりその管理の方法及び連携協力道路の管理に関する費用の分

担の方法を別に定めることができるものとすること。 

（第二十条の二及び第五十五条の二関係） 

（以下省略） 
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２）資料①「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き」におけ 

る広域連携の制度 

上記の手引きより、広域的な自治体間の連携に関しては右表の制度（10 制度）

が挙げられている。この中で、磯城郡 3 町として相互連携による事業の発注方法

として、下記の 5 制度をピックアップした。 

 

①連携協約    ：地方公共団体が連携して事務処理を行うための協約 

②協議会    ：地方公共団体が連携して管理執行・連絡調整・計画作成を行う 

③機関等の共同設置：複数の地方公共団体で内部組織等を共同で設置する制度 

④事務の委託      ：地方公共団体の事務の一部について管理・執行を他団体へ委 

ねる。 

⑤事務の代行執行  ：地方公共団体の事務の一部の管理を当該地方公共団体の名に 

おいて他の地方公共団体に行わせることができる制度。 

 

３）広域連携による事業の制度（枠組み） 

資料①による各制度の概要（主なメリット、デメリットを含む）を下表に示す。

橋梁点検・補修設計等、当該事業を推進するため、最も実現性が高いと考えられ

る制度を選定した。 

表 4-1 各制度の概要（1/2） 
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表 4-2 各制度の概要（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き R5 年 3 月国土交通省」より引用 

 

上表より広域連携に関する制度についておよその概要は示されているものの、こ

の中から磯城郡３町への適用を踏まえて選定することは困難である。そこで次節の

Ⅳ基本計画において資料②、③の資料についてさらに内容を確認した上で、下記事項

に留意しながら適用を考えるものとした。 

 

【広域連携としての制度（枠組み）を考える上での留意事項】 

①磯城郡３町での広域連携を考える際、内容的には下記事項について連携できる枠

組みが望ましいと考えられる。 

a.橋梁点検、補修設計等の委託業務の発注に関する連携 

b.道路維持管理における情報共有、計画策定、維持管理の品質確保等に関する連携 

c.担い手不足、技術力向上等に関する対策としての地元企業育成に関する連携 
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d.災害対策時の柔軟な連携 

②当面は試行を前提とすることから、より簡易かつ早期に構築できる枠組みとする

ことが望ましい。 

③業務発注（委託業務）に際しては、役割と責任分担が明確な方法が望ましい。 

 

（２）DX（ICT 技術）を活用した道路維持管理 

３町連携による維持管理においては、DX（ICT 技術）を有効活用することにより、

発注者、設計者、施工者の三者連携だけでなく、発注者間（３町職員）においても

情報共有、計画策定、設計・工事の品質確保・向上コスト削減等を図ることが可能

となり、３町連携による効率的・効果的な維持管理の実現を支える上で不可欠な設

備となる。 

 

１）道路維持管理における DX（ICT 技術）活用の全体系 

現在、田原本町にて実施中の道路ストック包括的民間委託事業においては、下

図のように日常点検、定期点検、長寿命化計画、設計・工事等の各段階において

DX（ICT 技術）を有効活用している。本業務では、この実績を踏まえた上で、今

回の広域連携における活用について検討していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 道路維持管理における DX（ICT 技術）活用 
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２）広域連携におけるシステム導入 

３町の広域連携におけるシステム導入を想定する場合、計画策定、情報伝達・

共有・保管といった観点からどのようなシステム体系が望ましいかについて検

討する必要がある。 

そこで、本業務では広域連携時に想定される下記の２ケースについて比較検

討を行い、基本的なシステム体系について整理した。 

    

ケース１：クラウドサーバ上でのデータベースを３町で共有、各町はライセンスを保

有し、システムを共同して使用する案（システムグレードＡと称す）。計画

策定等は３町個別で実施することができ、かつ広域連携として３町全体で

の計画を確認することが可能なシステムである。 

ケース２：３町個別にクラウドサーバ上でのシステムを導入する案（システムグレー

ドＢと称す）。３町が完全に個別の状態で計画することとなり、情報の共有

は別途ファイルの出力によって行うこととなる。 

 

 

図 4-4 システム体系 

 

３）DX（ICT 技術）の活用場面とワークフローの改善効果 

DX（ICT 技術）の活用については、３町の職員におけるワークフロー上のどの

場面での活用となるか、また、その活用によってワークフローがどのように改善

されるか等の活用効果を明確にする必要がある。 

本業務では、この活用効果を次ページのようにワークフロー図で整理した。
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図 4-5  DX（ICT 技術）を活用したワークフローのイメージ 
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３． 基本方針に基づく連携イメージ 

 

（１）広域連携による効率的・効果的な道路維持管理 

道路維持管理において、道路管理者が担うマネジメントサイクル全般に渡り３

町の広域連携がうまく成立していると想定した場合の連携内容及び期待される効

果のイメージを下図に示す。 

次節の基本計画においては、下図のイメージを念頭に置いた検討を行うものと

した。 

 

図 4-6 道路維持管理におけるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｲｸ 

長寿命化計画 補修設計橋梁点検

マネジメントサイクル （計画領域）

橋梁点検

診 断

記 録長寿命化計画

情報管理、検証

計画更新

メンテナンスサイクル （現場作業領域）

補修工事 情報管理

補修工事実 践 措 置

P
補修設計

C

A D



 

20 

 

 

図 4-7 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理のイメージ
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４． 広域連携の基本計画に関する検討項目（留意事項） 

本件等においては、事業フレーム導入目的とである「広域連携による効率的・効

果的な道路維持管理」、「災害に強い道路ネットワークの構築」についての検討を主

体とする一方で、事業フレームとして上記以外の検討項目として下記事項を挙げて

いる。ここでは、これらの検討項目に関する整理・検討時の留意事項について下記

に列記する。 

 

１）橋梁・路線等の集約・撤去（再編） 

①合意形成の困難さ 

②住民・議会・関係団体の反対等、関係者間での意思決定（合意形成）に時間を

要する。 

③代替交通／生活への影響調整 

代替えのルート、交通手段等、統廃合による住民生活影響をどう緩和するかと

いう課題が残る。 

 

２）市場調査（地元企業へのヒアリング） 

①企業側の本音が出にくい 

行政からの依頼だと遠慮や忖度が生じ、実態が把握できない可能性もある。 

②企業規模による能力差 

３町全体での包括契約に対応できる企業が少なく、回答が偏る恐れが生じる。 

 

３）地元企業の育成方法 

①財政負担と継続性の課題 

研修・機材補助・研修内での OJT など、育成費用の財源確保や継続性について

工夫が必要。 

②企業側の人材不足 

研修を受けても現場人手がいないため実際のスキル定着に結び付けるための

工夫が必要。 

③育成後の受注保証ができない 

企業は投資しても受注が増えるとは限らいため、参加意欲を向上させるため

の工夫が必要。 

 

４）役割分担（行政・企業間、3 町間の分担） 

①境界の曖昧さ 

計画・点検・修繕・判断のどこまでの責任を企業に任せるか線引きが難しい。 

②3 町でのルール統一の困難さ 

予算・体制・判断基準が異なるため、単一の標準を作成するための合意形成に

工夫が必要。 
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５）リスク分担（業務・費用・責任） 

①損害賠償リスクの所在 

劣化進行による事故など、発生時に行政・企業のどちらが負うか整理、合意形

成が必要。 

②価格変動リスク（インフレ等） 

長期契約では工賃・資材高騰が企業の負担になり事業継続が難しくなる。 

③業務範囲外対応の線引き 

“想定外修繕”を誰が負担するかでトラブルになりやすい。 

 

６）モニタリング（事業効果の監視） 

①KPI の設定が難しい 

故障率・応急復旧時間・LCC 削減など、定量化しにくい指標が多い。 

②データの不統一 

町ごとに点検記録・GIS 等の形式がバラバラで統合が難しい。 

③第三者評価の導入コスト 

外部チェックを入れたいが費用と人材確保に関する負担が生じる。 

 

７）施策導入のロードマップ策定 

①スケジュールの長期化 

スケジュール上の策定、確認・検証時期等を守る等を含めて合意形成を図る 

②並行作業の難しさ 

橋梁台帳統合、基準統一、企業育成など多分野が同時進行となり調整が煩雑。 

③予算確保の不確実性 

各年度の予算要求が別々で、3 町共通の施策に必要な資源が確保しにくい。 
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IV. 広域連携の基本計画に関する検討 

§１．広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネ

ットワークを両立する仕組みの構築 

１． 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理 

１.１ 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理の制度検討 

Ⅲ．基本方針にて示した下記の資料を参考として本節では適切な発注の制度につ

いて検討。 

 

資料①「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き R5 年 3 月国土

交通省」 

資料②「第 32 次地方制度調査会第 27 回専門小委員会資料 R1 年 12 月 総務省」 

資料③「広域行政の手引き R3 年 3 月改訂版 埼玉県」 
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広域連携に関する制度についておよその概要は示されているものの、この中から

磯城郡３町への適用を踏まえて選定することは困難である。そこで資料②、③の資料

についてさらに内容を確認し、下記の事項に留意しながら適用を考える。 
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【広域連携としての体制を考える上での留意事項】 

①磯城郡３町での広域連携を考える際、内容的には下記事項について連携できる枠

組みが望ましいと考えられる。 

a.橋梁点検、補修設計等の委託業務の発注に関する連携 

b.道路維持管理における情報共有、計画策定、維持管理の品質確保等に関する連携 

c.担い手不足、技術力向上等に関する対策としての地元企業育成に関する連携 

d.災害対策時の柔軟な連携 

②当面は試行を前提とすることから、より簡易かつ早期に構築できる組織とするこ

とが望ましい。 

③業務発注（委託業務）に際しては、役割と責任分担が明確な方法が望ましい。 

 

１）業務発注（委託業務）における事務の共同処理制度に関する比較 

資料②「第 32 次地方制度調査会第 27 回専門小委員会資料 R1 年 12 月総務省」

より、下表の比較表が整理されている。 
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上掲の比較表については、資料③「広域行政の手引き R3 年 3 月改訂版 埼玉県」

においても同様の内容で整理されているが、同手引きではこれらの枠組み（制度）

に対する選定フローが示されている。 

本節では、次ページに上記の選定フローを示すとともに、磯城郡３町で広域連携

する際の留意事項（前掲）を踏まえた上で同フローに沿った選定を行った。 

 

２）広域行政の手引きに沿った枠組み（制度）の選定 

 

図 4-8 広域連携制度の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  広域連携制度の選定フロー 
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表 4-3 「連携協約」の法律上の位置づけ 

 

 

表 4-4 広域連携制度の仕組みと運用（全国） 
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以上の図表より、磯城郡３町における広域連携の枠組みとして選定されるのは

「事務の代替執行」となり、委託業務等の発注に際して発注事務を１町が他の２町

からの委託を受けて実施することが妥当であると考えられる。ただし、同枠組みは

業務発注等の事務処理に関するものであり、（２）【広域連携としての体制を考える

上での留意事項】で示した a.～d.をすべて満足できるわけではない。b.道路維持管

理、c.地元企業育成、d.災害対策時の柔軟な連携等については、別途の枠組みが必

要とも考えられる。 

そこで、資料③「広域行政の手引き R3 年 3 月改訂版 埼玉県」における各枠組み

の詳細内容より上述のｂ～ｄの連携について実現の可能性が高い「協議会」につい

て着目する。この「協議会」については、３タイプの内容が記載されており、この

うち議会決議を必要としない「連絡調整協議会」の記述が別途の枠組みとして適用

できると考える。 

以上より、本業務では、磯城郡３町による広域連携として下記２つの枠組みを提

案した。 

 

①業務発注（委託業務）に関しては「事務の代替執行」を活用する 

②上記外の広域連携に関する事項は議会決議を必要としない「連絡調整協議会」の

枠組みを活用する 

上記①②については、②の「連絡調整協議会」の枠組みの中で「事務の代替執行」

を活用した発注行為を行うことが望ましいと考える。 

 

なお、協定書については、法的に義務付けられた「締結すべき協約（契約文書）」

は不要と考えられるが、以下のために、実務上は締結する自治体も多く、文書化

（協定書）が推奨される という運用が一般的である。ここでは、次ページに連絡調

整協議会に対する協定書（案）を添付する。 

・関係自治体間の実務的調整 

・役割・分担・経費負担の明確化 

・合意内容の文書化／継続の信頼維持 
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図 4-9 連絡調整協議会に対する協定書（案） 
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参考資料 埼玉県「広域行政の手引

き」 
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３）広域連携制度の手続き（プロセス） 

 

表 4-5 広域連携制度の手続き 

 

 

 

図 4-10 広域連携制度の手続きフロー 



 

34 

 

４）「事務の委託（一括発注）」に関するコストメリットの試算 

■前提条件（仮定） 

項  目   ：下記のように仮定値を設定し推測 

橋梁点検単価 ：1 橋あたり 15 万円（点検＋報告書作成含む）過年度実績より推定 

３町橋梁数    ：100 橋 × 3 町 = 300 橋 

職員手間      ：1 橋あたりの発注管理（仕様書作成・契約）時間をコスト換算 

職員コスト換算：1 人日 5 万円 

：1 橋の事務手間⇒個別発注 2 時間と仮定した場合 

各町で 100 橋当たり 200 時間⇒1 町が 300 時間で全 300 橋を発注できた場合 

  1 橋の事務手間（換算）＝300 時間／300 橋＝1.0 時間 

 (1 町が 200 時間のまま全 300 橋を発注できた場合 1 橋事務手間（換算）0.67 時間) 

■発注パターンごとの概算コスト 

発注額（点検費用）： 橋梁単価×橋梁数 = 15 万 × 300 橋 = 4500 万円 

※どの発注パターンでも点検自体の単価は同程度と仮定 

職員手間（コスト換算） 

発注パターン  1 橋あたり職員手間（h）  合計人日換算      コスト換算（万円） 

個別発注      2h       300 橋×2h÷8h≈75 人日        75×5=375 

一括発注（代表町） 1h       300 橋×1h÷8h≈37.5 人日      37.5×5=187.5 

 0.67h       300 橋×0.67h÷8h≈25.1 人日   25.1×5=125.5 

■発注額＋職員手間を合計した場合（概算％表示） 

発注パターン  発注額（万円）  職員手間コスト（万円）合計（万円）合計％（個別発注=100%） 

個別発注   4500         375        4875  100% 

一括発注（代表町）4500      187.5       4687.5  96.2% ▲3.8%（※4.2%） 

4500       125.5      4625.5   94.9% ▲5.1%（※5.5%） 

   （※発注額に対する職員手間の減額割合を示す） 

上記結果より、下図のようにこれまで個別発注してきた橋梁点検等の委託業務を

「事務の代替執行」といった広域連携の枠組みに組み込んだ場合、スケールメリット

が生じるものと想定される。本節では仮定条件のもと簡易な範囲で試算した結果、

「事務の代替執行」等による代表町からの一括発注によって発注手間に関しては、事

業費（発注額）に対して約 4.2～5.5%程度のコスト縮減が図られる見通しとなる。 

【事務の代替執行における委託費用の試算】 （△：増額、▲：減額） 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-11 ３町個別発注            図 4-12 事務の代替執行 

B、C 町からＡ町への委託料 

―125＋α＝62.5―2α ⇒ α＝62.5 万円（発注額の約 1.4％） 

上記の金額により３町ともに▲62.5 万円のコスト縮減となり 

Ａ町への委託費用は２町合計で 125 万円（発注額の約 2.8%）となる 

B 町 100 橋✕2h 

＝200h（25 人日） 

125 万円 

C 町 100 橋✕2h 

＝200h（25 人日） 

125 万円 

A 町 100 橋✕2h 

＝200h（25 人日） 

125 万円 

C 町  0 橋✕2h 

＝0h（0 人日） 

▲125 万円⇒▲62.5 万

円 

A 町 300 橋✕1h 

＝300h（37.5 人日） 

187.5 万円（△62.5 万円）⇒▲62.5 万

円 

委託費 62.5 万円 委託費 62.5 万円 

B 町  0 橋✕2h 

＝0h（0 人日） 

▲125 万円⇒▲62.5 万

円 
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１．連絡調整協議会の基本的役割整理 

 

（１）協議会の位置付け 

３町がそれぞれ道路管理者としての権限・責任を保持したまま維持管理業務の共

通化・効率化・高度化を図るための調整・検討・合意形成の場として位置付ける。 

 

（２）対象とする事業範囲 

①日常点検・定期点検（日常点検は情報の共有） 

②補修・修繕・小規模工事 

③維持管理データの整理・活用 

④包括的民間委託・広域発注の検討 

⑤災害対応・応急復旧 

 

２．連絡調整協議会で実施すべき主な内容 

（１）維持管理方針・ルールの共有・調整 

目的：磯城郡３町で「考え方」を揃える 

①各町の道路維持管理方針・課題の整理・共有 

②群マネとして目指す方向性の確認（例：予防保全型への転換、コスト平準化 

等） 

③維持管理水準・優先順位付けの考え方の共通化（合同の健全度判定会開催等） 

④点検頻度・補修判断基準の整理（統一でなく「共通軸」の設定） 

 

 

（２）日常点検、定期点検等に関する連携調整 

目的：現場業務の情報共有による効率化・最適化 

①日常点検・パトロール方法、応急対応等に関する情報共有 

②点検項目・記録様式（写真、位置情報、損傷区分等）の標準化 

③点検エリアや時期の調整（路線の同時対応 等） 

④職員・委託業者の役割分担整理 

 

（３）維持管理データの整理・活用方針検討 

目的：群マネとして「見える化」を実践する 

①点検結果、補修履歴、苦情情報等の整理方法検討 

②台帳・写真管理の共通化方針 

③データの共有範囲・更新ルールの整理 

④橋梁等の群全体での劣化傾向・リスク把握等 

※将来的な「道路リスクマップ」あるいは「優先度マップ」等、作成の基盤とす

る。 
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（４）事業計画・予算・発注に関する情報共有・調整 

目的：発注・契約の合理化 

①各町の維持管理事業計画の情報共有 

②群マネとしての共通業務（委託業務等）・個別業務（工事等）の切り分け 

③将来的な共同発注・包括委託導入の可能性検討 

④発注時期・工期の調整（施工集中の回避等） 

 

（５）地域企業・関係機関との連携調整（地域企業の育成） 

目的：群マネ実践に対する地域企業との関係構築 

①地元施工業者・建設コンサルとの意見交換 

②維持管理業務の発注方式に関する情報提供 

③技術研修会（合同）の開催 

④新技術・新工法（DX(ICT 技術)、新しい材料・工法等）の導入検討 

⑤県・警察・占用者等との連絡調整事項の整理 

 

（６）災害時・緊急対応等の連携整理 

目的：被災後の復旧に対する連携、情報共有 

①災害時の道路被害に関する情報共有方法の整理 

②応急復旧時の相互支援に関する可能性検討 

 

（７）効果検証・改善（PDCA ｻｲｸﾙ） 

目的：群マネの「やりっぱなし防止」 

①群マネ導入効果（コスト、対応速度、品質等）の整理 

②課題・改善点の抽出 

③次年度に向けた運営方法・対象範囲の見直し 

④協議会自体の役割・頻度の見直し 

 

３．連絡調整協議会の運営イメージ 

1)開催頻度：年２～４回（＋必要に応じて臨時） 

2)構成員：各町の道路担当課（課長・係長・実務担当）必要に応じて建設コンサ

ル、施工業者 

3)提出資料等： 

①協議会議事録 

②共通ルール・方針整理資料 

③群マネ維持管理方針（検討資料等） 
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４．連絡調整協議会の運営に関する委託 

1)事務局運営補助：会議日程調整、議事録作成、資料整理、参加者への連絡調整 

2)企画・調査・整理：現状整理、課題抽出、他自治体事例調査、事業スキームの

改善案 

3)技術的・専門的支援：道路・橋梁・上下水道等の技術的助言、事業費試算 

4)合意形成支援：議論の構造化、論点整理資料の作成 

※意思決定そのものではなく、判断材料の提供・運営補助が中心 

 

５．まとめ（要点） 

•連絡調整協議会は「決定機関」ではなく調整・共有・整理の場。 

•運営・事業の発注・技術（品質確保等）を横断的に扱う。 

•スモールスタートから始め、実績を積みながら対象拡大していく。 

•群マネを実現する基本として「ルール統一」より「考え方を共有」。 
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（１）広域連携における契約・発注方式 

   設計・工事等に対する複数年契約においては、下図のように契約方法Ａ：債務負

担行為による発注、契約方法Ｂ：基本協定の締結による発注の２通りが考えられる。

一般に複数年契約における工事では契約方法Ａが用いられるものの、田原本町で

は過去の業務発注実績において契約方法Ｂによる実績を有していることから、こ

こではこれらのうちどちらが適しているかについて確認した。 

 

図 4-13 発注方法 A：債務負担行為による発注 図 4-14 発注方法 B：基本契約の提携による発注 

 

１）磯城郡３町の包括発注における契約方式  

橋梁包括発注（複数年契約、複数自治体での契約）等に際しては、以下の理由

から発注方法Ｂ（基本契約の締結による発注）を採用し、今後の試行（主に点検・

設計等の委託業務）に導入する。  

 

【採用理由】  

①発注方法Ａの債務負担による発注は、複数年（原則：２箇年国債、ゼロ国

債）にわたる工事等に適用されるケースが多く、橋梁補修等の小規模業務へ

の適用は比較的困難と判断される。  

②上記①の理由から自治体における橋梁補修設計での複数年債務負担行為の実

績は少ない。  

③発注方法Ｂについては複数年の債務負担を必要とせず、これまでと同様な年

度毎の予算請求に基づく予算設定が可能（単年度での債務負担は行う）であ

り、業務全体としての基本協定及び年度契約等については町の契約方針とし

て比較的自由度がある。  

④上記③については磯城郡３町による複数自治体からの発注に際しても適用可

能と考えられる。 

⑤なお、上記③による過去の実績もあることから各町内での了承も得られ易

い。 
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２）包括発注における発注方式 

橋梁等の包括発注における発注方式は、「建設コンサルタント業務等における

プロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン R5 年 3 月一部改訂 

国交省」を参考とし、下記のように設計業務（複数自治体、複数年、複数業種等）

と工事とで分けて発注方式を設定する。 

表 4-6 発注方式（落札者の選定方法） 

 

 

図 4-15 建設コンサルタント業務等における発注方式を選定する際の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-16 標準的な業務内容に応じた発注方式事例 

 

    入札 
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１.２ DX（ICT 技術）を活用した道路維持管理 

本節では、DX（ICT 技術）を有効活用した道路維持管理の方法について主にワー

クフローを中心にその活用効果を示す。その際の整理手順については、下図のフロ

ーに基づき、「連携のみを前提（DX は活用しない）としたワークフロー」⇒「DX の

有効活用」へと段階的な内容に分けて整理する。 

 

（１）広域連携による道路維持管理フロー 

次ページに３町の広域連携による維持管理のワークフローについて、これまで

の３町個別による対応（Before）⇒広域連携による対応（After）への変化を示し

ている。なお、工事に関しては ECI 方式（基礎自治体仕様）を活用している。 

また、上記のワークフローに関する変化を踏まえ、そこから期待される広域連携

による維持管理上の活用効果を次ページに示す。 

３町の広域連携のみによる維持管理においては、発注者側として最も重要な事

業のマネジメントサイクルにおいて多様な活用効果が期待でき連携することの優

位性を確認することができる。 

 

 

図 4-17  DX を活用した道路維持管理の整理フロー 

 



 

41 

 

 

 

 

図 4-18 広域連携による維持管理のワークフロー 

 

 

        ：３町個別の維持管理  

      ：３町の広域連携による維持管理  
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 ■広域連携によって期待される維持管理上の効果 

 

図 4-19 広域連携によって期待される維持管理上の効果 
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（２）DX（ICＴ技術）の活用による道路維持管理の効率化 

本節では、広域連携による維持管理を考える上で重要となる DX（ICT 技術）につ

いて、田原本町にて実績を有する下記のシステムについて、その概要を示すととも

に、３町で共同使用することのメリットについて示す。 

 

１）維持管理支援ツール（IMS：ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援ｼｽﾃﾑ（橋梁版）） 

DX（ICT 技術）である維持管理支援ツール（橋梁）に要求する主な役割は DB と

個別施設計画である。 

橋梁 DB では施設諸元や基礎情報、設計・工事履歴、定期点検履歴を DB として

一元管理が可能である。個別施設計画では長寿命化計画の運用支援が可能にな

る。運用支援では維持管理計画の自動作成や情報の管理を行える。さらに計画更

新時では簡易操作により、計画変更の容易性も備えている。 

また xRoad との連携により、最新の諸元や点検調書を取込可能であり、従来、

紙や Excel 等のデータで管理していた橋梁情報の更新にかかる時間を短縮でき

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-20 ツール機能概要      図 4-21 xROAD と維持管理支援ツールの連携イメージ 
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２）データ格納システム  

【地理院地図を活用したデータ格納システムの概要】 

①各種データを格納するフォルダを設定（今回、H30 以降の点検結果を格納）。

調書 Excel データから一覧表を一括作成し、施設毎の格納フォルダにリンク

を自動作成できる。  

②地理院地図と点検結果、各種データをリンクさせ、健全度や、位置関係、周辺

状況、周辺地形を容易に把握可能。対策優先度等の検討に必要な情報をわかり

やすく整理できる。 

③地理院地図モバイル版では、現地で施設の詳細位置、健全度等をすぐに確認で

きる。 

④上記①のリンクフォルダで、設計・工事のデータを適宜、保存・閲覧可能。 

 

 
図 4-22 データ格納システム機能概 
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３）ウェアラブルカメラ（施工時の遠隔臨場） 

【利用概要】 

「ウェアラブルカメラ」を用いた作業効率化の方法として、施工時に地元施工

者からの問い合わせに対して、迅速に情報共有・回答が行え、工期短縮を図るこ

とが可能（田原本町で立証済み）。 

今後は、施工者、設計者でクラウドサーバを活用した情報共有を行うことで、

工事の進捗確認や工法、材料の情報共有ができ、更なる迅速な対応が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-23 ウェアラブルカメラ活用概要 
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維持管理支援ツール（橋梁）導入によるメリット及びデメリットを示す。 

 

表 4-7 維持管理支援ツール（橋梁）導入によるメリット及びデメリット 
 

現状 DX(ICT 技術)活用時 

メ 

リ 

ッ 

ト 

・現体制・運用の維持 ・計画作成時に補修実績を基に予算設定の精度を高め、

乖離を減少させることが可能 

・簡単な操作で予算の見直し、予算要求資料の作成が可

能 

・点検支援システムと連携することで点検記録をタイ

ムリーにシステムに読み込み点検実施直後から補修設

計等の予算化検討が可能 

デ 

メ 

リ 

ッ 

ト 

・計画（長寿命化修繕計画）

の予算と実工事費に乖離が

多い。 

・点検結果や修繕工事の変更

をタイムリーに計画へ反映

できない。 

・点検結果納品時から次年度

の予算化までに時間が無い。 

・システム操作の習得 

・新システムへの運用切り替え 

 

維持管理支援ツール（橋梁）ツールには運用に応じた下記に示す２仕様が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グレード A では、計画機能と DB 機能を保有しており、複数自治体（道路管理者）

が 1 つのシステムを活用する出来る仕様である。グレード A は、自身の自治体の

みならず、他自治体の橋梁情報も閲覧することができ、広域連携に活用する場合、

全体の橋梁情報を一元管理できる仕様が望ましいと考える。 

 

・グレード B では、計画機能と DB 機能の保有は変わらず、各自治体（道路管理者）

が個別のシステムを各々で活用する仕様である。グレード B は、他自治体の DB

を閲覧することができないため、広域連携に活用する場合、各 DB から出力した

橋梁情報をとりまとめる作業が発生する。 
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評価項目を設定して磯城郡で運用する場合にどちらの仕様が最適か検証するため

グレードＡ、Ｂについて下表に比較表を示す。また、次ページにおいてシステムの導

入に際し、コスト面での比較結果を示す。 

 

表 4-8 仕様の比較 
 

グレードＡ グレードＢ 

導入

のし

やす

さ 

△ 

グレードＡ仕様で各町が利用

できるシステム調整が必要 

〇 

現在、田原本町で利用している環境を他

町に展開 

リス

ク性 

△ 

システム障害が生じた際にす

べての町で利用制限・データ

消滅のリスク 

〇 

左記リスクを分散できる可能性あり 

効率

性 /

連携

性 

〇 

郡として DB を蓄積 

個別施設計画（各町で作成⇒

郡でも確認）に反映 

△ 

町ごとで DB を蓄積 

郡としてデータ活用する際はとりまとめ

が必要 

統合

性 

〇 

各町のデータを一元管理 

運用方法も統一しやすい 

△ 

町ごとで管理・運用 

柔軟

性 /

拡張

性 

〇 

システム環境は共通（ｸﾞﾚｰﾄﾞ

Ｂと同等） 

〇 

個別にシステム環境をカスタマイズ 

コス

ト 

〇 

ｸﾞﾚｰﾄﾞＢに対してよりトータ

ルコストが安価 

△ 

システム数分のコスト 

総合

評価 

データが一元管理され、広域

連携として町間の連携もしや

すくなり、コスト面において

も優勢である。導入方法・仕様

については要検討。 

データ管理においてリスク分散される

が、局所的（基盤等のシステムの根本的

なものを除く一部）なシステム障害にの

み有効である。町ごとで管理でき、柔軟

性はあるが、郡として活用する際は統合

性の方が重視される。 

〇 △ 
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■DX(ICT 技術)の共同使用によるコスト縮減効果  

本検討は、複数の市町村が道路ストックを包括で維持管理するにあたり、DX（ICT

技術）である維持管理支援ツールを共同利用することで、個別導入に伴う費用の重複

を抑制し、コスト縮減効果を検証するものである。 

 

①共同利用によるコスト縮減効果 【個別導入に対して 34％程度のコスト縮減効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②費用内訳 

 

 

 

 

 

 

共同で運用(グレード A導入) 個別で運用(グレード B導入) 

３町個別で運用 ３町共同で運用 差額

日常点検地図情報

クラウドサービス
¥3,990,000 ¥3,580,000 ¥-410,000

維持管理支援ツール

［橋梁／舗装／附属物］
¥41,580,000 ¥26,495,000 ¥-15,085,000

合計 ¥45,570,000 ¥30,075,000 ¥-15,495,000 34%のコスト縮減効果

※消費税抜き

 
コスト縮減効果以外にも、 

✓施設諸元の一元管理 

✓他自治体の点検情報の閲覧 

✓郡としてデータベースを蓄積 

✓運用方法の統一が可能 
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【グレード A】 

計画機能と DB 機能を保有しており、複数自治体（道路管理者）が 1 つのシステム

を活用する出来る仕様である。グレード A は、自身の自治体のみならず、他自治体の

橋梁情報も閲覧することができ、広域連携に活用する場合、全体の橋梁情報を一元管

理できる仕様が望ましいと考える。 

 

【グレード B】 

計画機能と DB 機能の保有は変わらず、各自治体（道路管理者）が個別のシステム

を各々で活用する仕様である。グレード B は、他自治体の DB を閲覧することができ

ないため、広域連携に活用する場合、各 DB から出力した橋梁情報をとりまとめる作

業が発生する。 
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（３）広域連携における DX（ICT 技術）の活用による維持管理のワークフロー 

橋梁を対象とした道路維持管において DX（ICT 技術）を導入する場面も加えた３

町が連携する全体のワークフローを示す。 

各場面において DX（ICT）技術を活用する場面は赤枠で数字-アルファベット（1-

A,…）とし、３町が連携を行う場面は緑枠ローマ字（Ⅰ,…）としており、次ペー

ジに場面ごとのワークフローも示す。発注者、設計者、施工者がどこで、どのよう

に DX（ICT 技術）を活用、連携するかを検討し、広域連携による効果的・効率的な

道路維持管理の場面案を示す。 
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図 4-24  DX（ICT 技術）の導入時の３町が連携する橋梁の全体ワークフロー 
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以下に DX（ICT）技術であるデータ格納システムを用いた活用場面のワークフロー

を示す。 

【１－Ａ】：事業計画最適化 

項 目 内   容 

問題点 ５箇年事業計画における担当係間の連携（協議）がワークフロー

へ反映できておらず、事業着手時の手順が明確でない。 

課 題 ５箇年事業の着手時に必要となる事業計画の手順を示し、担当係

間の連携を促す必要がある。 

対策 

（改善策） 

【担当係間の協議による事業全体計画の把握・策定】の事項を盛

り込んで、計画時の手順を明確化する。 

期待する効果 これまでは、各担当係で別々として認識していた事業計画に対し、

５箇年事業の着手時における相互連携の意識付け、情報共有、共

同作業における質の向上が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算計画や対象施設、対応年数等のデータ情報、システムに入れておくことで、事

業全体計画の把握ができ、円滑な事業計画の最適化を行えるようになる。また、維持

管理方針の作成時、優先順位付け時にも必要データを確認することで実情にあった

計画の策定に期待できる。 

  

ｚ

橋梁

《ビフォー》

過年度までの情報収集 予算計画 対象施設選定 契約年数設定 事業計画策定

（点検、長寿命化計画等） （種別・数量）

橋梁

《アフター》

過年度までの情報収集 予算計画 対象施設選定 契約年数設定 事業計画策定

連携（協議）による事業全体計画の把握・策定

事業着手時における各担当者の相互連携、
情報共有、共同作業における質の向上

データ格納シス
テムの導入
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【１－Ｂ】：業務推進時 

項 目 内   容 

問題点 橋梁に維持管理を３町で行った場合、設計者、施工者（３社）、発

注者（３係）と関係者が増え、作業等が重複した場合、発注者で

実施する工程調整や情報共有などの迅速な対応が懸念される（発

注者負担の増加）。 

課 題 発注者が実施する、工程調整やデータ共有、指示等が複数施設に

なることで錯綜し対応が困難となる。データの保存先や保存形式、

工程表等の様式を統一し関係者双方で内容確認し共有する必要が

ある。 

対策 

（改善策） 

クラウドサーバー等にデータ様式や共有の工程表を保存し、３者

で連携することで調整事項や確認事項を関係者間で情報共有の円

滑化を図る。 

期待する効果 ①情報共有や工程調整の時間短縮（円滑化） 

②設計・施工データの蓄積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務推進時には発注者、設計者、施工者の 3 者間で調整事項や確認事項についてデ

ータのやり取りが多くなることが想定される。 

点検情報や工事情報を 3 者間や町間で閲覧できるシステムを用いることで、町境

や重要路線での工事調整や応援体制等の調整が可能となり、手戻りを最小限に抑え

たり、交通規制の重複防止による道路利用者への影響を最小にしたりすることに期

待できる。 

 

  



 

54 

 

建設係
設計者

定期点検
長寿命化計画
補修設計

施工者（橋梁）

工事記録

発注者

設計業務は、紙と電子成果
工事は、紙成果のみ

建設係

設計者
（橋梁/舗装/附属物）

施工者（橋梁）

橋梁

DB

発注者

橋梁

長寿命化計画
個別施設計画
ツールとも連携

・町内PC上にデータ格納システムを構築
（バックアップ方法は要検討）
⇒将来的には、クラウド上に構築
・必要なデータを短時間で抽出可能

維持管理
支援ツール

定期点検、補修設計

工事記録
橋梁

《ビフォー》 《アフター》

データ格納シス
テムの導入

 

 

【１－Ｃ】：情報管理 

項 目 内   容 

問題点 成果品として、紙・DVD 等が保管されているのみで、必要な資料

を取り出す際には多大な労力がかかり、職員の時間損失が発生。

設計者・施工者との情報共有も遅延。 

課 題 紙成果は電子化し、維持管理における関連資料を一元管理できる

仕組みづくり。 

対策 

（改善策） 

竣工図書・台帳・点検結果・設計成果・工事記録等を一元管理す

るデータベースを構築。 

期待する効果 維持管理上必要なデータを短時間で抽出でき、職員の時間損失を

軽減・効率性向上。設計者・施工者との情報共有の速度向上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年更新される事業計画や点検結果、工事記録等の橋梁に関わる情報を一元管理

するシステムは従来紙媒体にて保管されていたものから電子化を行うことで、必要

な資料データをすぐに見つけられ、関係者にすぐに共有ができる。 

 また、従来は保管先以外で確認したい資料がある場合はコピー等をしてから現場

に持ち出す必要があり、手間と容積を取っていた点が改善される。 
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長寿命化計画更新長寿命化計画(当初)
橋梁点検
毎年

(係内・課内)
協議・調整

橋梁点検
毎年

設計者発注者 発注者

計画支援
(確認)

設計者

長寿命化計画(当初)

発注者 設計者

長寿命化計画
更新

発注者

計画支援
(確認)

設計者 計画見直し

計画
更新

発注者

橋梁

橋梁

事前
準備

発注者

維持管理支援ツール
維持管理支援ツール 維持管理支援ツール

《ビフォー》

《アフター》

見直し・更新

・各種情報を 元管理
・地図上で確認することで合理的な発注方法（ 括発注等）の検討が可能
・補修履歴等を反映することで毎年の計画の見直し（優先度が高い橋梁の洗
い出し等）が容易に実施できる。

・事業計画を検討するまでに当初計画との予実管理や各種情報（最新の点検結果や補修履歴等）整理に時間を要す
・各種情報の管理がばらばら

データ 元管理 協議資料の材料 容易な更新

以下に DX（ICT）技術である維持管理支援ツールを用いた活用場面のワークフロー

を示す。 

【２－Ａ】：計画策定・更新時 

項 目 内   容 

問題点 橋梁点検の毎年度実施結果を踏まえ、毎年発注者が実施する長

寿命化(個別施設)計画の見直しが必要となるが、長寿命化（個別

施設）計画の見直しの手順が明確でない。 

課 題 長寿命化（個別施設）計画の見直しの手順を示す必要がある。 

対策 

（改善策） 

点検結果や地元要望、施工実績の登録を３者で連携して実施し、

現状のワークフローに毎年の長寿命化（個別施設）計画の見直し

事項を盛り込み、計画時の手順を明確化する。 

期待する効果 毎年の点検結果や地元要望を踏まえた長寿命化（個別施設）計画

の見直し（再最適化）が可能となる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 従来は当初計画との予実管理や最新の結果の更新、工事履歴の更新等の整理に時

間を要しながら橋梁の長寿命化計画を策定・更新していたが、本システムを用いるこ

とで、情報の一元管理・更新に加え、マップ上からも橋梁情報を確認することができ

るため、合理的な発注方法（一括発注等）の検討が可能になり、作業時間の短縮、一

括発注によるコスト縮減効果が期待できる。 
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橋梁

《ビフォー》

予算要望 査定 予算承認

申請した予算が付かない

Excel
での計画

改要望【橋梁】年度計画の再設定

・予算、補助金に合わせて対象箇所・数量・工事内容を再設定

橋梁

《アフター》

予算要望 査定 予算承認

申請した予算が付かない

改要望【橋梁】年度計画の再設定複数シナリオを
事前検討

維持管理支援
ツールの導入

・維持管理支援ツールを活用し、年度計画の再設定にかかる時間を短縮
・ツールの活用により、予算別の複数シナリオの検討が容易となり、予算額の
変更に備え事前検討することで、業務輻輳時の職員負担を軽減

ツールの活用により短
時間で事前検討可能

 

 

【２－Ｂ】：予算要望⇋予算承認 

項 目 内   容 

問題点 申請通りに予算・補助金がつかない場合、年度計画の再設定に時

間を要し、委託・工事発注の遅延が懸念。予算確定が遅れると、

発注作業の時間が短縮され、職員の時間外勤務が増える。 

課 題 発注に間に合うように、予算に合わせた対策箇所・数量・工事内

容の再設定を迅速に実施。 

対策 

（改善策） 

維持管理支援ツールを活用し、優先対策箇所を反映しつつ予算に

合わせた箇所・数量・工事内容を再設定。事前に、想定される予

算毎の対策箇所・数量を設定（複数のシナリオを検討しておく）。 

期待する効果 本要望から改要望までの作業時間を短縮できるため、余裕を持っ

たスケジュールで担当者間の連携（協議）、発注準備ができ、職員

の負担も軽減される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町内の全橋梁を対象に点検結果をインプットし、損傷実績や補修工事実績に基づ

く予算計画を行える。橋梁の長寿命化計画を効率的に策定でき、従来は Excel 等を用

いて予算要望にあげる橋梁を整理していたものが。システムを用いて容易に行うこ

とができる。まや、複数シナリオの検討によって、予算額の変更に備えた事前検討が

可能となり。本要望から改要望までの作業時間の短縮に期待できる。 
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設計者

発注者

施工者

成果品

庁舎内に紙・DVD成果を保管

設計成果

工事

工事記録

橋梁

納
品

納
品

保
管

保
管

抽
出

貸
与

・必要な資料を抽出するのに時間がかかる。
・設計者や施工者への情報伝達が遅延する。

設計者

発注者

施工者

点検 補修設計

点検結果 設計成果

工事

工事記録

橋梁

・維持管理に関わる資料（点検結果・設計成果・工事記録等）を 元
管理・蓄積していくシステムを構築
・必要なデータを短時間で抽出でき、職員の時間損失を軽減・効率
性向上。設計者・施工者との情報共有の速度向上

：資料の抽出／登録

点検 長寿命化計画 補修設計

維持管理支援
ツール

《ビフォー》 《アフター》

短時間
で必要
データ
抽出

情報伝
達の円
滑化

データ格納シス
テムの導入

 

 

【２－Ｃ】：データ登録 

項 目 内   容 

問題点 成果品として、紙・DVD 等が保管されているのみで、必要な資料

を取り出す際には多大な労力がかかり、職員の時間損失が発生。

設計者・施工者との情報共有も遅延。 

課 題 紙成果は電子化し、維持管理における関連資料を一元管理できる

仕組みづくり。 

対策 

（改善策） 

竣工図書・台帳・点検結果・設計成果・工事記録等を一元管理す

るデータベースを構築。 

期待する効果 維持管理上必要なデータを短時間で抽出でき、職員の時間損失を

軽減・効率性向上。設計者・施工者との情報共有の速度向上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点検結果や、工事記録等を一元管理が可能であり、データ重複・散在の防止効果も

ある。例えば、「同じ橋梁の情報が別々のファイルで更新されていた」などのミスを

防止できる。 

また、システム上に登録された橋梁データは紙媒体の成果品より短時間で必要な

情報を見つけ出すことが可能であり、登録されるデータの様式は統一されるため、登

録結果を用いた分析・検討も行いやすくなる。 

  



 

58 

 

橋梁

補修設計（予備）

対策工事

設計者

施工者

《ビフォー》

補修設計（詳細）

発注者

出来形検査

施工確認

施工確認 対策完了
連絡

確認

確認

連絡 確認

現地で実施 現地で実施

橋梁

補修設計（予備）

対策工事

設計者

施工者

《アフター》

補修設計（詳細）

発注者

出来形検査

施工確認

施工確認 対策完了
連絡

確認

確認

連絡 確認

現地

遠隔地で実施

遠隔地から確
認・指導可能

遠隔地から確
認・指導可能

現地

ウェアラブルカ
メラの導入

以下に DX（ICT）技術であるウェアラブルカメラを用いた活用場面のワークフロー

を示す。 

【６－Ａ】：工事及び出来形管理 

項 目 内   容 

問題点 発注者や設計者は工事状況や出来形を確認する際は現場へ行き指

示出しをする必要がある。 

課 題 現場に向かう人員の厳選とスケジュール調整が必要である。 

対策 

（改善策） 

ウェアラブルカメラを導入することで遠隔臨場を行える状態にす

る。 

期待する効果 これまでは、現場に向かう人員の制限と移動時間がかかっていた

が、ウェアラブルカメラにより遠隔地から工事状態を確認・指示

出しができるため、移動時間の削減、複数関係者間の意思決定が

可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウェアラブルカメラを用いることで遠隔臨場による出来形管理を行えるほか、災

害、事故発生時に町間での緊急状況も共有でき、単独の町では対応できないような状

況に陥った場面でも、迅速に他町へ応援をおねがいすることも可能になり、対応力の

向上、迅速な復旧に期待できる。 

 また、合同研修・技術者育成の映像をリアルタイム共有、若しくは録画された映像

を参加できなかった技術者等に後から見返してもらうことも可能になり、地元技術

者のスキル向上に期待ができる。 
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橋梁

施工者A

《ビフォー》

発注者A

発注者B

発注者C

設計者A対象施設の確定 発注事務
発注・契約

点検・設計

工事

発注・契約

施工者B

設計者B対象施設の確定 発注事務
発注・契約

点検・設計

工事

発注・契約

施工者C

設計者C対象施設の確定 発注事務
発注・契約

点検・設計

工事

発注・契約

データ格納シス
テムの導入

橋梁

施工者A

《アフター》

発注者A
代表者

発注者B

発注者C

設計者A

対象施設の確定

（代表町がシステ
ムから各町の対
象橋梁を吸い上

げ）

発注事務
発注

点検・設計

工事
発注

施工者B

設計者A

施工者C

設計者A

契約

契約

契約

契約

契約

契約

各町で行っていた発注事務を代表町が代
替で行うことでトータルのリソースの軽減

以下に橋梁の包括発注に対して 3 町が連携する場面のワークフローを示す。 

 

【Ⅰ】：発注時の代替 

項 目 内   容 

問題点 町ごとに点検・設計、工事を発注する場合、各町で発注に係る事

務作業が発生する。 

課 題 事務作業に係る負担の軽減が必要である。 

対策 

（改善策） 

代表町が他町の対象施設も含め、一括で発注。 

期待する効果 磯城郡のトータルの事務作業に係るリソースを軽減。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでは各町が単独で発注していた橋梁を代表町は代替で発注を行うことで、

発注に係る事務作業を軽減することが可能になる。また、代表町が他町分の施設もま

とめて発注するため、単町と比べ、発注規模が大きくなり、発注単価の低減効果にも

期待できる。 
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橋梁

補修設計（予備）

対策工事

設計者

施工者

《ビフォー》

補修設計（詳細）

発注者

出来形検査

施工確認

施工確認 対策完了
連絡

確認

確認

連絡 確認

現地で実施 現地で実施

橋梁

補修設計（予備）

対策工事

設計者A

施工者A

《アフター》

補修設計（詳細）

発注者A

出来形検査

施工確認

施工確認 対策完了
連絡

確認

確認

連絡 確認

現地

遠隔地で実施

現地

ウェアラブルカ
メラの導入

相談
事項
（必要に
応じて）

発注者C

発注者B

連絡

確認

各町で行っていた発注事務を代表町が代
替で行うことでトータルのリソースの削減

※発注者B、Cの場面も同様のフロー

共考

共考

 

 

【Ⅱ】：出来形検査時の相談事 

項 目 内   容 

問題点 これまでは町ごとに発注者や工事状況や出来形を確認する際に生

じた町単体で意思決定が難しい事象が発生した際に迅速に対応を

検討できる場がない。 

課 題 他町との相談の場や事例共有の場が必要である。 

対策 

（改善策） 

必要に応じて磯城郡間で相談できる場を設ける。 

期待する効果 これまで町内で意思決定するのに時間を要していた場面に対し

て、他町の施設管理者と共考することで改善策が導かれ迅速な対

応が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで単独の町ごとに出来高検査を行っており、単町での意思決定が難しい事

象が生じた場合に他町と対応策について相談できる場を設けることで、迅速な対応

が期待できる。また事例の共有がされていれば、自身の町で同じような事象が生じた

際の同様の対応を行うことできる。 
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《ビフォー》

《アフター》

橋梁

対策完了 設計者 報告書作成

施工者 報告書作成

発注者

完了検査
納品
・

業務完了

橋梁

対策完了
（A町橋）

設計者A 報告書作成

施工者A 報告書作成

発注者A

合同
完了検査

対策完了
（B町橋）

設計者A 報告書作成

施工者B 報告書作成

発注者B

対策完了
（C町橋）

設計者A 報告書作成

施工者C 報告書作成

発注者C

各町で行っていた完了検査を合同で
実施することで成果品の質が向上

納品
・

業務完了

納品
・

業務完了

納品
・

業務完了

 

 

【Ⅲ】：完了検査時の合同検査 

項 目 内   容 

問題点 これまでは、町ごとに完了検査を実施していたが、点検・設計、

工事の品質は町ごとの要求水準に依存していた。 

課 題 設計者、施工者からの業務成果品の品質の基準が必要。 

対策 

（改善策） 

磯城郡合同での完了検査の実施。 

期待する効果 業務成果品の品質向上、磯城郡内の対象施設の要求水準が一定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各町合同で完了検査を行うことで、業務成果の品質が統一される効果があり、改善

点が生じた場合は町間で意見交換も行うことで改善策の幅が広がり、より良い道路

維持管理につながる。また、合同で実施することによる職員負担の軽減や、検査にお

ける視野も広がり、評価の質の向上に期待できる。 
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《ビフォー》

《アフター》

橋梁

業務完了
成果品

各町で個別に立てていた方針を磯城郡で
共通した方針を掲げることで各町で統 し
た管理水準の道路サービスの提供が実現

設計者

施工者

発注者

業務完了
成果品

データ登録

事業計画の更新
データ
格納

バックアップ

計画支援

橋梁

業務完了
成果品

設計者A

施工者A

発注者A

業務完了
成果品

事業計画の更新
データ
格納

バックアップ

業務完了
成果品

設計者A

施工者B

発注者B

業務完了
成果品

業務完了
成果品

設計者A

施工者C

発注者C

業務完了
成果品

計画支援

データ格納シス
テムの導入

設計者A

データ登録

維持管理支援
ツールの導入

 

 

【Ⅳ】：次年度方針の取り決め 

項 目 内   容 

問題点 これまでは、町ごとに点検・設計、工事結果を踏まえて、次年度

方針の取り決め、事業計画の更新を行っていたため、町ごとに管

理状況に格差が生じる可能性がある。 

課 題 各町で統一した方針を設定する必要がある。 

対策 

（改善策） 

事業計画の更新時に磯城郡で共通した次年度方針を掲げる。 

期待する効果 磯城郡で統一した管理水準の道路サービスの提供が可能になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各町で改善点を共有しあいながら、次年度の方針を掲げることにより、各町で統一

した管理水準の道路サービスの提供が可能になる。また、毎年マネジメントサイクル

が精緻化され持続可能な維持管理の実現に期待できる。 
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（２）広域連携における DX（ICT 技術）の活用による維持管理のワークフロー 

■舗装の維持管理  

１）点検方法の検討 

ICT 技術等を活用した画像判読等により、舗装の状態を把握、診断する道路舗

装点検を実施する。 

点検方法は、点検支援技術性能カタログ【舗装編（ひび割れ率、わだち掘れ量、

IRI）】掲載の技術の中から、田原本町の町道で活用可能な技術を選定した。 

【選定条件】 

①ひび割れ率の精度が 80～100％の技術 

②狭隘な道において点検実施が可能な条件に合う技術を支援カタログから抽出 

第１案：BumpRecorder バンプレコーダー株式会社 精度確認なし 

第２案：GLOCAL-EYES ニチレキ株式会社 Ⅲ検出率 90～100％（Ⅲ的中率 60～70％） 

第３案：くるみえ for Cities 日本電気株式会社 精度確認なし 

精度検証が実施されている技術は第２案のみであり、田原本町においても実績を

有する「車載簡易装置による道路点検システム（GLOCAL-EYES）」NETIS:KK-230048-A）」

を提案する。 

 

2）点検方法 

①スマートフォン設置方法 

②データ取得操作方法 

③走行データ解析結果 

            図 4-25 走行車両使用機及び iPhone13 の画面 

一般車両に車載簡易装置（スマートフォン）を取り付けて、走行しながら車両

前方の画像と加速度等を取得し、舗装点検（ひび割れ、わだち掘れ、IRI）の点

検項目を一度に把握する。 

計測データはクラウドサーバ上で AI 解析した後、担当技術者により判定の妥

当性について精査を実施したうえで点検記録様式を作成する。 

これまでは主要な幹線道路のみ路面性状調査を行っていた状況から、コスト

的に安価な「車載簡易装置による道路点検システム（GLOCAL-EYES）」NETIS:KK-

230048-A）」を活用することで、生活道路を含むすべての道路に対して調査を実

施することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線道路 
生活道路 
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①スマートフォン設置方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②データ取得操作方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③走行データ解析 
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路線 頻度 延長(km) 備考

5,973 59.73

711 7.11

1,686 16.86

16,893 168.93

665 6.65

1,387 13.87

走行不可
路線あり

生活道路

Ⅰ　健全

Ⅱ　表層機能保持段階 40%以上程度

Ⅲ　修繕段階 60%以上程度

ひび割れ率

20%未満程度 

20%以上程度

 40%以上程度

40%未満程度 

Ⅰ　健全

Ⅱ　表層機能保持段階

Ⅲ　修繕段階

幹線道路

区分

３）判定区分例（田原本町での実績） 

舗装定期点検における健全度判定については、一般にひび割れ率、わだち掘れ、

平坦性の MCI（維持管理指数）を用いて、健全度を判定するが、田原本町での実

施例ではひび割れ率を重視した判定（わだち掘れ量も考慮）を行っている。この

結果と日常点検におけるポットホールの有無等を考慮して判定を行っているが、

磯城郡においてもこの判定方法を提案する。 

 

表 4-9 ひび割れ率に関する判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ひび割れ率に関する判定例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-26 ひび割れ率に関する判定例 
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 （わだち掘れ量に関する判定区分） 

表 4-10 わだち掘れ量に関するアスファルト舗装の診断区分

 

表 4-11 わだち掘れ量に関するコンクリート舗装の診断区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（未舗装道路に関する評価） 

路線としては、下記に示す未舗装道路の区間が混在している路線もあり、AI での

診断が適正に実施出来ているか検証する必要がある。未舗装道路の結果を確認した

結果、判定区分はⅠ判定であり、路線の損傷評価における影響は見られない。 

 

 アスファルト舗装の診断区分 

 コンクリート舗装の診断区分 
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【舗装に対する維持管理（ワークフロー）】 

3 町連携においては合同での発注によるスケールメリット効果を示す。 

 

図 4-27 舗装に対する維持管理（ワークフロー） 

2.路面評価・登録

測定対象路線の選定

路線選定や
運転ルート
作成に関す
る支援

町職員 アドバイザー
（コンサル）

測定路線選定
位置情報整理
運転ルート作成

定
期
点
検

測定結果の解析

町職員

DBサイトから解
析結果を抽出

シルバー

撮影機材の
設置
ルート確認

路面性状測定の準備

路面性状測定の実施

解析結果の抽出

基礎情報の付与

システムへの登録

抽出情報に基
礎情報(路線
名・診断結果)
を付与

付与した結果を
支援システムに
登録

測定データの蓄積

4.修繕工事の実施

町職員

DBから修繕工
事区間を選定

施工業者

簡易図面の作成

修繕工事の発注

修繕工事の実施

工事成果の登録

工事区間の選定

単価契約

修繕工事実施

簡易図面作成
数量積算

DBに工事情
報を登録

3.長寿命化計画の策定

優先度検討
に関するアド
バイス・支援

修繕優先度の検討

町職員

路面評価・補修
結果を元に修繕
優先度を検討

地元住民への説明
(アカウンタビリティ)

長寿命化計画の
策定・更新

修繕計画を地
元住民へ説明
HPに修繕計画
を掲載 掲載用資料

の作成・支援

パトロールの実施

ICTに関する
技術的支援

町職員

地元要望の受
付・登録

日
常
点
検

路面評価

町職員

入力された補修
状況を確認

シルバー

ICTを用いた
点検パトロー
ルの実施

地元要望の受付

DBへの登録

補修作業

補修作業の登録

地元住民

地元要望の要請

シルバー

補修作業の
実施

補修結果の確認

入力結果に基づ
く路面評価

作業結果を
DBに登録

5.点検・補修・修繕の登録

町職員

各種データ（点
検・補修・修
繕）の登録

長寿命化計画の
見直し・更新

DBへの登録

アドバイザー
（コンサル）

アドバイザー
（コンサル）アドバイザー

（コンサル）

AI技術を用いた
路面性状測定

DBへの登録・長寿命化計画の見直し

DBへの登録

点検

支援

連絡

登録

評価

補修

登録

確認

地元住民からの要望

準備 支援

わだち掘れ
状況の診断診断

対象路線を
測定

準備

測定

DBサイトへの登録

測定結果の確認 確認

測定機材の手配 準備

抽出

解析

支援

付与

登録

支援

地元住民への説明

検討 支援

説明

支援

見直しに関す
るアドバイス・
支援

アドバイザー
（コンサル）

支援
登録

・AI技術を用いてひび割れ率を測定
・ひび割れ率の管理水準 ：40%

日常点検・応急対応

選定

準備

契約

工
事
区
間

反映

工事

登録

反映

連
絡
調
整
協
議
会

資料

提示

資料

提示

資料

提示

連絡調整協議会として情報共有

スモールスタート時（試行）での情報共有 次ステップでの情報共有（クラウドサーバ）

情
報
共
有

連
携
効
果

✓ DX（ICT技術）を活用した効率的な点検・診断・記録（措置結果や
基礎情報）を3町で情報共有可能→業務効率の向上、品質の均質化

✓ 事業規模の拡大（橋梁に加えて）による入札の促進効果と仕入れ単
価の縮減（補修材等の消耗品を3町で購入すること単町での購入単価
よりも安く購入できる可能性がある）→コスト縮減

✓ 有事（災害などの緊急時）に資機材・人材の共同活用が可能→災害
対応力・技術力の強化

（C町）

（B町）

（A町） 1.現地情報の取得

2.路面評価・補修作業

1.現地情報の取得

修繕工事結果の登録

AIによる自
動解析

DBサイトの
使用に関す
る支援

支援システム
の使用に関
する支援

アドバイザー
（コンサル）

舗装の包括発注（協議会）

3町個別の日常点検

3町個別の定期点検

3町個別の長寿命化計画
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■道路附属物の維持管理 

１）点検方法の検討 

幹線道路については、ICT 技術等を活用した点検方法を提案する。ドライブレ

コーダーの映像から点検対象とする道路附属物を抽出し、点検表を自動作成す

るシステム「附属物点検表作成サービス みちてん」を採用する。生活道路につ

いては、車の走行が困難である箇所も多いため、地図情報クラウドサービス

（SOCOCA）を用い、徒歩による点検と記録を実施する 

幹線道路・・・・・ICT 技術（附属物点検表作成サービス みちてん） 

生活道路・・・・・徒歩による点検（ICT 技術の地図情報クラウドサービス 

（SOCOCA）を用いる） 

 

２）点検方法 

点検に用いる車にドライブレコーダー（フロント、サイド）を取り付け、RPA

（ロボティック・プロセス・オートメーション：複雑な作業をソフトウェアで自

動化する）技術により、ドライブレコーダーの映像から附属物の位置情報（座標）

や属性（種別）を抽出し、点検表を自動作成する。 

点検結果は、担当技術者により判定の妥当性について精査を実施したうえで

点検表を作成する。 

映像取得において測定が難しい損傷（き裂、ゆるみ、脱落、破断等）の場合は、

スクリーニングにより再確認箇所を抽出し目視による調査を行う 

 

 

 

 

 

 

 

測定車              ドラレコ（フロント） 

 

 

 

 

 

 

 

ドラレコ（サイド）          徒歩による点検状況 
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３）点検対象 

点検対象は下記の施設（照明柱、標識柱、カーブミラー）とする。 

新規に確認された道路附属物については発注者と協議を行い対象の有無を確

認し追加した。 

 

 

４）点結果の評価 

①点検結果の評価 

点検結果の評価方法は、「小規模附属物点検要領 平成 29 年 3 月 国土交通省 

道路局」においては、対策要否の判定のみであるため、「H22 道路交通安全施設

現況調査業務(田原本町)」の A～D の４段階で評価することを提案する。 

 

表 4-12 国交省小構造物点検要領を踏まえた田原本町道路附属物の点検要領（案） 
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表 4-13 判定基準 

 

 

②スクリーニング 

ICT 技術（附属物点検表作成サービス みちてん）を用いた点検では、映像が

不鮮明な場合や、著しい腐食等の判断が困難である。そのため、再確認が必要な

対象を抽出し徒歩点検にて現地で再確認を行い損傷の評価を実施する。スクリ

ーニング対象箇所の例を下記に示す。 

 

 
図 4-28 スクリーニング例 
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③判定例 

 

 

 

図 4-29 損傷写真例 

 

 

カーブミラー 笠の割れ、ミラーの角度不良・くもり、注意看板の文字消え

点検施設

道路標識 標識の擦れ・汚れ、標識の部分的な変形(規模小）、視認性が悪い

照明柱
支柱基部ボルトカバー破損、支柱の軽微な損傷（摺り傷）

支柱基部塗膜の劣化

写真

写真-5

写真-3

写真-1

「B：危険度小」の評価理由

写真

写真-2

写真-4

写真-6
写真-7

カーブミラー
笠の割れ、支柱の傾き、機能不全（植木等による視界不良、鏡面向き不良）

基礎コンクリート欠損、支柱の腐食、取付部の腐食

点検施設

道路標識
標識の変形傾き、文字が擦れて読めない
支柱内部の滞水、支柱・標識全体的に腐食

照明柱 支柱全体の腐食

「C：危険度中」の評価理由

損傷判定 の判定例 

損傷判定Ｃの判定例 
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 損傷判定 の判定例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-30 判定例 
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【道路付属物に対する維持管理（ワークフロー）】 

3 町連携においては合同での発注によるスケールメリット効果を示す。 

 
図 4-31 道路付属物に対する維持管理（ワークフロー） 

（C町）

（B町）

1.現地情報の取得 2. データ解析・損傷評価

撮影ルートの選定

運転ルート等は路面点
検に準拠する

シルバー+アドバイザー(コンサル)

定
期
点
検
（
巡
視
）

撮影データ解析
解析会社

運転ルートを
用いて対象路
線を測定

ドラレコ準備・設置

走行・動画撮影

RPA技術で道路
付属物の検出

損傷評価

スクリーニング

DBへの登録

基礎情報を付与した
結果を支援システム
に登録

撮影データの蓄積

4.修繕工事の実施

町職員

登録データを用い
て修繕工事箇所
を設定

施工業者

簡易図面の作成

修繕工事の発注

修繕工事の実施

工事成果の登録

工事箇所の選定

契約情報に基
づき修繕工事の
実施

（A町） 1.現地情報の取得

2.損傷評価・補修作業

パトロールの実施

町職員

日
常
点
検

損傷評価

町職員

シルバー

地元要望の受付

DBへの登録

補修作業

補修作業の登録
DB使用方法
に関する技術
的支援

地元住民

シルバー

補修結果の確認

補修作業結
果をDBに登
録

シルバー + アドバイザー(コンサル)

アドバイザー
（コンサル）

アドバイザー
（コンサル）

ドラレコによる動画撮影

5.点検・補修・修繕の登録

町職員

各種データ（点
検・補修・修繕）
の登録

長寿命化計画の
更新

DBの登録

DBへの登録

現地再確認

損傷評価決定

現地再確認結果よ
り損傷評価決定

スクリーニング箇所選定・確認

動画解析

アドバイザー
（コンサル）

DBに工事情報
を蓄積

現場臨場

ウェアラブルカメラ
等を使用

単価契約

簡易図面の作
成や数量積算
を実施

DBへ登録

3.個別施設の策定

修繕優先度の
妥当性・検討
に関するアドバ
イス

修繕優先度の検討

町職員

点検結果・補修
結果、地元要望
を元に修繕優先
度を検討

地元住民への説明
(アカウンタビリティ)

個別施設計画の
策定・更新

地元住民に対し
て説明を実施
(HP等に修繕計
画を掲載）

掲載用資料の
作成

アドバイザー
（コンサル）

修繕計画

地元説明

ICTを用いた
点検パトロール
の実施

ICTに関する
技術的支援

地元要望の
SOCOCA登録

地元要望の要請

入力された補修
状況を確認

入力結果に基づ
く評価

パスカルへの登録

日常点検データ
地元要望を長寿命
化計画に取り込む

情報管理システム
(モバイルアプリ）

簡易の補修作
業の実施

点検

支援

連絡

登録

評価

補修

支援

確認 登録

反映

準備

測定

解析

抽出

確認

登録

検討 支援

説明

支援

選定

支援

契約

工事

確認

DB工事情報の
登録登録

登録

アドバイザー
（コンサル）

見直しに関す
るアドバイス・支
援

支援

※シルバー人材とはアドバイザー側が契約する
※ドラレコ映像取得は、路面点検実施の車に取り
付け映像取得を行う

ウェアラブルカメラで損
傷確認判定

損傷判定のすり合わ
せ(事例等の提示)、
評価確認

評価

※シルバー人材とはアドバイザー側が契約する

映像確認（A~Dの
４段階で評価）

現地状況、損傷写真
の撮影(SOCOCA・ウェ
アラブルカメラ)

最終評価

反映

地元住民からの要望

連
絡
調
整
協
議
会

資料

提示

資料

提示

資料

提示

連絡調整協議会として情報共有

スモールスタート時（試行）での情報共有 次ステップでの情報共有（クラウドサーバ）

情
報
共
有

3町個別の長寿命化計画

3町個別の日常点検

3町個別の定期点検

道路付属物の包括発注（協議会）

連
携
効
果

✓ DX（ICT技術）を活用した効率的な点検・診断・記録（措置結果や
基礎情報）を3町で情報共有可能→業務効率の向上、品質の均質化

✓ 事業規模の拡大（橋梁に加えて）による入札の促進効果と仕入れ単
価の縮減（補修材等の消耗品を3町で購入すること単町での購入単価
よりも安く購入できる可能性がある）→コスト縮減

✓ 有事（災害などの緊急時）に資機材・人材の共同活用が可能→災害
対応力・技術力の強化
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■計画策定支援システムによる計画策定 

計画策定では下記の「インフラマネジメント支援システム（IMS）」等、計画策定支

援システムを活用し、計画策定、データ登録等を行うことを提案する。下記に示す舗

装の計画策定は、田原本町で計画策定中である「たわらもとええ道プロジェクト」で

の実施例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装点検結果散布例                 付属物点検結果散布例 

 

インフラマネジメント支援システム システム TOP 画面 

 

たわらもとええ道プロジェクト 
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①舗装の計画策定支援 

 

優先順位付け 

 

事業計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

76 

 

②道路附属物の計画策定支援 

 

 

事業計画の策定 
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（４）広域連携の段階的な在り方 

下図に橋梁維持管理のワークフローの整理にあたり、広域連携の枠組み（連携す

る範囲）について段階的に拡大していく方向での概念図を示す。 

概念図では、スモールスタートとして発注のみの連携を考え、その後、マネジメ

ントサイクルの中で連携する範囲を拡大していく方向で示している。究極の連携

としては事業全体に渡って連携することが考えられるが、その場合は組織改変等

の課題が生じることから、ここではその実現性などには触れず、単に最終的な到達

点として捉えている。 

 

【連携範囲のケース】 

≪発注連携≫：委託業務、工事等の発注準備作業を１町が集約して実施する。発注

時の業者評価（プロポ等）やその後の契約行為は３町が各々実施す

る。 

≪部分連携≫：上記、発注連携のように限られた範囲だけでなく、その後の契約、

業務・工事監理、完了検査、事業評価、改善計画（ただし、予算計

画等は除く）に渡って連携範囲を広げた場合を想定した連携を示す。 

≪全体連携≫：事業全体（予算計画～発注・業務監理～事業評価～改善計画）に渡

って３町で連携する場合を想定。ただし、この場合は３町での組織

改変（例）「広域連合等」を伴う。（今回は除外） 

 

≪広域連携の段階的な在り方≫ 

本検討資料におけるこれまでの検討結果より、３町の広域連携については連携

の枠組み（連携する範囲）を拡大するほどその活用効果は増え、冒頭（Ⅰ．広域連

携による事業スキーム導入の目的（意義））で記載した厳しい社会情勢や建設業界

の動向に沿った適切な対応が可能となっていくことが考えられる。 

しかし上記内容の実現に向けては各町において連携の枠組みを受け入れるため

の町としての柔軟な対応方針決定（考え方）が求められ、この点が大前提となって

くる。 

従って、現状においては橋梁点検等の合同発注のみによる連携をスモールスタ

ートとして捉えるが、上記のように３町の広域連携による対応の可能性拡大に向

け、本検討では実際の試行計画を含めて中長期にわたるロードマップの中でその

方向を示すこととする。



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-32 広域連携拡大のイメージ  

 

図 広域連携の範囲拡大イメージ 
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表 4-14 広域連携の範囲拡大におけるメリット・デメリット 
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２ 災害に強い道路ネットワーク 

２.１ 道路リスクアセスメントの検討 

（１）道路リスクアセスメント検討の考え方 

国土交通省では、令和４年に「道路リスクアセスメント要領（案）」を作成し、

基本的な考え方や位置づけについて、取りまとめを行った。 

この要領（案）での目的は、以下のように定義されている。 

 

本検討では、この要領（案）を参考とし、磯城郡で設定する道路リスクとして、

通行規制を生じさせる要因として路面上のずれ、段差、閉塞などがあり、路面上の

事象を評価することで、通行機能の低下の可能性や度合いを評価することとして

いる。この結果は、道路整備計画や整備の優先順位の検討、リスクの改善状況の説

明等に活用することで、効率的・効果的な道路ネットワークを強化することが可能

となる。 

道路ネットワークの考え方として、第一次緊急輸送道路である高速道路、国道が

あり、第二次緊急輸送道路として県道がある。これらの緊急輸送道路にアクセスで

きる第三次緊急輸送道路（市道・町道）や維持管理上重要な路線の位置づけで重要

道路を設定する必要があり、本検討ではこの３町広域連携重要道路に対して道路

リスクアセスメントの検討を実施する。 

 

 

３町広域連携重要道路の考え方として、奈良県で定めている第一次緊急輸送道

路、第二次緊急輸送道路を基本として、各町で高速道路、国道、県道へ連結してい

る路線を第三次緊急輸送道路または維持管理に必要な重要道路とし、本検討では、

磯城郡における重要道路（３町広域連携重要道路）として設定する。  

１次緊急輸送道路

2次緊急輸送道路

3次緊急輸送道路

（主に市道町道）

リスク小

リスク中

リスク大

【道路リスクアセスメントの考え方】

災害時に道路をネットワークとして評価し、ネットワークとしての健全性を確

認する。すなわち、3次緊急輸送道路となる市道町道は、1次・２次緊急輸送道路

を補完または、連結する重要な路線と位置付けられる。

【目的】切迫する大規模地震の発生や激甚化・頻発化する気象災害から国民の命

と暮らしを守るためには、比較的頻度の高い規模の自然災害に対して信頼性の高

い道路ネットワークを構築することが求められえている。本要領（案）は、効率

的・効果的に災害に強い道路ネットワークの強化を図るための基礎資料を得るた

め、道路ネットワークの災害に対するリスクの現状を把握することを目的とする。 
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奈良県で設定している第一次緊急輸送道路、第二次緊急輸送道路網を示す。 

 

【参考】奈良県で設定している緊急輸送道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           図 4-33 図 磯城郡（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-34 奈良県（全域） 

 

本検討では、「道路リスクアセスメント要領（案）」に定義される道路リスクの評

価の基本を参考に、磯城郡としての道路リスクアセスメント検討の基礎資料とす

ることを目的とする。 

そのため、以下の考え方で検討を進めるものとする。 

①各町で設定された重要道路に対して、特に路線上の橋梁に着目したリスクを評価

する。ただし、被害が大きいと想定される多径間の橋梁を対象とする。 

②舗装に対しては、町道であることから点検データが少ない。そのため、道路幅員に

着目した評価とし、幅員 5.5m 以下をリスク大と考える。なお、道路構成や立地条

件の違い等は考慮しない。 
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２.２ 重要道路の選定と重要道路に対するリスク評価 

（１）重要道路の選定 

田原本町、三宅町、川西町の３町にヒアリング（R7/8/27 ３町合同会議にて、

維持管理の課題、重要路線の有無等の確認）を行い、現在想定される重要道路につ

いて、設定した。 

検討における用語の定義を下記に示す。 

 

 

 

図 4-35 ヒアリングによる磯城郡の重要道路（案） 

 
緊急輸送道路：大規模災害時に救助・救急・消火活動、物資輸送といった緊急車両が円滑に通行で

きるよう、事前に国や自治体が指定する重要な道路。高速道路、一般国道及びこれらを連

結する主要な道路が指定され、防災拠点を相互に結ぶ機能を有する。 

幹線道路：地域の道路網の骨格を形成する主要な道路。地域間の接続を支える重要なインフラで、

広幅員、主要施設への接続といった機能を果たす。 

３町広域連携重要道路：田原本町、三宅町、川西町の３町において、各町間をつなぐのに合理的と

判断される路線であり、維持管理上の重要な路線とする。また、３町連携により迂回路と

して必要な路線となる。（本検討の対象となる路線） 
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１．基本情報の整理

２．リスク要因の洗い出し（危険源の特定）

３．防災リスク情報の収集・重ね合わせ

４．重点的に対策すべき道路区間の選定

①道路路線図

②道路の種類・用途（第１次緊急輸送道路、第２次緊急輸送道路：奈良県指定、

および各町での重要路線（ヒアリング結果）を踏まえる）

③周辺環境（学校、病院、公共施設、防災拠点等）

【A道路・橋梁構造・環境要因】

①道路幅員(最大、最小、平均幅員）

②路面状態（舗装点検結果）

③橋梁の設計年度（架設年度、多径間

橋梁）

④橋梁橋脚の構造形式（パイルベント

【B交通要因】

①車線構成

②歩行者（スクールゾーン）の

位置

③大型車走行の有無

【C人的要因】

①交通事故多発箇所

①道路インフラに関わる台帳データ

②避難場所・医療機関・防災拠点位置

③過去の被災履歴（通行止め、冠水など）

④交通事故多発箇所

複数のデータを収集し、危険個所を抽出する

３町ヒアリング結果で検討会で合意を得る。

１．被害可能性

→浸水深、地震被害（パイルベント構造）等

２．脆弱性（構造特性）

→老朽橋梁（橋梁設計年度、多径間橋梁）

３．重要度（機能の影響範囲）

→各町で想定している重要路線

３町が指定した重要路線（町道）に対して、

「道路リスクマネジメント要領（案）」

を参考に道路リスク区分を設定

IMS（インフラマネジメントシステム）における優先順位の設定の考え方

＜基本的な考え方＞

① 長寿命化計画では定期点検結果に基づく健全度評価による優先順位を

設定する。

② 道路リスクアセスメントでは要領に基づく道路リスク区分により対象

の橋梁・路線に対してフラグを立てて管理者への注意喚起を促すとともに、

対策の優先順位にも反映させる。

※１．長寿命化計画は常時の安全性を保障するもので、利用者の安全性を

確保する

また、道路リスク対策と比較して対策期間も短く、費用も安価となる

※２．道路リスク対策としては周辺環境の状況、道路ネットワークの観点

から比較的大規模な対策となる可能性がある。また、設計・施工にも時間

が必要となる。

対策にあたっては、計画的・連続的な対応が必要となる場合がある。

上記の理由から、道路リスクアセスメント結果は問題点フラグを立て、

管理者への注意喚起を促すものとした。また、IMSでの計画においても、通

常の長寿命化計画の予算に加えて、道路リスクアセスメント上の耐震補強

費用等を算出し、予算計画の参考とする。

【道路リスク区分の設定】

リスク区分

Ⅰ

Ⅱ→🚩

Ⅲ→🚩

道路（構造物）の状態

通行規制が生じない可能性が高いと認められる

一時的に通行止めになる可能性もあるが、一定期間内に

一定の規制で通行できる可能性が高いと認められる。

通行止めとなる可能性が高いと認められる。

①重要路線（町道）上の道路区間、橋梁に道路リスク区

分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで評価を実施する。

②道路リスク区分Ⅱは黄色、区分Ⅲは赤色として、IMS

のデータベースにフラグを立てる。

③このフラグは３町で共有し、３町で計画した対策検討

を実施する場合の指標として利用する。

④道路（橋梁）維持管理においては、道路リスク区分の

フラグを念頭に優先順位を検討する。

例えば、橋梁定期点検結果で、フラグが立っている橋

梁の健全度Ⅲが発生した場合においては、道路リスクを

踏まえた抜本的な対策を講じるなど管理の高度化を図る。

（２）３町広域連携重要道路に対するリスク評価 

下図に本検討での検討フローおよびリスク評価方法（案）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-36 検討フローおよびリスク評価方法（案） 
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(a)地震動及び降雨・出水に対するリスクの評価 

「道路リスクアセスメント要領（案）」では、災害時の想定状態を A～D で評価

し、通行止めの期間の程度をリスクの指標（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）で評価する。以下に、

橋梁の状態の評価を示す。 

 

また、道路部（土工部）に関しては、道路幅員が 4m の場合は、D 評価となる。

（以下参照） 

 

 

 

これらを踏まえ、田原本町で管理されている重要道路上の橋梁および重要道路

の評価を行った。 

 

①橋梁に対するリスク評価（例） 

橋梁に対する災害時の躯体の状態は、設計基準に応じた評価（下表）となる。 
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表 4-15 設計基準に応じた評価 
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３町広域連携重要道路に位置する２径間以上の田原本町の橋梁は、設計基準が

古く、支沓の設計や踏みかけ板の設計が弱点となり、下記の通り５橋のうち、２

橋が通行止めを長期間伴う可能性があるリスク指標Ⅲとなる。また,他の３橋に

ついても、一時的な通行止めの可能性があるリスク指標Ⅱとなる。 

 

 

 

②道路（路線）に対するリスク評価（例） 

参考までに、田原本町設されている第三次緊急輸送道路（１６路線）を対象に、

道路リスクの検討を行った。 

本検討では、道路幅員に着目し、路線延長で 5.5m 未満の幅員で構成される延長

の割合で評価を行った。（今後検討が必要） 

評価は、50％未満：Ⅰ、50％＜構成率＜80％：Ⅱ、80％以上：Ⅲとして、下表の

ように路線評価を実施した。 
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今回の結果、田原本町の３町広域連携重要道路のほとんどで、狭隘部が 50％以

上を占めている。リスク評価の実施に当たっては、道路に関する評価方法を自治

体の現状を踏まえて、再設定等を行うことが望ましい。 

ただし、磯城郡の路線でのり面、盛り土の崩壊は少ない地域と考えられる。そ

のため、舗装定期点検の結果から路面ひび割れ率等の判定結果をリスクアセスメ

ントに取り入れるなど検討が必要である。 

 

(b)磯城郡における道路リスクアセスメント（例） 
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３ 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネットワーク

を両立する仕組みの構築 

（１）道路維持管理と道路リスクアセスメントの融合 

下図に長寿命化修繕計画と道路リスクアセスメントに比較を行う。 

長寿命化修繕計画と道路リスクアセスメントは、道路法上の位置づけが違う。ま

た、長寿命化修繕計画は常時に対する健全度評価であるが、道路リスクアセスメン

トは地震・洪水等の災害時での評価であり、位置づけや目的も異なる。 

ただし、両方とも住民（利用者）の安全・安心のために実施することについては、

共通となる。そこで、道路維持管理と道路リスクアセスメントを融合させた合理的

な維持管理について検討を行う。 

 

 

 

長寿命化修繕計画（道路維持管理）と道路リスクアセスメントを融合させること

で、①道路管理者として常時の住民（利用者）の安全・安心を確保し、災害時の被

害最小化を図るための措置方針（応急措置、耐震補強、復旧・通行止め）が迅速に

行える。 

 

 

 

 

長寿命化修繕計画 道路リスクアセスメント 長寿命化修繕計画＋道路リスクアセスメント

適用マニュアル：道路橋定期点検要領

法令：道路法四十二条：

「道路の維持または修繕」

活用：供用可否と長寿命化の観点から、

次回の定期点検（５年後）までの措置

の必要性を判断

管理対象橋梁の健全度（Ⅰ＜Ⅱ＜Ⅲ＜

Ⅳ）を判定し、対策の優先順位を決定

する

→現状IMSによる自動化を実施

〇予算的制約を反映

〇住民要望を反映

①道路管理者として措置方針（修繕・

監視・通行止め）を宣言する

②予防保全型維持管理への転換

適用マニュアル：

道路リスクアセスメント要領（案）

法令：道路法二十九条：

「道路構造の原則」

活用：計画的・中長期的な道路の耐災

害性を評価

・施策の効果検証

・評価結果を路線計画に活用

・機能強化：路線別整備、改良等

・レジリエンス（回復力）向上

重要路線の道路リスク指標（Ⅰ＜Ⅱ＜

Ⅲ）を判定し、災害時の脆弱性を判断

する

→今後の路線計画へ反映

〇都市計画を反映

〇道路整備計画を反映（国道・県道含

①道路構造物に着目した対応から道路

ネットワークに着目した対応に転換す

る

②３町共同の橋梁の集約撤去を含めた

道路整備計画の検討（耐震補強、新設

他）

適用マニュアル：道路橋定期点検要領

道路リスクアセスメント要領（案）

法令：道路法四十二条：「道路の維持または修繕」

道路法二十九条：「道路構造の原則」

活用：①一般の路線にある橋梁：供用可否と長寿命化

の観点から、次回の定期点検（５年後）までの措置の

必要性を判断（各町で実施）

②重要路線にある橋梁：３町で情報を共有し、長寿命

化対策の実施、対災害対策の計画立案の検討を行い、

安全・安心を確保する

①重要路線の道路リスク指標Ⅲとなる路線に対して、

Ⅱへの対策検討を行う。（３町で共有）

②管理対象橋梁の長寿命化に対しては、Ⅲ、Ⅳを重点

に実施する（各町）

〇都市計画・道路整備計画を反映

〇各町で策定された防災計画を反映

①道路管理者として常時の住民の安全・安心を確保し、

災害時の被害最小化を図るための措置方針（応急措置、

耐震補強、復旧・通行止め）を講じる

②災害発生前後、復旧時の計画策定の基礎資料とする

③３町共同の橋梁の集約撤去を含めた道路整備計画の

検討（耐震補強、新設他）

IMS活用：田原本町に配備されている

IMSを３町で運用管理

IMS活用：田原本町に配備されている

IMSに道路リスクアセスメント機能を

追加し、３町で運用管理

IMS活用：田原本町に配備されているIMSに道路リスク

アセスメント機能を追加し、長寿命化修繕計画・道路

リスクアセスメント計画を３町で運用管理
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（２）道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化 

長寿命化計画（道路維持管理）では、定期点検結果に基づく健全度評価による対

策実施の優先順位が設定される。長寿命化計画は、常時の安全性を保障するもので、

住民（利用者）の安全性を確保することが最重要課題となる。現在、田原本町では、

インフラマネジメントシステム（IMS）を導入し、効率的に道路維持管理を遂行し

ている。以下に、IMS の概念図を示す。 

 

 

図 4-37 インフラマネジメントシステム（IMS）の概念図 
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一方、道路リスクアセスメントは、道路ネットワーク上の脆弱部をとらえて、災

害発生時の道路ネットワーク機能の低下を評価する。災害時の住民（利用者）の安

全性を確保するための道路整備計画等の基礎資料とし、災害時の被害最小化を図

る施策の検討を開始する。 

 

 

図 4-38 災害時の被害最小化を図る施策の検討 

 

  

リスクⅢ： 

定期点検の健全度

評価をワンランク

アップさせる 
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３町広域連携による道路維持管理、道路リスクアセスメントを実行することで、

下記のような合理化が図れる。 

 

表 4-16 長寿命化計画と道路リスクアセスメントの融合 
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（３）道路管理と道路リスクアセスメントを融合した健全度評価 

道路リスクアセスメントでのリスク指標Ⅲは、災害時に大きな被害が予測され

る弱点箇所といえる。リスク指標Ⅲの箇所の道路管理を行う場合、健全度評価の区

分をワンランクあげた評価を行うことも合理的である。例えば、定期点検結果で健

全度評価Ⅳと診断された場合は、当該橋梁に対して抜本策となる補強工事を行う

必要がある。比較的大規模な工事（部材の取り換えや打ち換え工事など）となる。

対策を実施するにあたり、リスク指標Ⅲに対する災害時の被害軽減を踏まえた抜

本的な対策を行うことは、住民（利用者）への安心を提供するだけではなく、災害

時のネットワークを確保することが可能となる。 

 
図 4-39 健全度評価（案） 

  

①補修・補強に加え、耐震補強の実施

②対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅲ→Ⅰに補修・補強を実施。耐震補強を含む対策を計画する。

③対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅲ→Ⅰに補修・補強を実施。通常管理を実施。

①新規路線の整備（代替え路線の整備）

②当該橋梁の架け替え

③当該橋梁の撤去

↑

高

低
↓

リスク

区分

Ⅲ

健全度

判定結果

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

融合

Ⅳ＋

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

重要路線での長寿命化計画と道路リスクアセスメント結果の融合（案）

＜ 橋梁 ＞

対策・対応内容（案）

①対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅳ→Ⅰに補修・補強を実施。耐震補強を含む対策を計画する。

②対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅳ→Ⅰに補修・補強を実施。通常管理を実施。

①対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅲ→Ⅰに補修・補強を実施。通常管理を実施。

〇３町が連携して住民の安心・安全を確保

〇３町共同の中長期的な計画

〇防災ネットワークの再構築・再評価

Ⅱ

※リスク区分Ⅲの橋梁は、健全度判定結果に関わらず、地域の開発や人口動向を踏まえ磯城郡として柔軟に対応することが望ましい。

①表層の供用年数が目標年数未満の場合は、路盤打換工または、路盤の強化、コンクリート舗装への変更を検討

道路ネットワークの観点で、弱点箇所を排除する

②対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅲ→Ⅰに補修を実施。表層の共用年数が目標値程度なら切削オーバーレイ工法

③対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅲ→Ⅰに補修・補強を実施。通常管理を実施。

①新規路線の整備（代替え路線の整備）

②路面改良・拡幅

③表層の供用年数が目標年数未満の場合は、路盤打換工または、路盤の強化、コンクリート舗装への変更を検討

↑

高

低
↓

リスク

区分

Ⅲ

健全度

判定結果

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

融合

Ⅳ＋

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

重要路線での長寿命化計画と道路リスクアセスメント結果の融合（案）

＜ 舗装 ＞

対策・対応内容（案）

①対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅳ→Ⅰに補修を実施。表層の共用年数が目標値程度なら切削オーバーレイ工法。

②対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅳ→Ⅰに補修・補強を実施。通常管理を実施。

①対策優先順位を上げ、健全度評価Ⅲ→Ⅰに補修・補強を実施。通常管理を実施。

〇３町が連携して住民の安心・安全を確保

〇３町共同の中長期的な計画

〇防災ネットワークの再構築・再評価

Ⅱ

※リスク区分Ⅲの路線は、健全度判定結果に関わらず、地域の開発や人口動向を踏まえて、磯城郡として柔軟に対応することが望ましい。

注）リスク区分Ⅲの橋梁に関しては、健全度判定区分の評価をワンランクあげて検討を実施する（案）

注）リスク区分Ⅲの路線（舗装）に関しては、健全度判定区分の評価をワンランクあげて検討を実施する（案）
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（４）３町広域連携重要道路の管理方法（案） 

１）リスクの設定と対象のインフラ 

道路リスクアセスメントの検討において、災害時の住民の移動（避難）に支障

が生じないことが重要とかんがえ、起こりえるリスクを通行止めの期間（時間）

として、指標Ⅰ（軽微）～Ⅲ（重大）で判定する。アセスメント評価を行う。下

表に災害時や事故発生時に想定されるインフラの損傷状態を下表に示す。 

表 4-17 想定されるインフラの損傷状態  

対象 リスク指標 想定される事象 対策（案） 

橋梁 Ⅰ：規制なし 

Ⅱ：早期復旧（１日） 

Ⅲ：復旧まで長期間 

・落橋 

・段差 

A 案：リスクの受容 

 現状の維持管理、事後対応 

B 案：リスクの移転 

 管理のレベルアップ、迂回重視 

C 案：リスクの低減 

 耐震性能向上（補強、架け替え

他） 

注）本項目は以降に詳述 

道路 

(舗装) 

・液状化 

道 路 附

属物 

Ⅰ：規制なし 

Ⅱ：渋滞小 

Ⅲ：渋滞大 

・交通事故（人・

車） 

２）リスク対策の効果（案） 

 リスク対策として、A 案（リスクの受容）、B 案（リスクの移転）、C 案（リ

スクの低減）を提案している。 

A 案は、現状の維持管理を基本として実施し、事後対策を前提とした維持管理

（リスクの受容）であり、A 案を実施することで、現構造物に変化はないため、

A 案の実施による効果はなく、リスク指標としては変動しない。 

B 案は、維持管理のレベルアップを図るとともに、迂回路を事前に設定してお

く（リスクの移転）とする考えであり、住民の避難、移動に多少の影響を及ぼす

ものの、復旧はスムーズに行えると考え、B 案の実施による効果として、リスク

指標Ⅲはリスク指標Ⅱへ遷移し、リスク指標Ⅱはリスク指標Ⅰへと遷移すると

した。 

C 案はリスクの低減として耐震性能を確保する耐震補強や架け替え、新橋架設

等の抜本的な対応を想定している。そのため、C 案の実施による効果は、ほぼリ

スクを除去できるものと考え、リスク指標Ⅲ及びリスク指標Ⅱはリスク指標Ⅰ

へ遷移するとした。 

ただし、C 案は A 案、B 案と比較し、莫大な費用や時間を要するため、協議会

による十分な検討が必要となる。 

 

３）道路リスクアセスメントを融合させた全体概要 

３町広域連携重要道路に対して、道路リスクアセスメントを融合させた維持

管理の概要を示す。 
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３町連携広域重要道路の設定

「道路リスクマネジメント要領（案）」

を参考に道路リスク評価を実施

リスク評価を踏まえた維持管理方針の設定

A案（リスクの受容を基本）

B案（リスクの移転を基本）

C案（リスクの低減を基本）

ハザードの設定

対象施設の状態把握

通行機能の低下度合把握

道路のリスク評価

長寿命化計画への反映

道路維持管理での実践

 案 現状維持管理をベースに事後対応を前提としたリスク 容を基本とする  

（対策例）・健全度Ⅱ 以上で対策を実施する【リスクの低減】 

     ・重要路線として、管理優先度を上げる 

     ・事後対応の実施【リスクの受容】 

 案 維持管理のレベルアップを図り、災害リスクの  を基本する  

（対策例）・健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。【維持管理のレベルアップ】 

・重要路線の迂回路を事前に設定する【リスクの移転】 

Ｃ案 主に代替え路がない橋に対して、耐震性能を向上させリスク低減を行う  

（対策例）・３町広域連携重点路線上の橋梁耐震補強計画を作成し、橋梁維持管

理 

維持管理の れ  施する対 （ ）の 要 
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A案（リスクの受容を基本） B案（リスクの移転を基本） C案（リスクの低減を基本）

橋梁耐震 設計年度 耐震補強計画の策定 住民の安全・安心の確保

利用状況

工事費
①通常の日常点検、定期点検の実施

②健全度Ⅱa以上で対策を実施する【リスクの低減】

工事期間 ３町連携方法の検討 ③重要路線として、管理優先度を上げる　◎

※橋梁耐震補強の際

は、上部構造に添架

④非常時には、対象橋梁の状態を把握し、被害が確認された場合は

通行止め等の措置を速やかに行う

・耐震工事費用の縮減 ⑤事後対応の実施 【リスクの受容】 　◎

⑥上記情報を３町で共有する　◎

◎：現状の維持管理に加えて実施する項目（案）

道路（舗装） 路盤（基盤）改良 住民の安全・安心の確保
【維持管理のレベルアップを図り、災害リスクの移転を基本とす

・路盤（基盤）改良

・道路ネットワークの構築 ①舗装の定期点検等により路線の状態を把握する
①舗装維持管理の水準をあげた管理を実施する

・耐震工事費用の縮減 ②健全度Ⅲに対しては、対策を講じる
②健全度Ⅲに対し対策工の水準を上げる

　　　　　　　　　　　　　　　【維持管理のレベルアップ】

③重要路線として、管理優先度を上げる　◎
③重要路線の迂回路を事前に設定する【リスクの移転】

④非常時には、対象橋梁の状態を把握し、被害が確認された場合は

通行止め等の措置を速やかに行う

④道路リスクアセスメントの結果をシステムで共有し、ネットワー

クの脆弱性を把握する。

・注入工法（CPG工法など）：セメント系薬剤などを注入して地

盤を固める

⑤事後対応の実施 【リスクの受容】 　◎ ⑥上記情報を３町で共有する　
・格子状改良工法：格子状に固化して揺れを抑制する

⑥上記情報を３町で共有する　◎

◎：現状の維持管理に加えて実施する項目（案）

通学路

交通事故多発地点

③上記情報を３町で共有する　◎

◎：現状の維持管理に加えて実施する項目（案）

PL値

（予測値）

【維持管理のレベルアップを図り、事故リスクの移転を基本とす

る】

①道路附属物に対する定期点検を実施する【維持管理のレベルアッ

プ】

②定期点検結果に対して、健全度Ⅲに対して対策を実施する

③事故多発地点の迂回路を事前に設定する【リスクの移転】

④事故リスクに対して事前にシステムで共有し、維持管理情報を３

町で共有する

【主に道路規制による影響が大きい箇所（路線）に対して、道路機

能を工場させリスク低減を行う】

①道路管理者と公安委員会が連携して、物理的な環境改善策（下記

の対策）を実施する。　【リスクの低減】

　・交差点の改良：コンパクト化、交差点の明確化、右折車線の

　　設置、信号機・横断歩道の設置・移設などを行う

　・道路構造の改善：歩道・自転車道の整備、道路照明の設置、

　　中央分離帯の設置

　・交通規制の導入：最高速度の抑制、一時停止規制の導入・見

　　直し

　・注意喚起の看板を設置

②対策実施前後の事故発生状況を比較・評価し、必要に応じた追加

対策の検討や継続的な改善を実施する

③上記情報を３町で共有する

道路付属物設置計画

の作成

住民の安全・安心の確保
ヒアリング結果

（警察・PTA）

附属物設置位置の有

無

視認性

・事故数の減少
①道路パトロールの結果を受け、附属物の破損、機能不全が発見さ

せた場合に補修・交換を行う【リスクの受容】

②附属物の破損、機能不全、住民通報を受け、必要に応じて附属物

の補修・交換を行う【リスクの受容】

【現状の維持管理をベースとし、事後対応を前提としたリスクの受

容を基本とする】

①奈良県で作成された液状化マップを前提に、各町で戦略的に液状

化対策を講じる【リスクの低減】

特に、5＜PL値≦15となっている箇所について、下記工法を検討す

る

※PL値5以上で「顕著な被害の可能性が高い」とされている

②耐震補強計画の進捗を踏まえネットワークの脆弱性評価を再設定

し、さらなる安全・安心なインフラ管理を充実させる

③上記情報を３町で共有する

※液状化対策を講じ

る際は、地中に埋設

されている下水道の

管路についても配慮

する

【現状の維持管理をベースとし、事後対応を前提としたリスクの受

容を基本とする】

【主に代替え路がない路線に対して、耐震性能を向上させリスク低

減を行う】

磯城郡の三町連携が効果的になる維持管理

評価指標 対策 連携による効果 維持管理マップ
具体の活用例　※管理方法は個別の案件（路線区間や橋梁等）ごとに管理者で設定する）

【現状の維持管理をベースとし、事後対応を前提としたリスクの受

容を基本とする】
【維持管理のレベルアップを図り、災害リスクの移転を基本する】

①橋梁維持管理水準をあげた管理を実施する。

②健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。【維持管理のレベルアップ】

③重要路線の迂回路を事前に設定する【リスクの移転】

④道路リスクアセスメントの結果をシステムで共有し、ネットワー

クの脆弱性を把握する。

⑤上記情報を３町で共有する

【主に代替え路がない橋に対して、耐震性能を向上させリスク低減

を行う】

①各町は、重要道路上の橋梁耐震補強計画を作成し、橋梁維持管理

（定期点検）の結果に反映させる

②耐震補強計画を前提として、定期点検結果における補修の時期を

変動させる

③各町においては、耐震補強工事を計画的に実施して、定期点検、

橋梁補修工事での交通規制計画を策定し、利用者の利便性の低下を

最小限とする【リスクの低減】

⑤耐震補強計画の進捗を踏まえネットワークの脆弱性評価を再設定

し、さらなる安全・安心なインフラ管理を充実させる

⑥上記情報を３町で共有する

道路ネットワークの

確保

・道路ネットワークの脆弱性の

排除

・補強工事実施時の迂回路の確

保

重要路線上の対象橋梁に対して、道路の利用状況、対策コスト、工事の難易度、関係機関協議等によりA案 or

B案を設定する

重要路線に対して道路の利用状況、対策コスト、工事の難易度、関係機関協議等によりA案 or B案を設定する
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図 4-40 道路維持管理＋道路リスクアセスメントによる管理 
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図 4-41 IMS（橋梁）の活用イメージ 



 

98 

 

 橋梁に対する対応案 

リスク評価結果を踏まえた対応案  　案（リスクの 容を基本）  　案（リスクの  を基本） C　案（リスクの低減を基本）

リスク
評価

　【本判断表（案）の条件】
・３町広域連携重要道路が対象
・事後保全型維持管理の状態

（対策例）
・健全度Ⅱ 以上で対策を実施する【リスクの
低減】
・重要路線として、管理優先度を上げる
・事後対応の実施【リスクの受容】

（対策例）
・健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。【維持
管理のレベルアップ】
・重要路線の迂回路を事前に設定する【リス
クの移転】

（対策例）
・重要道路上の橋梁耐震補強計画を作成し、
橋梁維持管理（定期点検）の結果に反映させ
る
・耐震補強計画を前提とし定期点検結果にお
ける補修の時期を変動させる
・耐震補強工事を計画的に実施して、定期点
検、橋梁補修工事での交通規 制計画を策定、
利用者の利便性の低下を最小限とする【リス
クの低減】

Ⅰ
通行規制が生じない可能性が高い
と認められる

・健全度Ⅱ 以上で対策を実施する
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）

Ⅱ

一時的に通行止めになる可能性も
あるが一定期間内に一定の規制で
通行できる可能性が高いと認めら
れる

・健全度Ⅱ 以上で対策を実施する
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）
・震災後は事後対応を実施する

・健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）

Ⅲ
通行止めとなる可能性が高いと認
められる

・健全度Ⅱ 以上で対策を実施する
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）
・震災後は事後対応を実施する

・健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。
（健全度Ⅲクラスまで優先度を上げる）
・同時に迂回路を事前に設定し、う回路側に
橋梁がある場合は、同様にⅡｂ以上で対策を
実施する。

・耐震補強計画（予算執行を含む）に基づい
た年度で優先順位を上げる。
・上記耐震補強時期と現状の健全度を踏ま
え、補修時期を変動させる場合は現行の優先
順位を１ランク下げる。
・そのまま補修対策を講じる場合は現行ラン
クを据え置く。

 道路（舗装）に対する対応案 

リスク評価結果を踏まえた対応案  　案（リスクの 容を基本）  　案（リスクの  を基本） C　案（リスクの低減を基本）

リスク
評価

　【本判断表（案）の条件】
・３町広域連携重要道路が対象
・事後保全型維持管理の状態

（対策例）
・健全度Ⅲに対して通常の対策を実施する
【リスクの低減】
・重要路線として、管理優先度を上げる
・事後対応の実施【リスクの受容】

（対策例）
・健全度Ⅲに対し対策工の水準を上げる。
【維持管理のレベルアップ】
・重要路線の迂回路を事前に設定する【リス
クの移転】

（対策例）
・重要道路に対して、戦略的に液状化対策を
講じる 【リスクの低減】
・注入工法や格子状改良工法などの実施
　注）奈良県液状化マップ、５＜PL値≦15と
なっている地域を優先的に実施する

Ⅰ
通行規制が生じない可能性が高い
と認められる

・健全度Ⅲで通常の対策を実施する

Ⅱ

一時的に通行止めになる可能性も
あるが一定期間内に一定の規制で
通行できる可能性が高いと認めら
れる

・健全度Ⅲで通常の対策を実施する
・震災後は事後対応を実施する

・健全度Ⅲで通常の対策水準よりレベルを上
げた対策を実施する。
例えば、基盤から補修を行うなど

Ⅲ
通行止めとなる可能性が高いと認
められる

・健全度Ⅲで通常の対策を実施する
・震災後は事後対応を実施する

・健全度Ⅲで通常の対策水準よりレベルを上
げた対策を実施する。
　例えば、基盤から補修を行うなど
・同時に迂回路を事前に設定し、迂回路に対
しても同様の対策を実施する。

・奈良県の液状化マップに基づき、戦略的な
液状化対策の計画を立案する
・対策の実施は、周辺環境への影響を考慮し
た工法の選定を行う。

 

４）リスク評価結果を踏まえた対応（案） 

３町広域連携重要道路に対して、リスク評価結果を踏まえた維持管理の対応

方法（案）を下表に示す。 

 

表 4-18 維持管理の対応方法（案）（1/2） 
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 道路附属物に対する対応案 

リスク評価結果を踏まえた対応案  　案（リスクの 容を基本）  　案（リスクの  を基本） C　案（リスクの低減を基本）

リスク
評価

　【本判断表（案）の条件】
・３町広域連携重要道路が対象
・事後保全型維持管理の状態

（対策例）
・健全度Ⅲで対策を実施する【リスクの低
減】
・重要路線として、管理優先度を上げる
・事後対応の実施【リスクの受容】

（対策例）
・健全度Ⅲで速やかに対策を実施する。【維
持管理のレベルアップ】
・重要路線の迂回路を事前に設定する【リス
クの移転】

（対策例）
・重点路線上の道路構造や交差点改良を踏ま
えた計画を作成する
・公安委員会との調整による対策を実施する
・対策実施前後の状況を比較・評価し、必要
に応じた追加対策の検討委や継続的な改善を
実施する【リスクの低減】

Ⅰ
事故発生時に通行規制が生じない
可能性が高いと認められる

・住民の通報やパトロールの結果により、健
全度Ⅲで交換を実施する

Ⅱ

事故発生時に小規模の渋滞が発生
し、一時的に通行止めになる可能
性もあるが一定期間内に一定の規
制で通行できる可能性が高いと認
められる

・住民の通報やパトロールの結果により、健
全度Ⅲで交換を実施する
・事故発生後は事後対応を実施する

・住民の通報やパトロールに加え、定期点検
を実施し、健全度を把握する
・健全度Ⅲのものは、速やかに交換を実施す
る

Ⅲ
事故発生時に通行止めとなる可能
性が高いと認められる

・住民の通報やパトロールの結果により、健
全度Ⅲで交換を実施する
・事故発生後は事後対応を実施する

・住民の通報やパトロールに加え、定期点検
を実施し、健全度を把握する
・健全度Ⅲのものは、速やかに交換を実施す
る
・交差点等は、迂回路を事前に設定し、迂回
路の道路附属物に対しても、健全度Ⅲで交換
を実施する

・道路構造や交差点改良の計画を策定する
・上記を踏まえ、公安委員会との協議を行い
対策を実施する
・対策実施前後の状況を比較・評価し、必要
に応じた追加対策の検討委や継続的な改善を
実施する

表 4-19 維持管理の対応方法（案）（2/2） 
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３．２ 道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化 

（１）３町連携広域重要道路を含む道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）健全度     

の可視化 

３町連携広域重要道路（以下、重要道路と称す）に対する道路リスク評価を踏ま

えた上で、３町全体の道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）に関する健全度、

優先順位等が明確となることから、これらをシステム上で一元的に取り扱い、下図

のように可視化することで重要道路における安全性が確保されているかを確認し

ながら維持管理を実施することが可能となる。 

 

図 4-42 道路ストックにおける健全度の可視化（特に３町連携広域重要道路） 

 

（２）道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化 

道路リスク評価結果を踏まえた道路維持管理においては下記事項に留意しなが

ら、磯城郡全体として円滑な道路サービスの全体最適を意識ながら維持管理して

いくものとする。 

①市区群として設定した３町広域連携重要道路における道路ストック（橋梁、舗

装、道路附属物等）の安全性を常時確保できるよう３町が連携して情報共有、

維持・修繕作業を実施する 

②上記以外の道路についても３町連携による情報共有、意思疎通の下で個別対

応を実施していく。 

③上記①②を確実に実施するため、課題認識や対応策を講じるための協議会を

持続的に開催していく。 
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（３）道路維持管理上の具体的な行動手順 

道路リスク評価を活用した道路維持管理の具体的な行動手順（案）を下図に示す。 

 

図 4-43 行動手順（案） 

 

■道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化（イメージ） 

 
図 4-44 道路維持管理の最適化（イメージ） 
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§２．広域連携による道路維持管理の体制 

１．連携スキームの全体構造 

（１）３町連携の枠組み（協議体等） 

３町による広域連携の枠組みは、前述§１にて提案したように、試行段階等、

当面は「連絡調整協議会（事務の代理執行を含む）」と称する連携団体とする。 

【連絡調整協議会の内容】 

①連携のイメージ（下図参照） 

②組織：構成団体の職員が処理（※機関が存在しない） 

③法律効果の帰属：各構成団体に帰属 

④その他：連携調整会議固有の財産・職員を有しない 

 

２．役割分担と責任範囲 

３町の役割  連絡調整協議会の役割 受注者の役割  

①各町の道路管理者としての責務  

②優先度評価、要望整理、住民対

応としての窓口の役割  

③現場情報の収集・体制内での情

報共有化  

①３町間の調整、年度計

画の確認・合意  

②道路台帳・点検データ

等の確認・共有  

③発注・契約手続きの確

認・合意  

④KPI 集計、進捗管理  

① 道 路 巡 視 、 日 常 維

持、補修工事等  

の業務実施  

②モバイル端末による

報告・記録  

③予防保全提案、緊急

対応報告  

④広 域 最 適 化 に基 づく

ルーティング 
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３．道路施設データ等を含む情報管理体制 

（１）システムの共同活用による情報管理 

３町連携により道路維持管理を試行・スタートしていく上で橋梁、舗装、道路附

属物等の施設に関する台帳や維持・修繕等に関する情報の共有が重要となる。ただ

し、情報管理については町毎に現状が異なることから当該事業に対する試行結果

を踏まえた上でシステムの共同利用等へ移行するものと考える。 

 

 

 

 

 

 

図 4-45 スモールスタート時（試行）  図 4-46 次ステップでの情報管理（クラウドサーバ） 

・データ更新責任（誰が、いつ、どのツールで）：今後、協議会にて検討していく 

・GIS・クラウドの活用方針：R9 年度の試行結果を踏まえて本活的に導入する予定 

・データ共有ルール（権限管理、情報セキュリティ）：協議会にて検討していく。 

 

４．維持管理業務の標準化 

広域連携の中で維持管理業務における確実な品質確保を目的に下記事項に関する

標準化を図る必要がある。 

①橋梁、舗装、道路附属物の各施設における点検時の仕様、判定基準に関する共通化 

②巡視ルート、点検周期の統一 

③要求性能基準の統一（橋梁、舗装、道路附属物） 

④報告書式、写真管理仕様の統一 ⇒ 町内のデジタル化への移行 

 

５．発注・契約方式 

発注・契約方式については本事業における制度検討にて提示した下表を提案する。 

表 4-20  発注方式（落札者の選定方法） 

 

 

 

 

 

・包括的民間委託の範囲、契約年限：橋梁にて試行⇒舗装、道路附属物へ拡大 

 

６．費用負担等、財政に関する事項 

・積算・発注に係る事務費の扱い：「事務の代替執行」の枠組みを活用し、積算・

発注は１町がまとめて行う。（他の 2 町は 3%程度の委託料を支払う） 

・予算執行方法（各町負担）：当面、各町にて予算執行を行う 

・補助制度の適用方針（広域連携補助、台帳整備補助）：協議会にて今後検討する 

 

連
絡
調
整
協
議
会

 

資料 

提示 

資料 

提示 

資料 

提示 

協議会として情報共有 

    入札  
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§3. 橋梁・路線等の集約・撤去 

（１）目的 

橋梁・路線等の集約・撤去の目的を以下に示す。 

①将来の維持管理コストの抑制 

少子高齢化・人口減少により、自治体の財政余力が縮小していく中、すべての

道路・橋梁を従来どおり維持することが困難である。そのため、寿命を迎えるイ

ンフラの更新費用が急増するため、ストック全体を縮減し、必要性の低い路線・

橋梁を集約・撤去することで、長期的な維持管理・更新コストを抑える。 

②安全性の確保、事故リスク低減 

老朽化した橋梁・道路を無理に維持することは、落橋や通行障害などの重大事

故リスクを高めるため、適切に集約・撤去を行う。 

③災害対応力の向上 

維持すべき路線を明確化し、災害時の迂回路・3 町広域連携重要道路を重点的

に整備することで、ネットワークのレジリエンスを高められる。 

 

（２）問題点・課題・解決策  

橋梁・路線等の集約・撤去の問題点・課題と、その解決策を以下に示す。 

①合意形成の困難さ 

住民・議会・関係団体の反対等、関係者間での意思決定（合意形成）に時間を

要する。そのため、集約・撤去の必要性や影響について、交通量等の客観的・定

量的な根拠を、関係団体ごとの懸念に応じた説明を十分に行うことが課題であ

る。 

⇒【解決策】：交通量調査を実施して定量的なデータを示し、集約の必要性や代

替案を各団体に個別説明する。 

②代替交通・生活への影響の調整 

代替ルート、交通手段等、統廃合による住民生活影響をどう緩和するか、住民

が納得できるような計画を提示することが課題である。 

⇒【解決策】：代替ルートの安全性向上を図る。優先的な補修・補強を実施する。 

③法的・手続き的なハードル 

道路法上の廃止手続き、関係機関協議などに時間を要する。そのため、事務や

調整の負担を緩和することが課題である。 

⇒【解決策】：手続きフローや稟議文書をテンプレート化し、3 町で共有する。 

 

（３）目指している効果 

橋梁・路線等の集約・撤去の目指している効果を以下に示す。 

① 安全で確実に使える道路ネットワークの確保 

老朽化した橋梁・路線を無理に維持せず、本当に必要な路線にリソースを集中

することで、全体として安全性・信頼性の高いネットワークを維持する。量より

質への転換。 

② 将来世代に負担を残さない持続可能なインフラ運営 
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人口減少・財政縮小を見据え、限られた財源の中で維持管理・更新費の総量

を適正化し、将来の世代や未来の行政運営が破綻しない状態をつくる。 

 

（４）手順フロー 

以下に、橋梁・路線等の集約・撤去の手順フローを示す。 

 

 
図 4-47 集約・撤去の手順フロー 

 

（５）道路橋における集約・撤去事例の分類 

以下に、道路橋における集約・撤去事例の分類を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・な 集約・撤去を検討するのか（ 政、  化、安全性、人口減少など） 

・どの程度のストック縮減が 要か ①前提条件の整理 

・構 物（橋梁）の健全度・  寿命 

・道路の交通量、利用者（通学・物 ・ 急など） ・維持管理・更新コストの試算 ②データ 集・現況把握 

③集約・撤去の 補箇所の抽出 
・維持管理費  ・安全性 

・集約・撤去に う 期費用 ・生活への影 （所要時間増など） 

 最終決定 行政・議会  
・  ・撤去の方針決定 ・予算確保 

・道路法に基づく告示、手続き ・ 要な設計、工事の発注 

④評価 
・交通量が めて少ない ・代替ルートが現実的に確保できる 

・更新費が めて高く、費用対効果が しく低い ・ 災面の重要度が低い 

⑤関 者との協議・合意形成 
・住民、地元 体、議会に向けた説明 ・影 を受ける地区を 定し、個別説明の計画 

・ 共交通 バスなど やコ  ニティ組 との調整 

出典：道路橋等の集約・撤去事例集 

R7.3 国土交通省 道路局 
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（６）架け替え検討例 

健全度がⅢ判定・Ⅳ判定の全橋梁に対し、修繕、架替、撤去等の検討フロー例

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）集約・撤去の候補箇所の抽出例 

以下に、集約・撤去の候補箇所の抽出例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路橋等の集約・撤去事例集 R7.3  国土交通省 道路局 

地理院地図を加工して作成 
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（８）具体的な検討例 

田原本町における、具体的な検討例を以下に示す。 

 

対岸までの迂回距離が 500m 以内の橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理院地図を加工して作成 
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（９）交通量調査 手法の提案 

集約・撤去を検討する橋梁の交通量調査に当たり、安価かつ簡便に交通量を測

定できる手段として、簡易光学センサーによる交通量計測方法を以下の通り提

案する。 

・センサーは光度の変化を感知してカウントする 

ものを使用。 

・センサー＋乾燥剤をプラスチックケースに収納 

し、防水・結露対策 

・ケースは透明で光検知に影響なし 

・ラベルで「調査中」を表示し盗難や通報を抑止 

・日常点検で結露やズレ、汚れをチェックし、正常 

に作動しているか確認 

・センサー本体は約 2000 円で、安価に交通量計 

測が可能。 

・ケースを防護柵支柱に番線で巻き付け固定す 

る。 

 

 

実証実験：以下の概要の通り、交通量調査センサーの実証実験を行った。 

場所：小阪富本線 6 号橋、富本 9 号線 1 号橋 

期間：2025/12/25～2026/1/8 14 日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実験結果 

小阪富本線 6 号橋：15,627 台/14 日 ⇒ 約 1,100 台/日 

富本 9 号線 1 号橋：5,589 台/14 日 ⇒ 約 400 台/日 

・考察 

簡易光学センサーによる隣接 2 橋の交通量計測では有意な差が確認されたが、

歩行者の混在や夜間の精度低下により測定精度には限界がある。このため、本手法

は撤去候補を抽出した後の 2 次スクリーニングの判断材料として活用するのが適

切である。具体的には、抽出橋梁と近接橋梁を含む約 10 橋を同時期に計測し、通

行量を相対比較する方法が有効である。なお、冬季の雨や雪の条件下でも計測は問

題なく実施できた。 

簡易センサー 

地理院地図を加工して作成 

取付状況 

小阪富本線 6 号橋 

富本 9 号線 1 号橋 
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（１０）橋梁・路線の集約・撤去のメリット 

以下に、橋梁・路線の集約・撤去のメリットを示す。 

①限られた財源・人材の有効活用 

橋梁ストックを集約・縮減することで、点検・補修・更新に要する費用や人員

を抑制できる。その結果、真に必要な橋梁や重要路線に財源・技術者を集中させ

ることが可能となり、効率的かつ持続可能なインフラ管理につながる。 

 

②老朽化インフラに起因する事故リスクの低減 

利用頻度や重要度の低い老朽橋梁を撤去・集約することで、落橋、部材落下、

通行規制などの事故発生リスクを未然に防止できる。その結果、住民や道路利用

者の安全確保につながり、管理者としてのリスク低減効果も期待できる。 

 

③道路ネットワークの信頼性・災害対応力の向上 

維持すべき路線・橋梁を明確化し、重点的に整備・更新することで、災害時に

機能すべき道路ネットワークの信頼性が向上する。また、緊急輸送路や迂回路の

確保が容易となり、災害発生時の迅速な対応や地域の早期復旧に寄与する。 

 

④将来世代への負担軽減 

必要性の低いインフラを整理することで、将来世代に過大な維持管理・更新負

担を先送りすることを防ぎ、人口減少社会に適したインフラ規模への転換が図

られる。 
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（１１）3 町連携によるメリット 

以下に、橋梁・路線の集約・撤去における。3 町連携のメリットを示す。 

①広域ネットワークとして捉えることによる代替ルートの確保と撤去可能箇所の

拡大 

3 町の道路・橋梁を個別にではなく、一体の広域ネットワークとして捉えること

で、市町村境を越えた代替ルート

の存在を含めて評価することが可

能となる。これにより、1 町単独で

は代替性が不足し廃止が困難と判

断されていた路線や橋梁であって

も、広域的な視点では機能の重複

や役割の低下が確認でき、集約・撤

去が可能となるケースが考えられる。 

 

②手続きフローや稟議文書をテンプレート化し、過去の事例と併せて 3 町で共有 

道路法上の廃止手続き、関係機関協議な

どに時間を要する。3 町で標準様式を作成

し、作業効率化・手続きの平準化を図る。ま

た、過去事例の共有により判断の迅速化・処 理 期

間の短縮につながる。 

 

 

 

③断続的に集約・撤去事例が生まれることで住民の理解を促進 

1 町単独だと撤去の頻度が低く、撤去・集

約に対する住民理解が進みにくい。3 町で

毎年数件ずつ進めることで、住民側に「橋

梁を撤去・集約させる文化」を定着させる。  

地理院地図を加工して作成 
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§4.市場調査(地元企業へのヒアリング) 

（１）目的 

官民連携における市場調査の目的を以下に示す。 

①広域連合に対する地元企業の参画意欲の把握 

3 町の広域連携に、地元建設業者がどれだけ参加意欲を持っているかを把握し、

将来の制度設計や発注方式に生かす。また、広域体制の実現性や民間の受容度・

期待・懸念を確認し、行政と企業の持続的なパートナーシップ形成につなげる。 

②小規模橋梁の点検・補修に関する地元企業の対応可能性の確認 

3 町に多くある小規模橋梁（5m 以下）の点検・補修を地元企業が担えるかを確

認するため、技術者資格や実務経験、実施体制、参入意欲・障壁などの現状を把

握し、地元企業が維持管理の担い手となり得るかを検討する。 

③地元企業を活用した持続可能な橋梁維持管理体制の整理 

簡易な点検や軽微な補修は地元企業が担い、難易度の高い業務は大手企業が

担うことで、地域資源を活かした持続可能な維持管理体制を目指す。また、地元

企業の対応可能範囲や課題を把握し、広域連携を前提とした発注方法や支援策

の検討に活用する。 

 

（２）問題点・課題 

市場調査の問題点・課題を以下に示す。 

①企業側の本音が出にくい 

行政からの依頼だと遠慮や忖度が生じ、実態が把握できない可能性もある。そ

のため、企業の率直な意見や実態に即した情報が得ることが課題である。 

②企業規模による回答の偏り 

大規模企業でなければ回答しにくい内容もあり、結果として大企業に回答が

偏る可能性がある。企業による調査結果の偏りがなく、地域全体の参画意欲や対

応可能性を正確に把握することが課題である。 

③制度変更に対する心理的抵抗 

これまでの業務慣行からの転換に対し、企業側に不安や負担感が生じ、新しい

制度や仕組みに消極的な姿勢となる可能性がある。そのため、企業が安心して制

度変更や広域連携に関わることができる環境を整え、参画意欲や協力姿勢を引

き出すことが課題である。 

 

（３）解決策 

上記の問題点・課題に対する解決策を以下に示す。 

・目的や利用範囲を丁寧に説明し、回答内容が企業にとって不利益とならないこ

とを明確化して安心感を高める。 

・匿名によるオンライン回答(アンケートなど)や個別でのヒアリングなど、企業

が安心して回答できる環境をつくる。 

・調査結果を合意形成ための資料として活用する。 
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（４）市場調査の実施方法 

市場調査の実施方法を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）アンケートの設問例 

以下に、具体的なアンケートの設問例を示す。 

【アンケート例】 

自由記述欄を少なくし、回答率を上げるよう作成した例 

 

 

 

  

群マネ特設 HP アンケート調査作成ツール 

国土交通省 インフラメンテナンス情報 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/gunmane.htm

l 
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（６）アンケート 集計結果  

アンケート回答率                                         

 

 

 

 

 

設問 1.従業員の年齢構成                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員の 50 代以上の割合                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 2.後継者の有無                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

363
321

402

664

468

169

0

100

200

300

400

500

600

700

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

人
数

(人
)

設問1 コンサルタント

有効回答数N=20

5%

10%

25%

30%

30%

コンサルタント

有効回答数N=20

80%以上

70～80%

60～70%

50～60%

40～50%

30～40%

30%未満

いる

90%

いない

10%

設問2 コンサルタント

有効回答数N=20

1

18
20

22

17 17

3

0

5

10

15

20

25

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

人
数

(人
)

設問1 施工業者

有効回答数N=13

7%

8%

8%

31%15%

31%

施工業者

有効回答数N=13

80%以上

70～80%

60～70%

50～60%

40～50%

30～40%

30%未満

いる

77%

いない

23%

設問2 施工業者

有効回答数N=13

回答率 送付数 回答数 回収率％

コンサルタント 33 20 60.61

施工業者 35 13 37.14

合計 68 33 48.53
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設問 3.会社経営において問題と感じていることはあるか。                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 4.補修工事、災害対応を行うことは可能か                            

補修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人材の確保 
・高齢化 
・人手不足(特に若手労働者が入って来ない) 

 

 

感じて

いる

40%
感じて

いない

60%

設問3 コンサルタント

有効回答数N=20

実績あり

90%

対応可能

10%対応不可

0%

設問4 補修設計・工事

コンサルタント

有効回答数N=20

実績あり

89%

対応可能

11%

設問4 災害復旧設計・工事

コンサルタント

有効回答数N=19

※1 社無回答 

 

 

・社員の高齢化 
・技術者不足 
・経済性 
・人材不足、技術者の高齢化、資格者の安定性 
・若手技術者の不足  
・人材の定着率、管理職候補の不足 
・技術者に後継者がいない。 
・後継者(技術継承)においても計画的に進めてい
る。 

 

感じている

62%

感じていない

38%

設問3 施工業者

有効回答数N=13

実績あり

62%

対応可能

23%

対応不可

15%

設問4 補修設計・工事

施工業者

有効回答数N=13

実績あり

41%

対応可能

42%

対応不可

17%

設問4 災害復旧設計・工事

施工業者

有効回答数N=12

※1 社無回答 
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設問 5.包括的民間委託について、磯城郡の事業者同士が協力・連携できる仕組みが

あった方が良いか。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 6.包括的民間委託事業への参画意欲                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●あった方が良い 
・発注業務量による。また自治体の受注量による。 
・中規模圏域では、単独企業で担うには非効率 
・合同で実施することにより効率的な対応が可能と

考えます。 
・市町村合併した方が早いと思う。 
・発注量をコントロールすることで効率化に期待で

きる。 
●どちらともいえない 

意見は特になし 
●特に必要としていない 

・特定の業者に偏るため。 

●あった方が良い 
・人手不足や業務効率化の観点から、連携の仕組み

は有効だと考えます。 
・３町がまとまり、統合しなくては無理だと考える 

●どちらともいえない 
意見は特になし 

●特に必要としていない 
意見は特になし 

●参画を希望する 
・地元企業としての地域貢献 

●条件次第で参画希望 
・参画にあたり、環境整備など初期投資・準備が必

要かどうか。 
・複数社が役割(自社の強み)分担受託するほうが

各社の技術力の底上げができる 
・具体的に内容が確認できないため。 

●現時点では回答できない 
・条件が不明なため。 

●参画希望しない 
意見は特になし 

●参画を希望する 
意見は特になし 

●条件次第で参画希望 
・条件や体制を確認した上で参画を検討したいと

考えます。 
●現時点では回答できない 

意見は特になし 
●参画希望しない 

意見は特になし 

40%

40%

15%

5%

設問6 コンサルタント

有効回答数N=20

参画を希望する

条件次第で参画を希望する

現時点では回答できない

参画を希望しない

55%40%

5%

設問5 コンサル

有効回答数N=20

あった方が良い どちらともいえない

特に必要としていない

31%

61%

8%

設問5 施工業者

有効回答数N=13

あった方が良い どちらともいえない

特に必要としていない

※2 社無回答 
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設問 7.橋梁の包括発注において ECI 方式を導入する場合の参画意欲                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 8.包括的民間委託事業に参画する場合に理想とする事業期間                    

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 9.共同企業体制度（JV）を組む場合について                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●抵抗がある 
・技術者不足により工事完了までが困難である 
・現時点、経験が無いため。 
・施工会社の意思が水面下で強く出てくる可能

性がある 
・具体的に内容を把握していないため。 

●抵抗がない 
・早期からの関与で技術が活きる、特に橋梁な

ど。 
・田原本町で既に実績があるので。 

1年間

30%

3年間

50%

5年間

20%

設問8 コンサル

有効回答数N=20

抵抗がある

40%

抵抗が

無い

60%

設問7 コンサルタント

有効回答数N=20

75%

25%

設問9 コンサルタント

有効回答数N=20

組んだことがある 組むことに抵抗はない

組むことに抵抗がある 組む予定がない

意見は特になし。 

 

抵抗がある

67%

抵抗が

無い

33%

設問7 施工業者

有効回答数N=12

1年間

50%3年間

40%

その他

10%

設問8 施工業者

有効回答数N=10

※3 社無回答 

 

 

27%

9%

18%

46%

設問9 施工業者

有効回答数N=11

組んだことがある 組むことに抵抗はない

組むことに抵抗がある 組む予定がない

※2 社無回答 

 

 

※1 社無回答 

 

 

その他回答(1 社)： 

2 年間 
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設問 10.将来的な橋梁補修工事について。橋長５ｍ以下の橋梁について、町内におけ

る過去の設計・施工事例等に関する情報があれば、設計・施工を実施するこ

とが可能か。 

※設計：現地の損傷状況を確認後、図面・数量算出を行うことを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 11.災害時について、被災後の復旧作業において同業他社との連携（情報やノウ

ハウの共有、協働作業等）が可能か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●設計・施工は可能である 
・施工者との JV があれば可能です。 
 

●設計・施工についてアドバイスがあれば可能 
・設計のみ可能 
 

●設計・施工は困難である(施工のみ) 
・コンサルなので施工不可 
・設計のみ対応可能 
・施工不可(設計・施工監理のみ) 

●他社との連携はできる 
・河川・下水、土砂崩れの経験あり 
 

●条件次第で他社との連携はできる 
意見は特になし 
 

●他社との連携はできない 
意見は特になし 
 

意見は特になし 

●他社との連携はできる 
・設計基準があれば効率的です。 

 
●条件次第で他社との連携はできる 

意見は特になし 
 

●他社との連携はできない 
意見は特になし 
 

※2 社無回答 

 

50%50%

設問11 コンサルタント

有効回答数N=20

他社との連携は可能である

条件次第で他社との連携は可能

他社との連携はできない

※2 社無回答 

 

40%

35%

25%

設問10 コンサル

有効回答数N=20

設計・施工は可能である

設計についてアドバイスがあれば可能

設計・施工は困難である(施工のみ)

9%

46%45%

設問10 施工業者

有効回答数N=11

設計・施工は可能である

設計についてアドバイスがあれば可能

設計・施工は困難である(施工のみ)

36%
55%

9%

設問11 施工業者

有効回答数N=11

他社との連携は可能である

条件次第で他社との連携は可能

他社との連携はできない
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アンケート結果分析                                        

アンケートへの回答はコンサルタントの回答率が高い一方で、施工業者の回答率

は低かった。包括民間委託への参画意欲や事業者連携（地元企業間の連携、JV、ECI、

災害時）について前向きな意見が多かったことを確認した。なお、条件次第であるが

前向きであるとの回答も一定数見られたため、包括民間委託の事業開始にあたって

は、公平性の確保や情報開示の詳細さ・透明性等が地元業者の参入の意欲や可否を大

きく影響すると考えられる。 

 

（７）官民連携における市場調査のメリット 

以下に、官民連携における市場調査のメリットを示す。 

 

①民間の参画意欲・受容度を踏まえた実現性の高い制度設計が可能となる 

広域連携に対する地元企業の参画意欲や期待、懸念を把握することで、民間の

実情に即した発注方式や官民連携スキームを検討できる。これにより、形だけに

終わらない、持続可能な広域連携体制の構築につながる。 

 

②地元企業の技術力・対応可能範囲を把握し、適切な役割分担が可能となる 

小規模橋梁の点検・補修に関する技術者資格や実務経験、実施体制を整理する

ことで、地元企業が担える業務と、広域・大手企業が担うべき業務を明確にでき

る。無理のない業務分担により、地元企業の活用と品質確保の両立が図られる。 

 

③課題の早期把握によるリスク低減と持続可能な維持管理体制の構築 

参入障壁や人材不足、採算性などの課題を事前に把握することで、制度開始後

の混乱や受注不調リスクを低減できる。あわせて、支援策や発注方法の改善につ

なげることで、地元企業を活かした持続可能な橋梁維持管理体制の検討が可能

となる。 

 

（８）3 町連携によるメリット 

以下に、市場調査における 3 町連携のメリットを示す。 

①回答母数の増加による精度向上 

単独町で調査するよりも対象企業が多くなり、結果の信頼性が向上する。 

 

②説明会やヒアリングの合同実施による効率化 

説明会や個別ヒアリングを一度にまとめて実施でき、時間・コストの削減につ

ながる。 

 

③企業側の参加意欲向上 

自身が所属する地域全体での取組として示すことで、企業側に参加する意義

やメリットを伝えやすく、協力を得やすい。加えて、事前にどのような業務や仕
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事が発生するのかを周知できるため、企業は業務量や対応範囲を把握しやすく、

参画の判断がしやすくなる。不調・不落の防止にもつながる。 

 

④各市町村における結果の温度差を確認する 

3 町が同一の調査手法・項目で市場調査を行うことで、企業の技術力、体制、

参画意向などに関する市町村間の差異を客観的に把握できる。これにより、地域

ごとの課題や特性を踏まえた施策検討や、広域連携における業務分担の最適化

に役立てることができる。 
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§5.地元企業の育成方法 

「Ⅱ目標」で記載の通りであるが、急速なインフラの老朽化が加速し、維持管理

量が増加する一方で、インフラ管理を支える企業においては担い手不足の問題があ

る。特に地方部はその傾向が顕著である。社会的、業界的に厳しい現状の中、磯城

郡においては広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネッ

トワークを両立する仕組みを運用する体制の構築を踏まえ、その一つの方法として

地元企業の育成がある。 

 

【背景・課題】 

担い手不足の背景には技術者の高齢化や若い技術者の減少がある。さらに小規模

企業の経営体力不足等の要因もあり、後継者がおらず、施工会社数が減少すること

も課題である。次の世代へ技術力を継承していき、技術者数、施工会社を維持・向

上していくことが必要である。 

工事における管理体制では、必要書類および提出書類に対する基準が明確化され

ておらず、工事成果資料は施工者に一任されている場合もあり、施工において一定

以上の品質確保を担保するための定量評価ができず、品質にばらつきが生じている

ことが課題である。 

 災害時等の突発的な対応についても、企業規模により即応力や機械の保有に差が

あり、災害対応力のばらつきがある。そのため関係者間の連携強化が必要である。

さらに町の境界線で発生する対応については広域での連携した対応も求められる。 

 

【地元企業を育成する目的】 

 地元企業の育成方法では「持続性の確保」、「品質向上」、「災害時等の連携強化」

を目的と設定した。 

目的①：持続性の確保 

   ・持続可能な道路維持管理を行うためには地元企業の活用が必要（目的②、

③に関連） 

   ・地域経済の活性化に寄与 

   ・基礎自治体の維持 

目的②：品質向上 

   ・地域特性を熟知した地元企業が管理することで品質向上（目的①に関連） 

目的③：災害時等の連携強化 

   ・磯城郡で安定的に維持管理を実施するための体制確保が必要 

   ・災害や突発事象に即応できる「地場の力」を確保し、外部依存を減らした

継続的な道路管理体制を強化（目的①に関連） 
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図 4-48 地元企業の育成方法の検討 

 

※対応方針における薄字については地元企業の育成では解決困難なため、広域連携等での解決が

必要 

 

 

【想定されるメリット】 

 ３町連携による地元企業の育成によるメリットは以下の通りである。地元企業は

①持続性の確保、②品質向上、③災害時等の連携強化を図れ、町職員としても包括

発注の請負者が町職員に代わり地元育成を行ってくれるため④町職員の負担軽減に

繋がる。 

 

  

対応策を実現する
ための解決方法

対応方針課題
地元企業
育成の目的

背景

広域連携による対策

⚫ 維持管理量の増加
⚫ 財政制約

⚫ 育成後の受注保証が不透明

⚫ 基準の明確化
⚫ 成果品質のばらつき
⚫ 評価精度の向上が必要（定量的
評価）

⚫ 技術者の高齢化・若手の減少
⚫ 後継者問題
⚫ 技術者・施工会社の減少

⚫ 災害対応のばらつき
⚫ 地元企業間の連携不足

【対応】技術力の維持
✓ 技術継承
✓ 新規雇用

【対応】工事成果品資料の統 
✓  定以上の品質の確保
✓ 安全性向上
✓ 施工性向上

【対応】効率的・効果的な維持管理
✓ 費用対効果
✓ 発注方法の見直し

【対応】地元企業間の連携強化
✓ 災害協定
✓ レジリエンス向上・迅速化
✓ 道路ネットワークの確保

✓ 雇用創出
✓ 受注量の確保

災害時等の連携強化

～災害・突発事象に即応可能な地場の力～

持続性の確保
～地域経済の活性化と雇用創出～

品質向上
～地域特性を踏まえた質の高い管理～

急速なインフラ老朽化

小規模企業の経営体力不足

工事成果資料が
施工者に 任

災害リスクの増大

担い手不足（地方部は顕著）

技術研修会
（設計施工への対応の
力向上）

マニュアル（設計・施工
事例集、施工の手引き
等）の整備・運用

出来形の事前確認、完
了検査（設計施工同時
検査）

DX（ICT）技術活用
（ウェアラブルカメラによ
る遠隔臨場等）

橋長5ｍ未満の設計施
工（簡易設計＋補修工
事）

学習編

実用編
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（１）技術研修会 

対象者：磯城郡内の施工業者 

内容：座学、現場実習、意見交換会（交流会）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座学では、磯城郡でよくみられる橋梁の損傷事例、代表的な補修工法（ひびわ

れ補修工、断面修復工等）の工法選定・使用材料、施工手順・留意点の紹介、工

事における出来形管理、必要な提出書類の一覧、施工計画書のひな型の共有をす

ることで地元育成を行う。 

現場実習では代表的な補修工法について実際の橋梁で見られる損傷を用い、施

工手順の実演、施工時の留意点を説明し、使用する補修材料の展示、紹介、体験

等を通して地元育成を行う。 

意見交換会(交流会)では、地元企業間の交流を行って顔合わせすることで災害

時の連携が円滑になる。また、情報共有（DX（ICT 技術）等）の場としても活用

できる。 

 

（２）設計・施工の場面 

１）出来形の事前確認、完了検査（設計施工同時検査） 

対象者：磯城郡内の施工業者、設計者、町職員 

内容：出来形の事前確認や完了検査時に地元育成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】R5 に田原本町で実施した技術研修会のアンケート結果の抜粋 
技術研修会での効果や要望を確認 
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２）簡易設計＋補修工事 

対象者：磯城郡の施工業者、代表町が旗振り 

（初期は設計者がアドバイザリー） 

内容：従来は橋梁の補修設計は設計者が行っていたが、橋長５ｍ未満の補修設

計については地元施工業者が補修設計を行えるようベースを技術研修会

等にて育成する。橋長５ｍ未満の橋梁の補修設計、補修工事を地元企業

にて実施することで、地元企業の技術力が活用される場面が増え、技術

継承にもつながる。 

また、受注の面からみても地元企業の活用による地域経済の活性化につ

ながり、持続性の確保ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）新技術等の活用 

対象者：磯城郡内の施工業者、設計者、町職員 

内容：ウェアラブルカメラ等の活用による現場臨場を行うこと移動に伴う時間

削減や写真、動画の管理、確認において効率化が図れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

橋梁点検

長寿命化計画

補修設計

補修工事

左記以外橋梁 橋長5m未満

設計者
にて実施

施工者
にて実施

設計者による
設計内容の検証
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（３）運用場面（マニュアル類の整備・運用体制等） 

 対象者：磯城郡内の施工業者、設計者、町職員 

 内容：設計・施工事例集、施工の手引き等のマニュアル類を磯城郡で整備、

運用することにより磯城郡内で統一された品質の確保・向上に期待がで

きる。 

また、技術研修会等で対象者に周知することで再展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考 施工の手引き（案）田原本町 R5.3 

工事工程・提出資料フロー 

  

≪座 学≫ ≪現地実習≫ ≪災害対策時の行動マニュアル≫

＋

実施フロー 

災害対応の 
ばらつき解消 

技術研修会等で周知 
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三者協議会

方針決定

リスク対応実施

リスク分担表

リスク発生

三者協議会召集 発注者が招集する

リスクが事前に想定
される場合も含む

§６．役割分担、リスク分担 

１． リスク発生時の手順とリスク分担 

磯城郡における包括民間委託による橋梁保全事業の適正かつ確実な実施を確保す

るためには、募集要項に予め想定されるリスクと責任分担を明記した上で、最終的に

は受発注者間で協定書として取り決めることが必要である。リスク発生の際には、表 

4-22 に示す「リスク分担表 標準例」を参考に協議を行うこととする。下図にリス

ク発生時の協議手順を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-49 リスク発生時の協議手順 

 

（１） 設計変更協議について 

 １）発注条件の明示 

 発注者（各町）は、設計業務及び工事発注において、発注時の条件明示として特

記仕様書に下記事項を橋梁毎に記載する。 

① 補修対象としている損傷の種別 

② 詳細調査の有無及び調査方法 

③ 損傷種別に対して想定している対策工法 

④ 施工時の交通規制の有無 

⑤ 施工時の足 場の種別（地上、梯子・脚立、足場等） 

 ２）発注条件の変更に伴う設計変更 

発注者（対象橋梁の管理自治体）は上記１）の発注条件に対し、業務進捗の過程

や下記に示す会議等で変更協議が必要と認められる場合は、設計変更協議を実施

し、適切に処理する。 

・設計引継会議､・三者協議会 

 ３）設計変更協議における第三者の参考意見 

 発注者は設計変更協議において、変更契約実施の有無に関しては、発注者からの

要請に基づき、第三者（例：学識経験者等）による参考意見を受けることも可能と

する。事業実施体制の検討（三者協定の設置） 
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（２） 三者協定の目的 

三者協定は、磯城郡協議会の橋梁保全事業における発注者、設計者、施工者の三

者間で締結される書面による協定である。本協定は、当該自治体が発注した橋梁保

全事業において発注者（各町）、設計者及び施工者が相互に協力し、設計及び工事を

所定の工期までに円滑に完成させる上で必要な事項を定める（三者間の意思決定）

ことを目的とする。結果は磯城郡協議会で共有を図るものとする。 

 

（３） 三者協定 

磯城郡協議会の橋梁保全事業における ECI 方式（基礎自治体仕様）では、受注者

（設計者及び施工者）は「橋梁長寿命化修繕事業 補修工事に関する三者協定書（案）」

により発注者と協定を取り交わさなければならない。 

受注者は三者協定書に従い、関係者との調整等により対象橋梁の長寿命化の実現

に向けて、最新の技術水準により設計及び工事を行うものとする。 

 

（４） 三者協議会 

磯城郡協議会、設計者並びに施工者の三者により組織されるもので、詳細設計時に

三者協議会において検討された技術提案及び設計・施工方針等の採否を検討し、採用

となった場合は、詳細設計及び工事に反映させる組織をいう。図－6.2 に三者協議会

の体系図を示す。 

三者協議会では、上記のように橋梁保全事業に関する技術的な意思決定を行うこ

ととなるため、設計者、施工者においては技術的判断が可能な技術者の出席が求めら

れる。 

設計者は、業務の管理技術者の要件である技術士（建設部門 鋼構造及びコンクリ

ート）、RCCM（鋼構造及びコンクリート）等の資格保有者、または、それと同等の技

術力、専門知識を有する人員を出席させる必要がある。 

施工者は、工事の監理技術者等の要件である 1 級土木施工管理技士等の資格を保

有、または、それと同等の技術力、専門知識を有する人員を出席させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-50 三者協議会の 体系図（イメージ） 

 

協 議 会 

・情報収集、データ共有  

・連携調整会議  
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２． 三者の役割分担 

（１）役割分担を行う目的 

ＥＣＩ方式（基礎自治体仕様）では、三者協定に基づく三者協議会にて意思決

定を行う等、従来の発注方式とは異なる契約内容、事業の進め方となることから、

あらかじめ三者の役割分担を明確化し、これを三者が遵守することにより、円滑

に事業を進捗させることを目的として設定する。 

 

（２）役割分担における留意事項 

① 関係者の調整、協力 

・発注者、設計者及び施工者間の調整は、発注者が行う。ただし、発注者が必要

と認める場合は、設計者及び施工者が資料作成等の調整を補助する。 

・発注者が行う調整に対し、関係三者は真摯に対応し協力する。 

 

① 三者協議会の役割、責任 

②-１．三者協議会における役割、責任は、表 6.2 に示す役割分担表（三者協議

会の欄）による。 

-２．設計者は、施工者へ確実な設計意図の伝達に努めるとともに、修正設計、

工事図面、工事数量、工法等について精査し、工事の品質を確保する。 

 

③ 設計における技術協力 

・施工者は、三者協議会において提案・採択された技術提案に限らず、施工上の

更なる技術提案（コスト縮減含む）に努めるものとする。 

・設計者は、施工者から提案され三者協議会にて採択された技術提案に対し、提

案内容の検証やコスト検証等を行うとともに、自社においても更なる技術提

案（コスト縮減含む）を心がけるものとする。 

 

以降にＥＣＩ方式（基礎自治体仕様）役割分担表（案）を示す。本表の内容は業

務着手時における三者協議会において相互確認を行い、必要に応じて修正する等、

その運用に際しては適宜対応していくものとする。 
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表 4-21 ＥＣＩ方式（基礎自治体仕様）役割分担表（案） 

業務内訳 

発注者 

（協議

会） 

設計者 施工者 特記事項 

三 

者 

協 

議 

会 

1 会議 調整 出席 出席   

2 会議議事録作成 作成 
確認・協

力 

確認・協

力 
  

3 設計課題確認シート 承認 作成 
確認・協

力 

課題シートを作成し三者で共

有 

4 
技術提案 

(施工者より) 
承認 確認 提案 VE※ 6 提案も可 

5 
技術提案 

(設計者より) 
承認 提案 確認 VE 提案も可 

6 設計図書 承認 作成 検証 主に管理者が承認 

7 施工計画 承認 作成 作成 設計者・施工者で相互確認 

8 確認申請・各種許認可申請 確認 確認 作成 
施工者が主となり実施 

主に管理者が確認 

8-

1 

道路使用・占用許可-調査

時 

確認 作成 確認・協

力 

主に管理者が確認 

道路使用・占用許可-施工

時 

確認 確認 作成 主に管理者が確認 

8-

2 

河川管理者-調査時 確認 作成 
確認・協

力 

1 級指定区間は、県と協議 

主に管理者が確認 

河川管理者-施工時 確認 確認 作成          〃 

8-

3 

添架物管理者（水道・電力 

等） 

確認 確認 作成 主に管理者が確認 

8-

4 

労働基準監督署 確認 確認 作成 主に管理者が確認 

工 

程 

9 全体事業スケジュール 確認 作成 確認 設計者が CMR 的な監理を実施 

10 実施設計スケジュール 承認 作成 確認   

11 工事工程 承認 検証 作成 施工者が主となり実施  

見 

積 

関 

連 

12 

コスト推移管理 

（全体工事費内訳明細書管

理） 

承認・指

示 
検証 更新 毎月更新を行う 

13 積算見積書(内訳書含む) 受領 確認 作成  主に管理者が受領 

他 14 発注者が必要な会議 調整 協力 協力 
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表 4-22 リスク分担表 標準例 
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§7.モニタリングの実施 

 背景・課題  

事業スキームを設定するだけでは継続的な導入はできない。着実に実行していく

ためには、新たな事業スキームの中に、事業の進捗を適宜モニタリングし、評価を

行っていくことが必要になる。評価によるモニタリングを行う上で重要となるのが

重要業績評価指標（Key Performance Indicator: 通称 KPI）と呼ばれる目標を達成

するための業績評価の指標の設定である。 

 達成状況を定点観測することで、目標達成に向けた動向を把握することができ、

逆に評価によって目標値とのギャップが生まれた場合、運用の改善によって軌道修

正を行いながら目指すべき目標へまた実行していくことが可能になる。 

 

 目的  

 KPI を設定し、継続的な事業スキームを導入することを目的とする。 

 

 KPI 設定の概要  

 KPI 設定の概要とメリットを以降に示す。事業スキームの継続的な導入には事業

の効果をモニタリングして確認する必要がある。目指す姿に至るまでのプロセスを

ロジックモデルで示した。施策が達成させているか確認するためにモニタリング指

標を設定し、評価・改善を行っていく。 

また、KPI 設定による 3 町連携によるメリットは①統一された評価、②可視化、

③早急な軌道修正を行えることがメリットとしてあげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-51 目指す姿へのプロセス設定および PDCA サイクル概念図 

現状把握

◆具体施策の設定
◆具体施策の評価方法の設定

◆目指す姿へのプロセス設定 ◆目指す姿の設定

時間

目標

計画

マネジメント
サイクル 実行

評価

改善

【計画の実践内容】
•点検、診断、措置、記録
•評価、レビュー、改善
•計画の見直し

【モニタリングすべき事項】
•橋の健全性、耐震性
•計画の進捗率 等

【最終的な目標】
・３町連携を行う目的
・計画を実現する意義

KPI指標による
モニタリング

目指す姿へのプロセス設定

目指すべき状態
へ更新 目指すべき姿

具体的施策の設定

現状と計画の
乖離を改善

Ｄｏ：包括的発注事業の実践

※２．（１）参照

・長寿命化計画

・情報管理、検証

・点 検

・損傷診断

設計

工事

Ｐｌａｎ：包括的発注事業の制度設計
組織：制度検討会
頻度：４～５回開催/年度
内容：・ＥＣＩ方式の制度設計

・包括的発注の制度設計
（・道路ストックの包括的発注制度検討）

Ａｃｔｉｏｎ：包括的発注事業制度改善
組織：制度検討会
頻度：毎年度末に１回開催
内容：・ＥＣＩ方式の制度改定

・包括的発注の制度改定

Ｃｈｅｃｋ：包括的発注事業運用の効果検証
組織：モニタリング委員会
頻度：毎年度末に１回開催
内容：・ＥＣＩ方式の効果検証

・包括的発注の効果検証

          等による定性的、定量的
効果の把握、課題の抽出
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図 4-52 KPI 設定によるモニタリングの実施概要 

●●の実施率

計画の70％を実施目標

計画の60％実施（目標未達）実績(20２６)

計画の75％実施（目標達成）実績(202７)

0% 20% 40% 60% 80%

2027実績

2027目標指標

2026実績

2026目標指標

※KPI指標による可視化のイメージ

①ロジックモデルの作成

②施策に対応するモニタリング指標案

③定量評価が可能な項目の抽出

④現状の数値化

⑤目標とする指標設定

毎年のモニタリング・評価・改善

フロー例

手
順
②
施
策
に
対
応
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
案

手順③定量評価が可能な項目の抽出

手順④現状の数値化

手順⑤目標とする実施率の設定

・修繕工事の実施率・耐震補強工事の実施率
・技術研修会参加率・コスト縮減率 ・・・等

手順①ロジックモデル作成

既存資料、磯城郡間での協議で確認し数値化

磯城郡と協議して設定

※指標設定のイメージ
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 モニタリングのメリット  

 

 
 

 モニタリング指標案  

想定する指標案を以下に示す。なお、全てモニタリングすることもできるが、モニ

タリングにかかる労力もあるため、試行的に実施することを提案する。 

 

・広域連携として制度（枠組み）の実施率 

 →定期的な３町連携による話し合いの場を開催する意図 

・マネジメント運用スケジュールの実施率 

・コスト縮減率 

 →事業スキームによるメリットを確認する意図 

１）DX（ICT）技術の効果 

２）計画値と実績値の比較 

・５年間の定期点検の実施率 

・計画した修繕の実施率 

・計画対象外の工事実施率 

・前年度と比較した（健全度＋リスク区分）判定の改善割合 

 →広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネットワーク

の両立効果を確認する意図 

・耐震補強工事の実施率 

・地元企業の技術研修会等の受講率 

 →地元企業の本事業スキームに対する意欲が確認できる。また集計も容易であり、

取り掛かりやすい。 
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 モニタリングの方法  

「磯城郡道路ストックの包括的民間委託に関するガイドライン案」を策定する。 

事業のモニタリングについては、上記のガイドライン案に関する実施内容の振り

返りを行い、必要に応じて改善する等、持続性のある仕組み構築に向けた提案を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-53 モニタリングシートの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4-54 ガイドライン案 
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以下に指標案として提示した KPI に対して集計するタイミング、実施者（集計

者）、実施方法と KPI の達成目標値（案）を示す。 

KPI 集計場面 実施者 

（集計者） 

実施方法 

（評価方法） 

目標値

（案） 

広域連携として制度（枠組

み）の実施率 

年 度 ご と で 作

成・提出、翌年

に評価 

包括請負者 報告書等（活動の実績

が分かる資料）の提出

率 

１００％ 

マネジメント運用スケジ

ュールの実施率 

年 度 ご と で 集

計、翌年に評価 

包括請負者 事業計画時の進捗度合

い（打合せ回数、実施日

等） 

８０％ 

コスト縮減率 年 度 ご と で 集

計、翌年に評価 

町職員、包括請負

者 

以下の通り -１０％ 

(トータル

１割削減） 

１）DX（ICT）技術の効果 ― 包括請負者 ヒアリングで評価 ― 

２）計画値と実績値の比

較 

― 町職員（実績値の

共有） 

→包括請負者 

広域連携により縮減し

た費用（単町と比べ） 

― 

５年間の定期点検の実施

率 

点検サイクル終

了時 

設計者 ５年間で点検した橋梁

数 

９５％ 

計画した修繕の実施率 年 度 ご と で 集

計、翌年に評価 

町職員（該当橋梁

の共有）→ 

包括請負者 

計画対象の修繕した橋

梁数 

７０％ 

計画対象外の工事実施率 年 度 ご と で 集

計、翌年に評価 

町職員（該当橋梁

の共有）→ 

包括請負者 

計画対象外の工事の橋

梁数 

１０％ 

前年度と比較した（健全度

＋リスク区分）判定の改善

割合 

年 度 ご と で 集

計、翌年に評価 

町職員（該当橋梁

の共有）→ 

包括請負者 

ヒアリング及び（健全

度＋リスク区分）判定

で優先順位が上がった

橋梁の実施数 

５０％ 

耐震補強工事の実施率 年 度 ご と で 集

計、翌年に評価 

町職員（該当橋梁

の共有）→ 

包括請負者 

耐震補強工事の対象橋

梁の実施数 

２０％ 

地元企業の技術研修会等

の受講率 

技術研修会開催

時 

包括請負者 参加した地元企業数 ５０％ 

着色は試行実施を提案する指標案 

 

 

 

  

連絡調整協議会での改善有無、モニタリング項目・目標値の見直し等を実施 

次年度に改善方針を実施 
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A町

B町 C町
データ
管理

データ
管理

連携（報・連・相）

連携
（報・連・相）

連携
（報・連・相）

指示・伝達

データ管理

設計者

データ
管理

データ
管理

データ管理

報・連・相

指示・伝達

発注者：連絡調整協議会

ECI方式の活用による相互技術協力

技術協力

技術協力

報・連・相

施工者

§８．事業スキームの設定および活用効果の推計 

１．事業スキームの設定 

 これまでの検討結果より本業務における事業スキームを以下のように設定する。 

 事業スキームの導入目的（意義）  

 ① 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理の構築（安全・安心な道路サー 

ビスの提供） 

 ② 災害に強い道路ネットワークの構築 

 

 目標  

① 広域連携による効率的・効果的な道路維持管理と災害に強い道路ネットワーク  

を両立する仕組みの構築 

 ② 同仕組みを運用する体制の構築 

 ③ 同仕組みを支えるシステムの構築 

 ④ 上記①～③を導入するロードマップの策定 

 

（１）広域連携による効率的・効果的な道路維持管理の仕組み 

 １）広域連携の枠組み 

 ３町の広域連携による維持管理は、下記①②の枠組みを併用する旨、協定締結の

上で活用していく方針とする。 

①業務発注（委託業務）に関しては「事務の代替執行」を活用し、当面、委託業務

は１町がまとめて積算・発注準備、発注を行う。 

②上記外の広域連携に関する協議事項等は、議会決議を必要としない「連絡調整協

議会」の枠組みを活用する。なお、「事務の代替執行」は、「連絡調整協議会」の

中で実施する。 
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２）「連絡調整協議会」の役割・内容 

  連絡調整協議会における役割及び調整・協議内容を以下に示す。 

 

a.協議会の位置付け 

・３町がそれぞれ道路管理者としての権限・責任を保持したまま、維持管理業務の

共通化・効率化・高度化を図るための調整・検討・合意形成の場として位置付ける。 

b.対象とする事業範囲 

①日常点検・定期点検（日常点検は情報の共有） 

②補修・修繕・小規模工事 

③維持管理データの整理・活用 

④包括的民間委託・広域発注の検討 

⑤災害対応・応急復旧 

c.調整・協議内容 

① 維持管理方針・ルールの共有・調整 
⑤ 

地域企業・関係機関との連携調整 

（地域企業の育成） ② 日常点検、定期点検等に関する連携調整 

③ 維持管理データの整理・活用方針検討 ⑥ 災害時・緊急対応等の連携整理 

④ 事業計画､予算､発注に関する情報共有・調整 ⑦ 効果検証・改善（ＰＤＣＡサイクル） 

d. 連絡調整協議会の運営 

  ・開催頻度：年２～４回（＋必要に応じて臨時）  

・構成員：各町の道路担当課（課長・係長・実務担当） 必要に応じて建設コン

サル、施工業者等 

３）維持管理体制 

a.連絡調整協議会における具体的な維持管理体制 

  下図に維持管理体制を示す。本体制は、連絡調整協議会の下でスモールスタート

となる広域連携と将来的に協議会としての枠組みへステップアップした体制の２

段階で推進していくものとする。 
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国補助金

町予算

予算要求

事業計画

概算要望 本要望

新規事業ヒアリング 予算要求

改要望

議決

予算想定

契約年数等設定
対象施設選定

事業計画策定

b.情報管理体制 

情報管理については町毎に現状が異なることから当該事業に対する試行結果（Ｒ

９年を予定）を踏まえた上でシステムの共同利用等へ移行するものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.維持管理業務の標準化  

   確実な品質確保を目的に下記事項に関する標準化を図っていく。 

・橋梁、舗装、道路附属物の各施設における点検時の仕様、判定基準に関する共

通化  

・巡視ルート、点検周期の統一  

・要求性能基準の統一（橋梁、舗装、道路附属物）  

・報告書式、写真管理仕様の統一 ⇒ 町内のデジタル化への移行 

 d.発注・契約方式  

   発注・契約方式については下表を標準として実施していく。 

発注方式（落札者の選定方法） 

 

 

 

 

 

４）各町における事務処理（予算取り等） 

  下図に自治体における一般的な事務処理（予算計画等）の流れを示す。 

 

 

 

 

 

 

 上図より、３町での連絡調整協議会は、概算要望前の４月、及び予算本要望前の

７～８月に開催し、広域連携としての調整を行うことが望ましいと考えられる。 

  

【スモールスタート時の情報管理】 【将来的な情報管理のイメージ】 

連
絡
調
整
協
議
会 

資料  

提示  

資料  

提示  

資料  

提示  

協議会として情報共

    入札  
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道路リスクアセスメントを用いた維持管理の全体概要 

 

３町広域連携重要道路の設定（上図の紫線、オレンジ線） 

 

道路維持管理結果（橋梁・舗装等定期点検結果）

道路リスクアセスメント結果

〇構造物間・路線間を同じ方法により耐災害性能(交通規制の程度に関する

リスク評価）を評価し、道路の性能を満足させるための対応を実施

〇道路に求められる耐災害性能について、道路構造物の設計基準類に基づ

いた性能と関連付けて評価

〇道路構造物に着目した対応からネットワークに着目した対応に転換

〇構造物の現状を評価し、劣化の程度や問題点を客観的に把握する

〇橋梁は、定期点検結果をもとに「健全Ⅰ」「予防保全段階Ⅱ」「早期措置段階

Ⅲ」「緊急措置段階Ⅳ」でどの段階にあるかを総合的に判断する

道路維持管理＋道路リスクアセスメントによる管理

（２）広域連携による道路維持管理と災害に強い道路ネットワークを両立する仕組

み 

１）道路リスクアセスメントの考え方を用いたリスク評価及び維持管理計画 

本事業モデルにおいては道路維持管理において日常・定期点検に基づく健全度

評価だけでなく、地震、水害、その他のハザードに対する中・長期的な視点でのリ

スク評価（ハザードによる通行規制の程度で評価）を融合させた維持管理計画の策

定を行う。 
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３町連携広域重要道路の設定

「道路リスクマネジメント要領（案）」

を参考に道路リスク評価を実施

リスク評価を踏まえた維持管理方針の設定

A案（リスクの受容を基本）

B案（リスクの移転を基本）

C案（リスクの低減を基本）

ハザードの設定

対象施設の状態把握

通行機能の低下度合把握

道路のリスク評価

長寿命化計画への反映

道路維持管理での実践

 案 現状維持管理をベースに事後対応を前提としたリ

スク 容を基本とする  

（対策例）・健全度Ⅱa 以上で対策を実施する【リスクの

低減】 

・重要路線として、管理優先度を上げる 

・事後対応の実施【リスクの受容】 

 案 維持管理のレベルアップを図り、災害リスクの 

 を基本する  

（対策例）・健全度Ⅱｂ以上で対策を実施する。【維持管

理のレベルアップ】 

・重要路線の迂回路を事前に設定する【リスクの移転】 

Ｃ案 主に代替え路がない橋に対して、耐震性能を向上

させリスク低減を行う  

（対策例）・重点路線上の橋梁耐震補強計画を作成し、橋

梁維持管理（定期点検）の結果に反映させる 

・耐震補強計画を前提とし定期点検結果における補修の

時期を変動させる 

・耐震補強工事を計画的に実施して、定期点検、橋梁補

修工事での交通規制計画を策定、利用者の利便性の低下

を最小限とする【リスクの低減】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路リスクアセスメントによるリスク評価 

  

①  長寿命化計画の優先順位に道路リスクアセ

スメント結果のリスク指標を組み込む  

②  長寿命化計画の優先順位とリスク指標によ

る優先順位を融合させる  

③  融合させた優先順位を協議会で協議・調整

し、リスク対応方法を設定する  

④  リスク対応方法を踏まえた維持管理計画を

作成する  
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道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化のイメージ 

 

２）道路リスク評価を踏まえた道路維持管理の最適化 

 

 

（３）道路施設の集約・撤去（主に橋梁等） 

橋梁等の集約・撤去については道路維持管理の重要な要素となることから、下記

フローに基づいてその都度、協議会において情報共有を図りながら推進していく

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路橋等の集約・撤去事例集  

橋梁・路線等の集約・撤去の手順フロー          R7.3 国土交通省 道路局 

（４）役割分担・リスク分担 

本事業モデルにおける役割分担、リスク分担は§６．を参照 

（５）事業のモニタリング 

持続的な事業の推進を目的に１回／年のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行う。その際の KPI 指標を下

表に示す。 

 

 

 

  

KPI 集計場面 実施者（集計者） 実施方法（評価方法） 目標値（案） 

広域連携として制度（枠組み）の実施率 年度ごとで作成・提出、翌年に評価 包括請負者 報告書等（活動の実績が分かる資料）の提出率 １００％ 

マネジメント運用スケジュールの実施率 年度ごとで集計、翌年に評価 包括請負者 事業計画時の進捗度合い（打合せ回数、実施日等） ８０％ 

コスト縮減率 年度ごとで集計、翌年に評価 町職員、包括請負者 以下の通り -１０％ 

(トータル１割の削減） 

１）DX（ICT）技術の効果 ― 包括請負者 ヒアリングで評価 ― 

２）計画値と実績値の比較 ― 町職員（実績値の共有）→包括請負者 広域連携により縮減した費用（単町と比べ） ― 

５年間の定期点検の実施率 点検サイクル終了時 設計者 ５年間で点検した橋梁数 ９５％ 

計画した修繕の実施率 年度ごとで集計、翌年に評価 町職員（該当橋梁の共有）→包括請負者 計画対象の修繕した橋梁数 ７０％ 

計画対象外の工事実施率 年度ごとで集計、翌年に評価 町職員（該当橋梁の共有）→包括請負者 計画対象外の工事の橋梁数 １０％ 

前年度と比較した（健全度＋リスク区分）判定の改善割合 年度ごとで集計、翌年に評価 町職員（該当橋梁の共有）→包括請負者 ヒアリング及び（健全度＋リスク区分）判定で優先

順位が上がった橋梁の実施数 

５０％ 

耐震補強工事の実施率 年度ごとで集計、翌年に評価 町職員（該当橋梁の共有）→包括請負者 耐震補強工事の対象橋梁の実施数 ２０％ 

地元企業の技術研修会等の受講率 技術研修会開催時 包括請負者 参加した地元企業数 ５０％ 

凡例：オレンジは提案した指標案 

連絡調整協議会での改善有無、モニタリング項目・目標値の見直し等を実施 

次年度に改善方針を実施 
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長寿命化計画 補修設計橋梁点検

マネジメントサイクル （計画領域）

橋梁点検

診 断

記 録長寿命化計画

情報管理、検証

計画更新

メンテナンスサイクル （現場作業領域）

補修工事 情報管理

補修工事実 践 措 置

P
補修設計

C

A D

２．活用効果の推計 

（１）本事業モデルによる定性的な活用効果 

本事業モデルの導入により３町広域連携による道路維持管理のマネジメントサ

イクル（P 企画・計画、D 予算確保・事業発注・事業実施、C 事業評価、A 事業改善）

及びメンテナンスサイクル（点検、診断、記録、実践）において期待される定性的

な活用効果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「連携」としての実務レベルでの行動定義  

１）情報を共有する  

２）知識や人材・ノウハウを融通し合う  

３）広域的な計画をともに策定する 

４）業務・契約を共同で進める  

５）災害等の危機対応を共同で行う  
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マネジメントサイクルでの活用効果推計 

 

メンテナンスサイクルでの活用効果推計 
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（２）広域連携を活用した包括発注によるコスト縮減効果 

橋梁単体および道路ストック(橋梁・舗装・道路附属物)における、単独発注と包

括発注方式のコスト削減効果を比較検討した。コスト試算項目一覧と、包括発注の

メリットを以下に示す。 

 

用語の定義 

・橋梁単体包括発注： 

発注対象は橋梁のみとして、点検・長寿命化計画策定・補修設計を一括で発注

する方式。 

 

・道路ストック包括発注： 

橋梁に加え、舗装や道路附属物など道路全体の資産（ストック）を対象に、点

検・長寿命化計画策定・補修設計を一括で発注する方式。 

 

・1 町単独包括発注： 

1 つの自治体（町）が単独で点検・長寿命化計画策定・補修設計または橋梁補

修工事を包括発注する方式。 

 

・3 町連携包括発注： 

複数の自治体（ここでは 3 町）が連携して点検・長寿命化計画策定・補修設計

または橋梁補修工事を包括発注する方式。 

 

・従来発注： 

1 つの自治体（町）が単独で、発注対象(橋梁・舗装・道路附属物)ごとに点検・

長寿命化計画策定・補修設計をそれぞれ個別で発注する方式。 

 

・橋梁補修単年度発注： 

橋梁補修工事を対象に、1 年度ごとに工事内容・数量を確定させ、その都度個

別に発注する方式。 

 

・橋梁補修複数年包括発注： 

橋梁補修工事を対象に、複数年度分の補修内容を包括的に契約し、契約期間内

で継続的に工事を実施する方式。 

 

※補修設計および工事発注の対象となる橋梁数は過去のデータに基づくものであ

り、現在ではそれよりも減少している。 
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橋梁単体包括発注  道路ストック  

(橋梁・舗装・道路附属物 )包括発注  

１ 

町 

単 

独 

包 

括 

発 

注 

①１町単独・橋梁単体における包括発注の効果  

1 町単体従来発注と 1 町単体橋梁包括発注

(DX 導入、ECI 方式)の比較  

(1)委託包括発注による業務工数削減  

委託包括発注により打合せ・現地踏査・業務計

画書作成などの業務工数の削減  

(2)DX 導入による長寿命化計画の策定の効率

化 

DX 導入により、委託せずとも発注者自身で効

率的に橋梁長寿命化計画の策定が可能  

(3)ECI 方式導入による工事発注の効率化  

ECI 方式の導入により、効率良く工事発注が

可能 

(4)委託包括発注による手続きの省略  

委託包括発注により発注、契約、完了検査の

手続きの手間を削減  

 

 

 

 

 

委託費コスト縮減率 14% 

②１町単独・道路ストック全体における包括発注

の効果  

1 町単体従来発注と 1 町単体道路ストック包括

発注(DX 導入、ECI 方式)の比較  

(1)委託包括発注による業務工数削減  

委託包括発注により打合せ・現地踏査・業務計

画書作成などの業務工数の削減(橋梁単体より

も効果大) 

(2)DX 導入による点検業務・長寿命化計画策

定の効率化  

DX 導入により、委託せずとも発注者自身で効

率的に橋梁長寿命化計画の策定が可能。さら

に、効率的な舗装点検・道路附属物点検が実施

可能 

(3)ECI 方式導入による工事発注の効率化  

ECI 方式の導入により、効率良く工事発注が

可能 

(4)委託包括発注による手続きの省略  

委託包括発注により発注、契約、完了検査の

手続きの手間を削減(橋梁単体よりも効果大) 

 

      委託費コスト縮減率 13% 

３ 

町 

連 

携 

包 

括 

発 

注 

③3 町連携・橋梁単体における包括発注の効果  

1 町単体従来発注と 3 町連携橋梁包括発注

(DX 導入、ECI 方式)の比較  

(1)委託包括発注による業務工数削減  

委託包括発注により打合せ・現地踏査・業務計

画書作成などの業務工数の削減。 

(2)DX 導入による長寿命化計画の策定の効

率化 

DX 導入により、委託せずとも発注者自身で効

率的に橋梁長寿命化計画の策定が可能。長寿

命化計画策定用の DX ソフトを 3 町共同で使用

することで、1 町単体よりもライセンス料を縮減

することが可能  

(3)ECI 方式導入による工事発注の効率化  

ECI 方式の導入により、効率良く工事発注が

可能 

(4)委託包括発注による手続きの省略  

委託包括発注により発注、契約、完了検査の

手続きの手間を削減。特に、発注者業を代表 1

町に集約させることで、他 2 町の発注手続き手

間を大幅に削減することが可能  

 

 

 

 

委託費コスト縮減率 26% 

④3 町連携・道路ストック全体における包括発

注の効果  

1 町単体従来発注と 3 町連携道路ストック包括

発注(DX 導入、ECI 方式)の比較  

(1)委託包括発注による業務工数削減  

委託包括発注により打合せ・現地踏査・業務計

画書作成などの業務工数の削減(橋梁単体より

も効果大) 

(2)DX 導入による長寿命化計画の策定の効

率化 

DX 導入により、委託せずとも発注者自身で効

率的に橋梁長寿命化計画の策定が可能。長寿

命化計画策定用の DX ソフトを 3 町共同で使用

することで、1 町単体よりもライセンス料を縮減

することが可能(橋梁単体よりも効果大) 

(3)ECI 方式導入による工事発注の効率化  

ECI 方式の導入により、効率良く工事発注が

可能 

(4)委託包括発注による手続きの省略  

委託包括発注により発注、契約、完了検査の

手続きの手間を削減。特に、発注者業を代表 1

町に集約させることで、他 2 町の発注手続き手

間を大幅に削減することが可能(橋梁単体より

も効果大) 

 

               委託費コスト縮減率 31% 

 
効果大 

効
果
大 
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1. 橋梁単体包括発注の効果：従来発注との比較 

1-1.発注・管理業務の効率化 

橋梁点検業務、補修設計業務を個別ではなく一体的に包括発注することで、発

注手続き、打合せ、現地踏査、業務計画書作成などの重複する工程を大幅に削減。 

例：田原本町 1 町単独橋梁包括の場合 従来発注との比較 

発注回数 9 回⇒1 回 、打合せ回数 24⇒10 回、業務計画書作成回数 8 回⇒1 回 

※補修対象の橋梁数が多く、補修設計の発注回数が多いほど、効果が大きい 

 

2-2.DX 活用による長寿命化計画策定の効率化 

DX 活用により橋梁長寿命化計画に加え、舗装点検、道路附属物点検までを発

注者自ら効率的に実施・管理が可能となり、橋梁長寿命化計画策定業務の業務委

託が不要となる。 

例：田原本町 長寿命化計画策定に DX を導入した場合 従来発注との比較 

長寿命化策定計画費用 21.0 百万円⇒8.5 百万円 約 60%のコスト縮減効果 

 

2. 道路ストック包括発注の効果：従来発注及び橋梁単体包括発注との比較 

2-1.発注・管理業務の効率化効果の拡大 

橋梁・舗装・道路附属物を個別ではなく一体的に包括発注することで、発注手

続き、打合せ、現地踏査、業務計画書作成などの重複する工程を大幅に削減。橋

梁単体包括発注と比べ、対象施設が増える分、削減効果がより大きくなる。 

例：田原本町 1 町単独道路ストック包括の場合 従来発注との比較 

発注回数 12 回⇒1 回、打合せ回数 36⇒17 回、業務計画書作成回数 12 回⇒1 回 

 

3. 3 町連携包括発注の効果：従来発注及び 1 町単独包括発注との比較 

3-1.発注者業務の集約による負担軽減 

代表 1 町に発注者業務を集約することで、他 2 町の発注手続きが大幅に軽減

できる。 

例：川西町(代表町でない自治体) 3 町連携道路ストック包括発注の場合 従

来発注との比較 

事業全体における課長補佐の必要人工 197.5⇒29.5人工 168人工の人工低減効果 

 

3-2.DX 導入コストの削減 

長寿命化計画策定等に用いる DX ソフトを 3 町共同利用することで、1 町で単

独導入する場合と比べ、ライセンス料、導入・運用コストを縮減できる。 

例：3 町全体 DX ソフトを 3 町共同利用する場合 1 町で単独導入する場合と

の比較 

ソフトライセンス料 45.6 百万円⇒30.1 百万円 約 34%のコスト縮減効果 

  

   



 

146 

 

4. 橋梁補修工事複数年包括発注の効果：単年度発注との比較 

4-1.発注の効率化 

複数年度にわたる橋梁補修工事を一括で発注することにより、年度ごとの発

注手続きが不要となり、事務負担の軽減が図られる。 

例：田原本町 1 町単独複数年包括発注の場合 単年度発注との比較 

発注回数 4 回⇒1 回 

 

4-2.間接経費の集約 

複数橋梁・複数工事をまとめて施工することで、共通仮設費や現場管理費等の

間接経費を集約でき、工事全体としてコスト縮減が可能となる。 

例：田原本町 1 町単独複数年包括発注の場合 単年度発注との比較 

工事費 148.4 百万円⇒118.8 百万円 約 20%のコスト縮減効果 

 

5. ECI 方式（基礎自治体仕様）の効果 

5-1. 発注・設計・施工の効率化 

ECI 方式では、概算数量を用いた発注作業により、設計段階から施工者が参画

できるため、工事計画や契約手続きが効率化され、発注者と施工者の負担を軽減

できる。また、施工上の課題を早期に把握して調整できるため、手戻りや無駄な

作業を減らすことが可能である。 

例：田原本町 橋梁補修工事に ECI を導入する場合 ECI を実施しない従来発

注との比較 

三者の人工増減数 発注者：299 人工減、施工者：52 人工 減※設計者：91 人工増 

 

5-2. 合理的な意思決定と合意形成の促進 

三者協議会を通じて設計・施工成果に関する合意を形成できるため、承認や変更の

意思決定を合理的に行うことができる。これにより、発注者・施工者間での認識の

ずれや係争リスクを抑制し、円滑なプロジェクト運営が可能となる。 
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●委託費 現状との比較 

 

 

  

事業費 発注者人件費 委託費 合計 現状との差額 コスト縮減率
(参考) 従来発注 ¥180,796,800 ¥6,504,480 ― ¥187,301,280 ¥25,543,120 (増加率)16%
現状： ①1町単独・橋梁包括 ¥159,590,000 ¥2,168,160 ― ¥161,758,160 ― ―

③3町連携・橋梁包括 ¥156,766,670 ¥2,386,110 (収入)¥-706,800 ¥158,445,980 ¥-3,312,180 2%
(参考) 従来発注 ¥222,061,025 ¥13,008,960 ― ¥235,069,985 ¥35,395,525 (増加率)18%
現状： ②1町単独・道路ストック包括 ¥197,506,300 ¥2,168,160 ― ¥199,674,460 ― ―

④3町連携・道路ストック包括 ¥184,497,970 ¥2,386,110 (収入)¥-1,085,790 ¥185,798,290 ¥-13,876,170 7%

事業費 発注者人件費 委託費 合計 現状との差額 コスト縮減率
従来発注 ¥180,796,800 ¥6,504,480 ― ¥187,301,280 ― ―
①1町単独・橋梁包括 ¥159,590,000 ¥2,168,160 ― ¥161,758,160 ¥-25,543,120 14%
③3町連携・橋梁包括 ¥156,766,670 ¥2,386,110 (収入)¥-706,800 ¥158,445,980 ¥-28,855,300 15%
従来発注 ¥222,061,025 ¥13,008,960 ― ¥235,069,985 ― ―
②1町単独・道路ストック包括 ¥197,506,300 ¥2,168,160 ― ¥199,674,460 ¥-35,395,525 15%
④3町連携・道路ストック包括 ¥184,497,970 ¥2,386,110 (収入)¥-1,085,790 ¥185,798,290 ¥-49,271,695 21%

事業費 発注者人件費 委託費 合計 差額 コスト縮減率
現状： 従来発注 ¥38,456,800 ¥2,037,180 ― ¥40,493,980 ― ―

①1町単独・橋梁包括 ¥22,870,000 ¥679,060 ― ¥23,549,060 ¥-16,944,920 42%
③3町連携・橋梁包括 ¥20,046,670 ¥575,260 ¥431,400 ¥21,053,330 ¥-19,440,650 48%

現状： 従来発注 ¥59,997,025 ¥4,074,360 ― ¥64,071,385 ― ―
②1町単独・道路ストック包括 ¥44,824,800 ¥679,060 ― ¥45,503,860 ¥-18,567,525 29%
④3町連携・道路ストック包括 ¥31,835,670 ¥575,260 ¥619,020 ¥33,029,950 ¥-31,041,435 48%

事業費 発注者人件費 委託費 合計 差額 コスト縮減率
現状： 従来発注 ¥31,956,800 ¥3,333,240 ― ¥35,290,040 ― ―

①1町単独・橋梁包括 ¥17,670,000 ¥1,666,620 ― ¥19,336,620 ¥-15,953,420 45%
③3町連携・橋梁包括 ¥14,846,670 ¥1,270,520 ¥275,400 ¥16,392,590 ¥-18,897,450 54%

現状： 従来発注 ¥53,192,025 ¥8,333,100 ― ¥61,525,125 ― ―
②1町単独・道路ストック包括 ¥39,769,000 ¥1,666,620 ― ¥41,435,620 ¥-20,089,505 33%
④3町連携・道路ストック包括 ¥26,760,670 ¥1,210,020 ¥466,770 ¥28,437,460 ¥-33,087,665 54%

道路ストック
包括

発注方式

橋梁包括

道路ストック
包括

田原本町

(参考)田原本町
従来発注との比較

三宅町

川西町

発注方式

橋梁包括

道路ストック
包括

橋梁包括

道路ストック
包括

発注方式

発注方式

橋梁包括
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●発注者人工削減効果 

 

  

部長 課長 課長補佐 係長 担当者 部長 課長 課長補佐 係長 担当者
(参考) 従来発注 6.6 21.6 27 64.5 100.5 4.4 14.4 18 43 67
現状： ①1町単独・橋梁包括 2.2 7.2 9 21.5 33.5 ― ― ― ― ―

③3町連携・橋梁包括 2.2 7.2 9.5 24 38.5 0 0 0.5 2.5 5
(参考) 従来発注 13.2 43.2 54 129 201 11 36 45 107.5 167.5
現状： ②1町単独・道路ストック包括 2.2 7.2 9 21.5 33.5 ― ― ― ― ―

④3町連携・道路ストック包括 2.2 7.2 9.5 24 38.5 0 0 0.5 2.5 5

部長 課長 課長補佐 係長 担当者 部長 課長 課長補佐 係長 担当者
従来発注 6.6 21.6 27 64.5 100.5 ― ― ― ― ―
①1町単独・橋梁包括 2.2 7.2 9 21.5 33.5 -4.4 -14.4 -18 -43 -67
③3町連携・橋梁包括 2.2 7.2 9.5 24 38.5 -4.4 -14.4 -17.5 -40.5 -62
従来発注 13.2 43.2 54 129 201 ― ― ― ― ―
②1町単独・道路ストック包括 2.2 7.2 9 21.5 33.5 -11 -36 -45 -107.5 -167.5
④3町連携・道路ストック包括 2.2 7.2 9.5 24 38.5 -11 -36 -44.5 -105 -162.5

部長 課長 課長補佐 係長 担当者 部長 課長 課長補佐 係長 担当者
現状： 従来発注 2.1 12 0 11.4 48 ― ― ― ― ―

①1町単独・橋梁包括 0.7 4 0 3.8 16 -1.4 -8 0 -7.6 -32
③3町連携・橋梁包括 0.7 4 0 2.8 13 -1.4 -8 0 -8.6 -35

現状： 従来発注 4.2 24 0 22.8 96 ― ― ― ― ―
②1町単独・道路ストック包括 0.7 4 0 3.8 16 -3.5 -20 0 -19 -80
④3町連携・道路ストック包括 0.7 4 0 2.8 13 -3.5 -20 0 -20 -83

部長 課長 課長補佐 係長 担当者 部長 課長 課長補佐 係長 担当者
現状： 従来発注 0 13.4 79 0 0 ― ― ― ― ―

①1町単独・橋梁包括 0 6.7 39.5 0 0 0 -6.7 -39.5 0 0
③3町連携・橋梁包括 0 5.7 29.5 0 0 0 -7.7 -49.5 0 0

現状： 従来発注 0 33.5 197.5 0 0 ― ― ― ― ―
②1町単独・道路ストック包括 0 6.7 39.5 0 0 0 -26.8 -158 0 0
④3町連携・道路ストック包括 0 5.7 29.5 0 0 0 -27.8 -168 0 0

業務委託町町(三宅町)

業務委託町町(川西町)

道路ストック
包括

道路ストック
包括

橋梁包括

橋梁包括

橋梁包括

道路ストック
包括

発注方式
人工(人・日) 人工削減数(人・日)

発注方式
人工(人・日) 人工削減数(人・日)

代表町(田原本町)

(参考)代表町(田原本町)
従来発注との比較

橋梁包括

発注方式
人工(人・日) 人工削減数(人・日)

発注方式
人工(人・日) 人工削減数(人・日)

道路ストック
包括
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●橋梁補修工事費 コスト縮減効果 

・1 町単体橋梁補修複数年包括発注の効果 田原本町 【20％程度のコスト縮減効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・3 町連携橋梁補修複数年包括発注の効果 田原本町+三宅町+川西町 【22％程度のコスト縮減効果】 

 

 

 

 

 

 

 

※補修設計および工事発注の対象となる橋梁数は過去のデータに基づくものであり、現在ではそれよりも減少している。 

 

数量 単年度発注 複数年包括発注(ECI) 差額

1式 ¥8,672,640 ¥2,168,160 ¥-6,504,480
発注手続き、個別業務の初回・最終打合せを省

略可能。

39橋 ¥139,677,803 ¥116,672,266 ¥-23,005,538

一括発注とすることで、共通仮設費や現場管理

費といった経費を集約できるため、コストの縮

減が可能となる。

1式 ー ¥-1,510,600 ¥-1,510,600
発注者による設計図書の取りまとめの省略と、

三者協議会による説明回数の簡略化が可能。

ー ¥148,350,443 ¥118,840,426 ¥-29,510,018 20% のコスト縮減効果

※経費込み・消費税抜き

ECIコスト縮減効果

工事業務発注

合計

包括発注

発注者人件費

数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用

1式 ¥8,672,640 1式 ¥679,060 1式 ¥0 ¥9,351,700 1式 ¥2,273,040 1式 ¥734,686 1式 ¥0 ¥3,007,726 ¥-6,343,974
発注手続き、個別業務の初回・最終打合せを省

略可能。

39橋 ¥139,677,803 1橋 ¥5,404,896 0橋 ¥0 ¥145,082,699 39橋 ¥116,270,000 1橋 ¥3,769,000 0橋 ¥0 ¥120,039,000 ¥-25,043,699

一括発注とすることで、共通仮設費や現場管理

費といった経費を集約できるため、コストの縮

減が可能となる。

ー ー ー ー ー ー ー ー ¥-1,510,600 ー ¥-19,200 ー ¥0 ¥-1,529,800 ¥-1,529,800
発注者による設計図書の取りまとめの省略と、

三者協議会による説明回数の簡略化が可能。

ー ¥148,350,443 ー ¥6,083,956 ー ¥0 ¥154,434,399 ¥117,032,440 ー ¥4,484,486 ー ¥0 ¥121,516,926 ¥-32,917,473 22% のコスト縮減効果

※経費込み・消費税抜き

単年度発注

ECIコスト縮減効果

差額 備考田原本町 三宅町 川西町
合計

複数年包括発注(ECI)

工事業務発注

田原本町 三宅町 川西町
合計

合計

発注者人件費・代表町委託費
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共通 

事項 

共通 ・2025 年 9 月時点の労務費を基に積算する。 

定期点検 ・「設計業務等標準積算基準書」に基づき積算する。 

長寿命化計画策定 

・既往の長寿命化計画策定業務の委託費見積もり

を基に人工を計上する。 

・発注者作業における人件費は実務ベースの人工

を想定する。 

・ソフト使用料は見積もりによる。 

補修設計 ・「設計業務等標準積算基準書」に基づき積算する。 

橋梁 

特記 
補修設計 

・H27,28 点検にて健全度Ⅲと判定された橋梁を対

象に、「設計業務等標準積算基準書」に基づき積

算する。 

・契約手順は A(同一年度に設計と工事を実施)とす

る。 

舗装 

特記 

定期点検 

・従来点検の場合は町道幹線道路のみ、DX 導入に

よる点検時にはすべての町道を定期点検対象と

する。 

補修設計 
・直営で、標準図を用いて発注しているため、補修

設計費は計上しない。 

道路 

附属物 

特記 

定期点検 

・三宅町、川西町の道路附属物数は、田原本町の道

路附属物数を基に、町道延長で割り戻して仮定と

して算出する。 

長寿命化計画策定 

・従来は、道路附属物の長寿命化計画策定はないた

め、業務委託における積算時には費用として計上

しない。 

・一方で、DX 導入による長寿命化計画策定時は費

用を計上する。 

補修設計 
・施設取替が前提であるため、補修設計費は計上し

ない。 

 

労務費 

発注・契約・検査 

における 

発注者人件費 

・田原本町ヒアリングにより得られた実務ベース

の人工により積算する。 

・代表町に発注業務を委託する際の費用は、自治体

個別の発注額の 3%とする。 

・発注者の労務単価は「令和６年４月１日地方公務

員給与実態調査結果」の第７表の２ 職種別，年

齢別，学歴別職員数及び平均給与月額 ⑴ 全地

方公共団体 一般行政職 を引用する。ただし、

健康保険・退職金積立等などの自治体負担を含む

最終的な労務単価は、上記資料の給与に対して

1.5 倍として算出する。 

ECI による 

コスト縮減効果 

・既往論文に掲載されている、ヒアリングによる実

務ベースの人工により積算する。 

・設計者の労務単価は「2025 年度（令和 7 年度）

設計業務委託等技術者単価」、施工者の労務単価

は「2025.11 建設物価」より引用する。 

 

検討条件： 
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・発注・契約・検査における発注者人件費、及び ECI による人件費のコスト縮減効

果は、ヒアリング結果より人工の増減を把握し、人工に対して労務費を掛けること

により算出する。なお、労務費はそれぞれ以下の表のように想定する。 

 

 

 

 

 

  

表-発注・契約・検査における発注者人件費 労務費 

部長 56～59 歳 38,200 円/日 

課長 52～55 歳 37,100 円/日 

課長補佐 48～51 歳 35,900 円/日 

係長 40～43 歳 32,400 円/日 

担当者 28～31 歳 23,800 円/日 

 

表-ECI によるコスト縮減効果 労務費 

発注者 40～43 歳 32,400 円/日 

設計者 技師 A 59,600 円/日 

施工者 橋梁世話役 41,400 円/日 
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①１町単独・橋梁単体における包括発注の効果【14％程度のコスト縮減効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１町単独・道路ストック全体における包括発注の効果【13％程度のコスト縮減効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量 従来発注 包括発注(ECI,DX) 差額 備考

1式 ¥6,504,480 ¥2,168,160 ¥-4,336,320
個別業務の発注・契約手続き、完了検査を省略

可能。

363橋 ¥34,300,000 ¥32,240,000 ¥-2,060,000
個別業務の初回・最終打合せ、業務計画書作

成、現地踏査を省略可能。

1式 ¥21,086,800 ¥8,490,000 ¥-12,596,800
DXソフトを用いて発注者が自身で長寿命化計画

を策定することで、業務委託が不要。

39橋 ¥125,410,000 ¥118,860,000 ¥-6,550,000
個別業務の初回・最終打合せ、業務計画書作

成、現地踏査を省略可能。

ー ¥187,301,280 ¥161,758,160 ¥-25,543,120 14% のコスト縮減効果

※経費込み・消費税抜き

包括発注

発注者人件費

合計

定期点検

長寿命化計画

補修設計

数量 従来発注 包括発注(ECI,DX) 差額 備考

1式 ¥13,008,960 ¥2,168,160 ¥-10,840,800
発注・契約・完了検査を集約することで、発注

者の作業時間を短縮することが可能。

363橋 ¥34,300,000 ¥32,240,000 ¥-2,060,000

39橋 ¥125,410,000 ¥118,860,000 ¥-6,550,000

1式 ¥2,830,000 ¥4,532,000 ¥1,702,000

DX導入により、町道の全延長に対して効率的な

点検を実施。

※従来では実施していなかった町道全体に対し

て点検を実施しているため、コスト増となる。

直営で、標準図で発注しているため、補修設計

はない。

1960箇所 ¥23,178,000 ¥16,789,300 ¥-6,388,700 DX導入により、効率的な点検が実施可能。

施設取替が前提となるため、補修設計はない

1式 ¥31,911,500 ¥25,085,000 ¥-6,826,500
DXソフトを用いて発注者が自身で長寿命化計画

を策定することで、業務委託が不要。

ー ¥230,638,460 ¥199,674,460 ¥-30,964,000 13% のコスト縮減効果

※経費込み・消費税抜き

個別業務の発注・契約手続き、完了検査を省略

可能。

舗装定期点検委託費

舗装補修設計委託費

道路附属物定期点検委託費

道路附属物補修設計委託費

合計

橋梁定期点検委託費

橋梁補修設計委託費

道路ストック長寿命化計画策定

発注者人件費

✓委託包括発注により発注手続き手間や、打合せ・現地踏査・業務計画書作成などの業務工数

の削減 

 

✓DX 導入により、委託せずとも発注者自身で効率的に橋梁長寿命化計画の策定が可能  

①に加えて 

 

✓委託包括発注により発注手続き手間や、打合せ・現地踏査・業務計画書作成などの業務工数

の削減 

(橋梁単体よりも効果大) 

 

✓DX 導入により、町道全延長に対して効率的な舗装点検・道路附属物点検が実施可能  
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③3 町連携・橋梁単体における包括発注の効果【26％程度のコスト縮減効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用

1式 ¥6,504,480 1式 ¥2,037,180 1式 ¥3,333,240 ¥11,874,900 1式 ¥1,679,310 1式 ¥1,006,660 1式 ¥1,545,920 ¥4,231,890 ¥-7,643,010
発注者業を代表1町に集約させることで、他2

町の発注手続き手間を大幅に削減することが可

363橋 ¥34,300,000 72橋 ¥11,070,000 65橋 ¥10,870,000 ¥56,240,000 363橋 ¥32,240,000 72橋 ¥9,380,000 65橋 ¥9,180,000 ¥50,800,000 ¥-5,440,000
個別業務の初回・最終打合せ、業務計画書作

成、現地踏査を省略可能。

1式 ¥21,086,800 1式 ¥21,086,800 1式 ¥21,086,800 ¥63,260,400 1式 ¥5,666,670 1式 ¥5,666,670 1式 ¥5,666,670 ¥17,000,010 ¥-46,260,390
DXソフトを用いて発注者が自身で長寿命化計

画を策定することで、業務委託が不要。

39橋 ¥125,410,000 1橋 ¥6,300,000 0橋 ¥0 ¥131,710,000 39橋 ¥118,860,000 1橋 ¥5,000,000 0橋 ¥0 ¥123,860,000 ¥-7,850,000
個別業務の初回・最終打合せ、業務計画書作

成、現地踏査を省略可能。

ー ¥187,301,280 ー ¥40,493,980 ー ¥35,290,040 ¥263,085,300 ー ¥158,445,980 ー ¥21,053,330 ー ¥16,392,590 ¥195,891,900 ¥-67,193,400 26% のコスト縮減効果

※経費込み・消費税抜き

差額 備考田原本町 三宅町 川西町
合計

田原本町 三宅町 川西町
合計

単独発注 包括発注

発注者人件費・代表町委託費

定期点検

長寿命化計画

補修設計

合計

①②に加えて 

 

✓発注者業を代表 1 町に集約させることで、他 2 町の発注手続き手間を大幅に削減することが可能  

 

✓長寿命化計画策定用の DX ソフトを 3 町共同で使用することで、1 町単体よりもライセンス料を縮減することが可能  
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④3 町連携・道路ストック全体における包括発注の効果【31％程度のコスト縮減効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用 数量 費用

1式 ¥13,008,960 1式 ¥4,074,360 1式 ¥8,333,100 ¥25,416,420 1式 ¥1,300,320 1式 ¥1,194,280 1式 ¥1,676,790 ¥4,171,390 ¥-21,245,030
個別業務の発注・契約手続き、完了検査を省略

可能。

363橋 ¥34,300,000 72橋 ¥11,070,000 65橋 ¥10,870,000 ¥56,240,000 363橋 ¥32,240,000 72橋 ¥9,380,000 65橋 ¥9,180,000 ¥50,800,000 ¥-5,440,000

39橋 ¥125,410,000 1橋 ¥6,300,000 0橋 ¥0 ¥131,710,000 39橋 ¥118,860,000 1橋 ¥5,000,000 0橋 ¥0 ¥123,860,000 ¥-7,850,000

56.6km ¥4,307,175 11.5km ¥2,052,175 5.4km ¥1,747,175 ¥8,106,525 265.2km ¥4,969,500 57.2km ¥1,559,500 72.2km ¥1,684,500 ¥8,213,500 ¥106,975

DX導入により、町道の全延長に対して効率的な

点検を実施。

※従来では実施していなかった町道全体に対し

て点検を実施しているため、コスト増となる。

直営で、標準図で発注しているため、補修設計

はない。

1960箇所 ¥24,655,175
500基

(仮定)
¥7,186,175

500基

(仮定)
¥7,186,175 ¥39,027,525 1960箇所 ¥17,226,800

500基

(仮定)
¥4,694,500

500基

(仮定)
¥4,694,500 ¥26,615,800 ¥-12,411,725 DX導入により、効率的な点検が実施可能。

施設取替が前提となるため、補修設計はない

1式 ¥33,388,675 1式 ¥33,388,675 1式 ¥33,388,675 ¥100,166,025 1式 ¥11,201,670 1式 ¥11,201,670 1式 ¥11,201,670 ¥33,605,010 ¥-66,561,015
DXソフトを用いて発注者が自身で長寿命化計画

を策定することで、業務委託が不要。

ー ¥235,069,985 ー ¥64,071,385 ー ¥61,525,125 ¥360,666,495 ー ¥185,798,290 ー ¥33,029,950 ー ¥28,437,460 ¥247,265,700 ¥-113,400,795 31% のコスト縮減効果

※経費込み・消費税抜き

舗装定期点検委託費

舗装補修設計委託費

差額 備考三宅町 川西町
合計

単独発注 包括発注

個別業務の初回・最終打合せ、業務計画書作

成、現地踏査を省略可能。

発注者人件費・代表町委託費

橋梁定期点検委託費

橋梁補修設計委託費

合計

道路附属物定期点検委託費

道路附属物補修設計委託費

道路ストック長寿命化計画策定

田原本町 三宅町 川西町
合計

田原本町

①②③に加えて 

 

✓委託包括発注により発注手続き手間や、打合せ・現地踏査・業務計画書作成などの業務工数の削減。特に、発注者業を代表 1 町に集約させることで、他 2 町の発注手

続き手間を大幅に削減することが可能(橋梁単体よりも効果大) 

 

✓長寿命化計画策定用の DX ソフトを 3 町共同で使用することで、1 町単体よりもライセンス料を縮減することが可能(橋梁単体よりも効果大) 
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§９．施策導入のロードマップ策定 

これまでの検討結果を踏まえ、本節では広域連携による道路維持管理の事業モデ

ル導入に関するロードマップについて以下に取りまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ～ 2040

R8年 R9年 R10年 R11年 R12年 R13年 R14年 R15年 R16年 ～

橋梁情報共有システム

（計画策定を含む）

舗装情報共有システム

（計画策定を含む）

道路付属物情報共有システム

（計画策定を含む）

橋梁

舗装

道路付属物

　　道路リスクアセスメント

短期計画 中期計画 長期計画

DX化

道路施設

　　広域連携体制 ≪連絡調整協議会 ≪ 協 議 会 ≫

[システム導入による情報共有化]

[システム導入による情報共有化]

[システム導入による情報共有化]

【橋梁単体での広域連携】 【橋梁群での広域連携】

【全舗装での広域連携】

【全道路附属物での広域連携】

【橋梁、舗装に関するリスクアセスメン

【道路ストックに関する
リスクアセスメン

[システム導入の合意]

橋梁補修設計

の試行発注

（準備） （検証）

（点検、長寿命化、補修、工事支

（点検、長寿命化、補修・工事のアドバイザー）

[定期点検] [定期点検]

（検討・準備）

（検討・準備）

（検討・準備）
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4-2 成果や課題、気づき 

 

(1)本事業スキームの成果について（先進性等） 

  上述 4-1 にて当該事業スキームの内容について示したが、この事業スキーム 

に関しては特に先進性といった面を考えると以下の事項が挙げられる 

 

➀ 事業スキームとして ECI 方式（基礎自治体仕様）を活用しながら、複数の基 

礎自治体間の連携による道路ストックの修繕を主体とする維持管理を実施す 

るものであり、全国的にみても先例の無い新たな取り組みであると言える。 

➁ 当該事業スキームにより国が推奨する基礎自治体の束、事業者の束、技術者

の束を実現できるものであり、先導的な群マネの事例となり得る。 

➂ 複数の基礎自治体間で同じシステムを共有しながら情報を一元管理するとい 

った面においても先例が少ない先進性のある事業スキームと言える。 

④ 長寿命化計画（個別施設計画）に道路リスクアセスメントの検討に基づくリ 

スク評価結果を考慮する点も先例の少ない取り組みである。 

⑤ ECI 方式（基礎自治体仕様）により町職員や地域企業に対して個々の橋梁補 

修工事における三者協議会等で OJT 的な育成（技術伝承）が可能となる。こ 

のような仕組みは他の工事において認められず、先進的であると言える。 

 

(2)本調査業務における気づき 

   当該事業スキームの策定に際しては、下記のような気付きあり、今後の持続 

的な運用を図っていくうえで重要な事項と考えられる。 

 

1) 他市町村との連携はハードルが高く、磯城郡間で協議を重ねながら実現可能

な範囲で進め、課題を抽出しながら将来的な協議会の本格運用を目指す方針

である。（国交省への最終報告における田原本町からのコメント） 

2) 本事業スキームのような広域連携においては、主に下記の 2 点が大きな課題

となり、この課題について今後も３町との意見交換を継続し、ロードマップの

実現を目指すべきと考える。 

   

①広域連携の枠組みとしてスモールスタートとして議決を必要としない「連絡

調整協議会」を採用したが、本来は「管理執行協議会」の枠組みが必要と考え

られる。この枠組みへ移行するため、３町による継続的な意見交換、協議等が

必要と考える 

②事業スキームの核となる橋梁維持管理において、現状では予防保全型維持管

理における予算確保の課題が残る。この点に関しては、今後も継続して県・基

礎自治体間での協議が必要と考えられる。 
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4-3 地方公共団体にとってどのように有効な取組であるか 

 

(1)他の自治体に対する有効性 

  本事業スキームは以下の事項において有効性を有していると考えられる 

① 当該事業スキームは、技術系職員の少ない小規模な基礎自治体向けであり、

このような基礎自治体を含む複数の市町村が連携してインフラの維持管理

へ対応するためのスキームとなり得ると考える。 

② 当該事業スキームでは、複数の基礎自治体に対し、協議会による意思決定の    

もとで中心となる基礎自治体からの業務発注を前提としており、連合等、連 

携のための別組織を構築する必要が無いことから、比較的早期に対応するこ   

とが可能となる。この点からも他基礎自治体への有効性は高いと考える。 

③ 町職員や地域企業を対象とする技術研修会の開催、ECI 方式（基礎自治体 

   仕様）の活用等から補修工事の経験不足である地域企業にとっても参加し

やすい事業スキームであり受け入れ易いと考えられる。 

④ DX を多用するため、官民ともにデジタル化への変革が可能となる。特に官

側にとっては自治体内で策定した DX 推進計画等に沿った対応も可能となる

ことから、内部での合意形成もし易いと考えられる。 

 

(2)他自治体への効果 

① 業務の効率化 

点在する施設を一括で管理することで、発注・監督・報告などの手間が削

減され、職員の負担軽減が可能。 

② 品質向上 

設計者による一貫した設計思想の下より高品質な維持管理が期待できる 

③ 戦略的なインフラ管理の推進 

施設の状態データを一元的に管理することで、予防保全や長寿命化の計画

立案がしやすくなる。 

④ コスト削減 

複数業務（委託発注）の広域的な一括発注によるスケールメリット及び DX

（ICT 技術）の有効活用（長寿命化計画の直営が可能）等で、従来より 15～

25％程度の費用削減が期待できる。 

⑤ 災害時の対応迅速化 

体制整備による初動対応時間を短縮することが可能となる。 

 

(3)町職員、地域企業への効果 

① 技術力の向上 

民間主導のマネジメントの下で、技術研修や ECI による OJT 等において

業務の質や効率に対する意識が高まり、技術伝承に寄与できる。 

② 地域貢献意識の醸成 

地域のインフラを自ら守る誇りや意識の向上が期待される。 
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(4)地域住民への効果 

① インフラの安全性・快適性向上 

道路や橋の損傷が迅速に修繕され、安心して利用できる環境が整う。 

② 苦情・事故件数の減少 

舗装や道路附属物の早期修繕により、通報件数や転倒・事故件数の減少が

期待される。 
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第5章 今後の進め方 

5-1 今後の事業化にあたっての検討事項・課題 

1. ロードマップ策定時の目標設定 

ロードマップを計画する上で下記の目標を設定する。 

１）広域連携での体制はスモールスタートとして連絡調整が可能な枠組みを活

用し、連携による事業推進上のメリットを確認、その後、議決を経た上で正

式な協議会へと移行させる。 

２）業務発注時の事務処理は１町がまとめて実施する体制を取り、３町全体とし

て発注手間の効率化を図っていく。 

３）広域連携による維持管理の対象施設は橋梁単体からスタートし、最終的には

道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）の包括管理へと拡大を図っていく。 

４）広域連携による維持管理においては、道路リスクアセスメントによる評価結

果を踏まえた判断に基づく優先順位付けの考え方を反映させる。 

５）上記１）～４）の目標をより効率的、効果的に実現させるため、各施設のデ

ータベース、維持管理計画策定が可能となる情報共有システムを３町で共

有しながらＤＸ化を推進させていく。 

 

2. 主要な変革領域、技術等について 

本検討に基づく新たな事業モデルを導入するために、以下のように体制の変革、

導入技術の変革を踏まえてロードマップを策定する。 

①連携のための体制の変革 

「連絡調整協議会」の枠組みを経て最終的には「協議会」へと体制を変革する。 

②業務発注 

｢事務の代替執行｣の枠組みを活用し、１町が事務処理を代表して行う仕組みを

採用する。 

③ＤＸ技術の活用 

クラウド上で３町の維持管理計画策定及びその結果を共有することが可能とな

るネットワーク型情報共有システムを有効活用し、新たな事業モデルによる効率

的かつ効果的な維持管理を支援する。（例：インフラマネジメント支援システム（Ｉ

ＭＳ）橋梁版、舗装版、道路附属物版等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＩＭＳ橋梁版         ＩＭＳ舗装版     ＩＭＳ道路附属物版 
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5-2 今後の事業化に向けたスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ～ 2040

R8年 R9年 R10年 R11年 R12年 R13年 R14年 R15年 R16年 ～

橋梁情報共有システム

（計画策定を含む）

舗装情報共有システム

（計画策定を含む）

道路付属物情報共有システム

（計画策定を含む）

橋梁

舗装

道路付属物

　　道路リスクアセスメント

短期計画 中期計画 長期計画

DX化

道路施設

　　広域連携体制 ≪連絡調整協議会 ≪ 協 議 会 ≫

[システム導入による情報共有化]

[システム導入による情報共有化]

[システム導入による情報共有化]

【橋梁単体での広域連携】 【橋梁群での広域連携】

【全舗装での広域連携】

【全道路附属物での広域連携】

【橋梁、舗装に関するリスクアセスメン

【道路ストックに関する
リスクアセスメン

[システム導入の合意]

橋梁補修設計

の試行発注

（準備） （検証）

（点検、長寿命化、補修、工事支

（点検、長寿命化、補修・工事のアドバイザー）

[定期点検] [定期点検]

（検討・準備）

（検討・準備）

（検討・準備）
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5-3 他の自治体等への展開にあたっての条件や課題 

（１）横展開にあたっての条件 

 ① 各町における首長の理解を得た上で、広域連携の目的や効果について各自

治体ともに共通認識を形成し、組織横断的な推進体制を構築するとともに、

必要な人員・財源の確保及び継続的な関与を担保することが必要である。 

・・・広域連携としての持続性を確保 

 ② 本事業スキームは複数の基礎自治体における広域連携＝水平統合を想定し 

   たものであるが、その際、連携する各基礎自治体において中心的な役割を有 

する（事業主体となりえる）基礎自治体が必要となる。 

（リーダーシップによる導入、持続的な推進） 

 ③ 本事業スキームでは、道路リスクアセスメントによるリスク評価結果を道 

路維持管理へ取り込んでおり、３町間での道路ネットワークの形成が前提と 

なっている。このため、他自治体においても相互の地理的な条件として道路 

ネットワークの形成が必要であると考えられる。 

 

（２）横展開にあたっての課題 

 ① 連絡調整協議会（将来的な協議会）の持続的な運営 （運営の担い手） 

・・・民間企業による継続的な支援が必要 

 ② DX 技術の導入に関する予算の確保 

・・・情報ネットワークを構築するための予算 

 ③ 予防保全型維持管理への移行後に対する補助金獲得 （国への要望事項） 

 

（参考） 

   上記の課題に対し、運営の担い手等の１例として下記の総務省「地域活性化 

企業人」の活用を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


